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はじめに 

 

小国町は、今日に至るまで、地域の諸条件に基づき、地域社会の仕組みを構築し、また環境の変化や

それらに起因する住民の生活様式の多様化などを的確にとらえながら、まちづくりの取り組みに努めて

きた。その基本姿勢として、小国町の特性である豊かな自然と、自然とともに暮らしてきた人々が育む

生活の知恵、ワザ、そして文化を大切に守りつつ、自然の恵みと地域に根ざした産業を起こし、心を豊

かにする生活空間と多彩な人々が行き交う交流空間の形成を掲げてきた。そして、この永続的な取り組

みの成果を「白い森の国おぐに」と位置づけている。 

 

過疎地域に位置づけられる小国町では、こうした方向を踏まえ多様な過疎対策に取り組んできたが、

人口減少、少子高齢化のさらなる進行、またこれらを要因とする課題や問題などは、まちづくりにおけ

る様々な面で影響を及ぼしており、引き続き町民、民間、行政が協働、連携しながら懸命な取り組みを

進めている。一方で、こうした状況に対し、すぐに解決できることや、また取り組みの効果がすぐに表

れることが多くないのも事実である。 

 

しかしながら、小国町には、自然の条件に歩調を合わせ、一方で自然に対し意識的に手を加えてその

環境を創り、維持、保全してきた人々の力や思いが残されている。また、マタギたちが山中でクマを捕

獲すると、共同狩猟に参加した全ての人たちで平等で獲物を分配したように、山や森の恵み等に対する

共有や、共同所有という考え方が古くからある。自然とともに生きてきた人々の思いや「あるものを生

かす」力とあわせ、このような集落における仕事や暮らしの中に存在する知恵、紡がれてきた言葉をも

う一度掘り起こし、まちづくりの力として結集することは、改めて小国町のまちづくりにとってとても

重要である。民俗学者・宮本常一の著作「忘れられた日本人」所収の「対馬にて」では、集落の皆が納

得のいくまで幾日もかけて話し合う寄り合いの様子が描かれている。これは、自分たちに関わることに

ついて、皆で情報を共有して、一生懸命に考え、十分に議論し、答えを導き出すという姿勢が連綿と受

け継がれていたことと、話し合いの大切さを示すものであり、現在における課題解決手法の一つにもつ

ながるものととらえられる。 

 

小国の人々が、自然の中で四季の変化を上手に生かし、自立して生活してきたのは、自然の厳しさを

バネにして強靭な力を蓄え、近隣と力を合わせて先祖伝来の土地を守り、伝統文化と技術を守り、家を

守り、村を守るという協働の精神と強い意志、そしてふるさとをこよなく愛する心があったからといえ

る。こうした人々の心に加え、小国の自然、文化、人などに魅了され、小国に関わり続けてくれる人々

を「協働人口」ととらえ、さらには世界に誇る製造業の企業が立地しているという優位性も含め、とも

にまちづくりを展開する大切な仲間と認識しながら、多様な人々による協働と連携、そして小国を形作

ってきた人々の仕事や暮らしのあり方を踏まえ、人口減少、少子高齢化による様々な課題などに立ち向

かうことで、「自然を愉しみ みんながわくわくする 白い森の国おぐに」の実現に向けたまちづくり

を取り組むことが可能となる。 

 

例えば、現在町内では企業等を中心に労働力の確保が大きな課題となっているが、この状況に対し民

間事業者が外部から人財を呼び込むため自ら居住環境の整備を図ろうとする動きがみられる。民間の発



 

 

想と力によって課題解決に向けた取り組みが進んでいる事例である。元々、町内中核企業の立地の背景

には、小国の豊富な水資源を活用して事業を行うことから始まっており、このこと自体が「あるものを

生かす」精神により新しい要素をつくりだす
．．．．．

ことにつながっているものといえる。一方、移住者や協働

人口に連なる外部人財と労働力の確保に着目し、仕事の調整を通じて小国らしい暮らし方、働き方を提

案する仕組みづくりが町内で展開されている。これは、民間と行政が情報を共有し、連携しながら進め

ているものであり、これに外側からの視点が加わった協働の取り組みとして、新しい形を生み出そうと

しているものである。こうした協働の力は、過疎地域の持続的なまちづくりの根幹となるものであり、

本小国町過疎地域持続的発展計画とそれに示した取り組みにより、その力を高め、輪を広げ、そして連

関を強めていくこととする。 

 

まちづくりを進めるうえで、「想像力」はとても大事である。小国町の将来の姿、あり方をデザインす

るには「想像力」が必要である。そして、その姿を目指して、新しいモノ、新しい考え方、新しい仕組

みを創り上げる「創造力」に結びつけていくことが、これからのまちづくりに求められる考え方である

といえる。こうしたことを前提としながら、小国の人々が生きてきた息吹に目を向け、小国の多様な資

源の価値を見直し、高め、生かし、そして外に向かって発信していくとともに、これまで進めてきたま

ちづくりの方向と同調し、持続可能な取り組みを一歩ずつ継続していくことにより、小国に住む町民を

はじめ、関わる全ての人々が豊かな幸福を感じるウェルビーイングにつなげることを目指していくもの

とする。 

 

 

（※）ウェルビーイング・・・心身と社会的な健康を意味する概念で、満足した生活を送れる状態、多面的な幸せを意味

する。「持続的な」という意味が含まれていることもあり、瞬間的な幸せを表す英語である Happiness（ハピネス）

とは異なる。 
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第１章 基本的な事項 

第１節 小国町の概況 

 

１ 自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

（１）自然的条件 

  小国町は、山形県の西南端、新潟県境に位置し、両県庁所在地である山形市と新潟市までそれぞれ

約 80 ㎞の地点にある。面積は 737.56 ㎢で山形県総面積の 7.9％を占め、県内で 2 番目に大きな行政

区画を有し、東京 23 区よりもやや広い。生活の舞台となる平地は全町域のわずか 3.7％で、町土の

94.5％は山林で占められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  地勢は越後山脈にできた断層盆地で、北方の大朝日岳、南方の飯豊山を主峰とする 1,000m 級の連

山に囲まれ、他地域と隔絶した文字どおりの「小国」を形づくっている。気候は地形的な制約を受け

複雑であるが、概略的には典型的な日本海側気候に属し、しかも四方を山地丘陵に囲まれているため、

盆地特有の気候の面も見せている。日本海からの湿潤な気流が高い山岳にぶつかり、地形的な上昇気

流が起こるため日照時間の少ない天候が多く、夏季には驟雨性の豪雨を降らせ、秋には秋霜現象が目

小国町 

小国町の位置 

日本海東北道 日本海東北道 

 山形道 

磐越道 

東北中央道 

山形新幹線 

東北道 

東北新幹線 新潟山形南部連絡道路（計画路線） 
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立っている。特に、冬季には全国屈指の豪雪をもたらし、積雪は町中心部で 2m を超える年も珍しく

なく、山間奥地の集落では 4m にも及ぶことがある。 

  過去 10 年間（平成 23 年～令和 2 年）の平均気温は 10.9℃で、8 月が最も高く 23.8℃、最も低い 1

月は 2.9℃である。最高気温は 37.4℃（平成 30 年 8 月）、最低気温は-11.4℃（平成 25 年 1 月）を記

録している。年間の平均降水量（平成 23 年～令和２年）は 3,051.6 ㎜である。 

 

（２）歴史的条件 

  小国町は先史時代から拓けた小国本村を中心

に、越後（新潟）と置賜（米沢）を結ぶ旧越後米

沢街道沿いや荒川とその支流域に拓けた町で、古

くから小国郷と呼ばれてきた。領境の地であった

小国郷は、要塞の地として長く治められ、慶長３

年（1598 年）からは上杉景勝が所領し、代官をお

いて民政を治めた。 

  明治４年、廃藩置県により米沢県に属すること

となった小国郷は、以後、置賜県を経て明治９年

に山形県に合併された。 

  明治 22 年、市町村制施行により、小国郷を構

成していた 59 カ村(自然村)がそれぞれ４つの村

（行政村）に再編され、小国本村、南小国村、北

小国村、津川村となる。昭和 17 年、小国本村が町

制を施行した後、昭和 29 年に、県内最初となる

南小国村、北小国村と小国町の合体合併を行い、

さらに昭和 35 年に津川村を編入合併して現在の

小国町となる。 

 

（３）社会的条件 

町域の中心部を東西に横断する国道 113 号とＪＲ米坂線は、小国町と主要都市を結ぶ交通路であ

り、本町の発展にきわめて重要な役割を果たしている。かつては、旧越後米沢街道が、日本海側と太

平洋側の文化交流や物資の輸送路として利用されていた。旧越後米沢街道は大小 13 もの峠で結ばれ

ていたため、往来するには困難な街道であった。このため、峠越えの集落（玉川、小国、市野々、白

子沢、沼沢）には宿駅が置かれ、宿場の里として栄えた。 

  明治９年に初代山形県令に就任した三島通庸は、新道の開削を計画し、同 18 年に現国道 113 号の

前身となる小国新道の新潟・山形間が全通した。これにより、町民生活は大きく変転することとなっ

たが、依然として冬季における交通障害は解消されなかった。 

  昭和 11 年８月の国鉄米坂線の開通は、本町に驚異的な変革をもたらすこととなった。翌 12 年に現

在のクアーズテック株式会社と日本重化学工業株式会社の前身である日本電興株式会社が長者原に

水力発電所を整備し、重化学工場を町中心部に立地した。この後、本町は急激に工業化の道を歩むこ

旧北小国村 

旧小国町 

旧津川村 

旧南小国村 

  

 旧町村の位置 
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ととなり、背後集落においては農業の低生産と企業の好況とが相まって急速に農業の兼業化が進ん

だ。また、町中心部では、かなりの社会的・経済的集積をもつようになった。 

  昭和 50 年 11 月、国道 113 号の全面改修と完全除雪による冬季交通の確保は、産業活動と地域住民

の日常生活に大きな影響を与えた。町中心部と各集落を結ぶ県道や町道の除雪も飛躍的に進み、町内

の主要な生活関連道の冬季交通が確保されるようになった。しかし、まだ道路整備水準が低いため円

滑な交通確保に支障をきたしており、暮らしや産業活動に制約を与える要因にもなっている。 

  昭和 57 年の上越新幹線開業、平成４年の山形新幹線開業により、町中心部と首都圏との時間距離

は大きく短縮し、首都圏日帰りが可能となった。平成２年には、都市間交通（新潟－山形：新潟－仙

台）が開業し、小国町にその停留所が設置されたが、現在は新潟－山形線のみの運行となっている。

高速交通網は、日本海東北自動車道の中条インターチェンジが平成 14 年に、さらに荒川胎内インタ

ーチェンジが平成 21 年に供用開始された。また、東北中央自動車道が平成 29 年の福島－米沢間の開

通に加え、平成 31 年には南陽高畠－山形上山間が開通し縦軸道路の整備が進んでいる。一方横軸道

路となる「新潟山形南部連絡道路」も整備が進んでおり、梨郷道路、鷹ノ巣道路に続き、平成 31 年４

月には小国道路が事業化され、事業推進に大きな期待が寄せられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 過疎の状況 

（１）人口の動向 

町の人口は、昭和 30 年の 18,366 人をピークに減少を続け、平成 17 年には 9,742 人、平成 22 年に

は 8,862 人となり 9,504 人（51.7％）の減少を示している。減少率が最も高かったのは、昭和 40～45

年までの５年間で 12.4％となっている。 

  昭和 50 年代に入り生活環境の向上や産業構造の変化などにより、昭和 60 年までの人口減少率は鈍

化する傾向にあったが、昭和 60 年から平成２年には一転して 6.5％減少した。その後、平成２年から
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平成７年までは 5.3％、平成７年から平成 12 年までは 4.2％、平成 12 年から平成 17 年までは 5.1％、

平成 17 年から平成 22 年までは 9.0％ 減少しており、平成 22 年まで同様の減少傾向が続いている。

昭和 50 年から平成 27 年までの 40 年間では、4,781 人（37.8％）減少している。 

 

人口の動向   （単位：人・世帯）  

区分 昭和 35 年 昭和 40 年 昭和 45 年 昭和 50 年 昭和 55 年 昭和 60 年 平成 2 年 

総人口 17,787 15,983 13,999 12,649 12,221 12,096 11,315 

世帯数 3,520 3,584 3,447 3,345 3,325 3,337 3,217 
        

区分 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和 2 年  

総人口 10,715 10,262 9,742 8,862 7,868 7,108  

世帯数 3,163 3,209 3,277 3,036 2,845 2,809  

（資料：国勢調査） 

※令和 2 年は令和 3 年 6 月 25 日に総務省統計局より公表された速報値 

 

（２）これまでの過疎法に基づく対策 

小国町では、昭和 45 年に過疎地域の指定を受けてからこれまで、地域社会の基盤強化、住民福祉

の向上、雇用の増大、地域格差の是正といった過疎対策の基本的な推進目的に基づき、効果的、効率

的な施策の展開を図ってきた。 

  昭和 45 年からの過疎地域対策緊急措置法（昭和 45 年法律第 31 号）に基づく前期対策においては、

昭和 41 年に樹立したまちづくりの柱である「生活圏整備構想」の展開に努め、シビルミニマムを確

保するため、町中心部と一次生活圏の拠点集落における生活諸環境の整備や克雪対策に総合的、計画

的に取り組み、新しい社会生活圏の形成を図った。この構想において、町中心部は高いレベルの都市

的利便性を享受できる空間として位置付け、その拠点として「おぐに開発総合センター（昭和 43 年

経済企画庁単独モデル事業第１号）」を建設した。また、いくつかの周辺集落からなる一次生活圏を

設定し、その中心となる集落には基幹集落センターをはじめ公共施設等の集積を図った。一方、将来

にわたり生活の維持が困難と見込まれる集落については、一定の基準で診断を行った結果、昭和 45 年

に地域住民の意志決定に基づいて夏山冬里方式の集落再編成を行い、新興地におけるコミュニティの

再生を試みた。さらに、後期対策では、「産業圏整備構想」をまちづくりの中心に据え、生活圏整備

構想の上部に位置づけていく産業おこしに努めた。町中心部に立地している既存企業の支援のほか、

農業基盤整備を進めながら積極的に第一次産業基盤の構造改善を行い、これによって生ずる余剰労働

力を第二次産業、第三次産業に吸収していった。 

  続く昭和 55 年からの過疎地域振興特別措置法（昭和 55 年法律第 19 号）による対策では、「自然

教育圏構想」を柱に、農工地域でのコミュニティの再生と、山間地域における資源活用型産業おこし

を展開してきた。ここでは、町中心部における「中央総合レクリエーション基地」と、国立公園を背

後にした「ふるさとファミリー村」、「ふるさと子ども村」、「ふるさと学生村」の形成を目指し、

緑地空間の整備と多面的な交流機能の充実を図ってきた。 

  平成２年からの過疎地域活性化特別措置法（平成２年法律第 15 号）においては、「ぶな文化交流

圏構想」を戦略構想として事業展開を図ってきた。施策の柱を、①交流社会に対応できる基盤の整備 
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②地域資源活用型産業の創出と育成 ③「新生活圏」の形成 ④人材の育成と確保 ⑤高齢社会への

対応 の５つとし、荒川リバーサイドパークの整備、白い森国際文化フェスティバルの開催、包括ケ

アタウンの形成、新しい住宅団地の造成などの具体的事業に取り組んできた。 

平成 12 年からの過疎地域自立促進特別措置法では、平成９年度に策定した第三次小国町総合計画

「白い森の国おぐにの基本構想」に基づき、多様な人々との協働の力によって、自然と人々が一緒に

暮らすことを可能とする、美しく自立した生活空間の形成を図るという基本的な考え方にたち、施策

展開を進めてきた。目標実現のために、①風格のある町を目指した人づくり ②利便性の高い町を目

指した環境づくり ③持続的発展が可能な町を目指した暮らしづくり の３つの柱に沿ったまちづ

くりの推進を図ることとし、横川ダム水源地域の整備、あけぼの団地の造成、小中高一貫教育の推進、

高齢者専用住宅の整備、森林セラピー事業の推進、木質バイオマスエネルギー導入事業などを展開し

てきた。 

  平成 22 年に６年間、平成 24 年にさらに５年間延長され期限が平成 33 年（令和３年）３月となっ

た過疎地域自立促進特別措置法では、平成 20 年度に策定した「第四次小国町総合計画基本構想」に

基づき、①培ってきた知恵と技が生きる力を育むまちづくり ②地域資源に磨きをかけた次代の“し

ごと”を生み出すまちづくり ③支えあいの心が暮らしやすさをつなぐまちづくり ④確かな豊かさ

を実感できるまちづくり の４つの柱を立て、「人と自然が織りなすやさしい暮らしがあるまち“白い

森の国おぐに”」を目指して、前期は新小国小学校の建設や緑のふるさと協力隊受け入れ事業、中学生

までの医療費無料化事業などに取り組み、後期では、松岡黒沢峠線整備事業、道の駅機能拡充事業、

電子カルテ更新事業などを展開した。さらに、将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域

社会の実現を図るため、過疎地域自立促進特別事業（ソフト事業）として、公共交通運行事業や人工

透析患者送迎事業を展開した。 

  こうした継続的な過疎対策によって、社会基盤の改善や地域資源に立脚した産業の拡大発展などが

進行するとともに、小国町の特性を活かしたまちづくりの展開が図られ、町民や民間との協働やその

主体的な取り組みによる地域づくり活動が活発に推進されるなど、豊かな町民生活の実現に向け、着

実な成果を上げている。 

昭和 45 年から令和元年度に過疎対策事業に投資した実績額は、1,140 億 8,258 万円に達し、このう

ち、過疎対策事業債を充当した事業実績額は 234 億 3,818 万円である。 
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（３）現在の課題と今後の見通し 

  小国町は平成 30 年度に「第５次小国町総合計画基本構想」を策定した。この基本構想では、白い

森の国が持つ森も、水も、土も、動物も、それらを最大限に活かして生産されている地場産品や工業

製品も、さらには風土に根ざした暮らしの技や文化、そしてそれらを生み出し受け継いできた小国の

人財なども、すべてを価値ある地域資源として広く内外に発信していく「白い森まるごとブランド構

想」をまちづくりの理念とし、目指すべき姿を「自然を愉しみ みんながわくわくする 白い森の国

おぐに」と定めた。その中で、まちづくりの課題を次の５点に整理した。 

 

 ① 人口減少と少子高齢化の進行 

 ② 地域社会の変容とつながりの希薄化 

 ③ グローバル経済の進展と産業・雇用の動向 

 ④ 安全安心な生活環境の創出 

 ⑤ 高度情報化社会への対応 

 

  上記に加え、高度経済成長期から公共施設等の整備が本格的に進められ、半世紀が経過し、本町に

おいても公共施設等の老朽化が進み更新時期を迎えている。今後、全ての施設を改修・更新していく

ことは非常に困難な状況であることから、公共施設の現状を踏まえた維持管理等のあり方について、

「小国町公共施設等総合管理計画」等に沿った管理が求められる。 

また、令和２年に国内で感染が確認された新型コロナウイルス感染症は、住民の暮らしに大きな影

響を与えている。ワクチン接種が開始されたとはいえ、今後は新型コロナウイルス感染症を含め未知

のウイルスとの共存が必要とされ、ニューノーマルを意識した行動、新しい生活様式に基づく生活や

活動が求められている。さらに、持続可能なまちづくりや地域活性化に向け、国連が定めた SDGs（持

続可能な開発目標）の理念に沿った取り組みを進めることにより、地域課題解決の加速化を目指すこ

とが可能となる。SDGs における 17 のゴールやターゲット、指標などを活用しながら、住民、民間、

行政などの連関の強化と持続的な取り組みに結びつけるための方策が必要とされている。 

これらのことから、日々変化する上記の点もまちづくりの課題として捉え、基本構想で定めた町の

将来像を実現するため、実効性のある計画の策定が求められる。以上を踏まえ、次の３点もまちづく

りの課題として整理し、基本構想策定時と合わせ８つの課題として整理する。また、各分野における

施策の連携が重要であり、横断的な視点からの取り組みを図るため、SDGs の 17 のゴールとの関連

性を持たせながらその推進を目指すものとする。 

 

 ⑥公共施設等の維持管理 

 ⑦With コロナ時代への対応と持続可能なまちづくり 

 ⑧基本構想の実現 

 

  町では、「第５次小国町総合計画基本構想」に基づき、令和元年度に「第５次小国町総合計画基本計

画」と「第２期小国町地域創生総合戦略」を策定し諸施策を展開している。これまでに経験したこと

のない事象が次々と発生しているが、新たな技術を活用するなど的確に対応できる柔軟性を持ちあわ

せたしなやかなまちづくりを進め、町の将来像の実現を目指し、「白い森まるごとブランド構想」の前
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進に向けて、指針に沿った事業展開を図っていく。 

 

３ 産業構造の変化、地域の経済的な立地特性、社会経済的発展の方向の概要 

（１）産業構造の変化 

小国町の産業構造は、第二次産業が主産業であり、山村にはまれな就業構造になっている。かつて

は、農林業を主とする第一次産業中心の純農山村であったが、昭和 13 年に日本電興株式会社が、本

町が有する豊富な水資源を活かし、発電所を設置して工場を立地、操業開始して以来、第二次産業の

占める割合は年々高くなり、昭和 50 年以降は就業者数でも第一位の構成比を持つようになった。し

かし、平成 22 年以降は、第三次産業が約半数を占める構成となっている。 

  第一次産業は、認定農業者や農業生産法人が中心的担い手となり、稲作を基幹作物として施設園芸

やきのこ、山菜等との複合経営と併せ、雑穀の生産や消費者との契約栽培など、新しい農業経営手法

を目指した実践が展開されてきている。 

  第二次産業は、前述した二大企業を中心にその関連企業や、昭和 40 年以降に誘致した企業などが

産業活動を営んでおり、引き続き、町経済の基幹を担っている。また、急激な社会経済情勢の変化に

対応した事業の再編、再構築や新たな分野への取り組みも進められている。 

  第三次産業は、市街地の整備拡大による都市化や、ぶな文化交流圏構想に基づく各交流基盤の整備

に伴ってサービス業が着実に伸びている。また、商業では、平成９年にオープンした共同店舗がその

牽引役となり、町内消費の要となってきたが、その後の全国的な不況の影響で厳しい状況が続いてい

る。 

 

（２）地域の経済的な立地特性 

小国町は置賜広域圏に属しているが、新潟県境に位置しているという立地特性から、町民の生活行

動は新潟県への依存度が高い。 

  市街地を走る国道 113 号は、新潟県と福島県とを結んでいるが、これを経由すると山形市と新潟市

までの時間距離はほぼ同じである。ＪＲ米坂線は、山形、上越両新幹線との接続により、東京圏への

日帰りが可能になった。また、小国町には大規模な企業が立地しており、これら企業の原材料も日本

海沿岸の重要港湾が基地になっており、環日本海経済圏と密接な関連があるという特徴がある。 

   このように小国町は、置賜圏域に属するとともに、交通交易的には日本海沿岸地域との関連が強い

という経済的な特質を有している。 

  平成６年に計画路線の指定を受けた、地域高規格道路の新潟山形南部連絡道路は、日本海東北自動

車道、東北中央自動車道を結ぶ高速交通ネットワークにおける、環日本海経済圏と環太平洋経済圏と

を結ぶ物流の主要ルートである。山形県側については、平成 21 年に南陽バイパスが完成し米沢南陽

道路とのアクセスが向上し、現在令和５年度の開通を目指した梨郷道路、平成 31 年に事業化された

小国道路の整備が進められている。また新潟県側については、平成９年に鷹ノ巣道路、平成 12 年に

荒川道路がそれぞれ事業着工され、平成 21 年には荒川道路が供用開始されている。さらに平成 14 年

には日本海東北自動車道中条インターチェンジ、平成 21 年には同荒川胎内インターチェンジが完成

し、新潟市までの時間距離は大幅に短縮されてきている。このように小国町は、新潟山形南部連絡道



- 9 - 

 

路の中間の地点に位置し、その地域経済に及ぼす効果は大きいものがある。 

 

（３）社会経済的発展の方向の概要 

山形県では、令和２年３月に「第４次山形県総合発展計画長期構想」を策定し、「人と自然がいき

いきと調和し、真の豊かさと幸せを実感できる山形」を基本目標として、時代の潮流が大きく変化す

る中、本県ならではの人と自然の調和に基づいて、将来にわたり、活力に満ち、質の高い“新しいやま

がた”の暮らし、社会経済、地域の姿を目指している。社会経済環境は、下記のとおり大きく変化して

おり、発展に向け変化を的確に捉えてその先を見据え、中長期的な視点に立った県づくりの方向性を

描いていくことが重要であるとしている。 

 

【人の暮らしに係る変化】 

〇人口減少の加速 〇人生 100 年時代の到来と人口構造の変化 〇価値観・暮らし方の多様化 

【グローバル化の進展と技術の進歩】 

〇グローバル化の進展と国際環境の複雑化 〇技術革新の進展 

【地球環境の変化】 

〇気候変動等に伴う災害の頻発・激甚化 〇地球環境への意識の高まり 

 

また、本町を含む置賜地域の発展方向を、下記のとおりとしている。 

〇地域の技術力を結集したイノベーションにより新たな価値が創出され、ブランド力を活かして産

業の収益力が向上している。 

〇「人生 100 年時代」の到来に向け、多様な主体と連携した健康づくり活動拠点の形成が進み、誰

もがいきいきと活躍できる地域づくりの取組みが進展している。 

〇宮城・福島両県や関東・首都圏との近接性を活かした「県南ゲートウェイ」としての発展基盤の

確立に向け、交通アクセスの強化が進展している。 

 

基本目標を実現するため、５つの政策の柱を設定しさらに、主要な取組みの方向性を示すとともに、

目標指標や KPI を設定した実施計画を策定し、具体的な施策の方向展開を明らかにしている。 

本町が策定した「第５次小国町総合計画」は、「第４次山形県総合発展計画長期構想」と同一の基

調にあり、町の将来像、まちづくりの基本目標、基本理念、施策体系、まちづくりの指針と主要プロ

ジェクトについては、第１章第４節に整理する。 
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第２節 人口及び産業の推移と動向 

 

１ 人口の推移と動向 

（１）総人口、年齢別階層・男女別人口の推移 

  町の人口は昭和 30（1955）年に 18,366 人と 20,000 人近くまで増加したが、その後は減少に転じ、

平成 17（2005）年には 9,742 人と 10,000 人を割り込んだ。減少率では、昭和 35 年から 50 年までの

15 年間が 28.9％と著しく、昭和 50 年から平成 2 年までの 15 年間は 10.5％とやや鈍化した。しかし、

平成 2 年から 17 年までの 15 年間で 13.9％となり、平成 17 年から 27 年の 10 年間で 19.2％と再び著

しい減少率となっている。平成 20（2008）年以降、日本の人口は減少局面に突入していることから、

本町の人口減少の状況も続くものと思われる。なお、過疎要件となる昭和 50 年から平成 27 年の減少

率は、37.8％となっている。 

  年齢階層別の人口を見ると、年少人口（0～14 歳）及び生産年齢人口（15～64 歳）は減少の一途を

たどっている。年少人口は、平成 27 年には 1,000 人を割り込み、昭和 50 年からの 40 年間で 1/3 以

下に減少し、生産年齢人口は、平成 27 年には 4,106 人となり、昭和 50 年からの 40 年間で半減以下

となっている。一方、老年人口（65 歳以上）は年々増加し、平成 2 年には年少人口と逆転し、平成 17

年には 3,000 人を超えたが、以降は自然減が進み、減少傾向にある。 

 

人口の推移                            （単位 実数：人 率：％） 

区分 
昭和 35 年 昭和 50 年 平成 2 年 平成 17 年 平成 27 年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 17,787 12,649 -28.9 11,315 -10.5 9,742 -13.9 7,868 -19.2 

0 歳～14 歳 6,179 2,711 -56.1 1,941 -28.4 1,294 -33.3 866 -33.1 

15 歳～64 歳 10,879 8,780 -19.3 7,218 -17.8 5,411 -25.7 4,106 -24.1 

 うち15歳

～ 29 歳

(a) 

4,183 2,511 -40.0 1,628 -35.2 1,147 -29.5 826 -28.0 

65 歳以上 729 1,158 58.8 2,156 86.2 3,037 40.9 2,896 -4.6 

(a)/総数 

若年者比率 
23.5 19.9 - 14.4 - 11.8 - 10.5 - 

(b)/総数 

高齢者比率 
4.1 9.2 - 19.1 - 31.2 - 36.8 - 

（資料：国勢調査） 

 

  町の人口ピラミッドの推移をみると、平成 27 年の時点で既に年少人口が少なく老齢人口が多い「つ

ぼ型」となっている。第一次ベビーブーム世代（1947～1949 年生まれ）に次いで人口が多い第二次ベ

ビーブーム世代（1971～1974 年生まれ）について、他世代をしのぐ人口の厚みはみられない。また、

大学進学などによる 20 代前半の転出が顕著にみられる。さらに、社人研の推計による令和 22（2040）
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年の町の推計人口をみると、特に女性の高齢化が顕著になり、20～40 代の女性が著しく減少する。 

 

小国町の人口ピラミッドの推移 

 

（資料：平成 27 年国勢調査、「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）） 

 

（２）人口動態 

  自然動態では、平成元（1989）年に初めて自然減に転じ、その後何度か自然増と自然減が入れ替わ

った状態となりつつも、出生数は減少傾向をたどっており、平成 9（1997）年からは自然減の状態が

続いている。 

  社会動態では、昭和 54（1979）年以降一貫して 100 人前後の社会減となっている。 

 

小国町の人口における自然増減・社会増減の推移 

 

（資料：住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査）  
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（３）世帯数と世帯人員 

  世帯数は、3,100～3,300 程度で推移しており、平成 27（2015）年には 3,000 世帯を割り込んだが、

人口の急激な減少に比べると世帯数の減少は緩やかである。また、１世帯あたりの人員は昭和35（1960）

年の 5.1 人/世帯から平成 22（2010）年には 3 人/世帯を割り込み、平成 27（2015）年には 2.8 人/世

帯まで減少している。 

 

小国町の世帯数及び１世帯あたり人員の推移 

 

（資料：国勢調査）  

 

（４）人口の見通し 

  人口減少は今後も続くものと予測されるが、「第５次小国町総合計画」に基づく施策展開や「第２

期」小国町地域創生総合戦略の着実な実行と、協働人口の一部である町内企業に町外から通勤する方

も含め、2040 年には 6,094 人（社人研推計 3,841 人）となると推計される。 

 

 

（資料：小国町人口ビジョン（令和２年３月改訂）） 

※定住人口に加え、町外からの通勤者もまちづくりに関わる協働人口として推計 
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２ 産業の推移と動向 

（１）産業別就業人口の推移 

  各年の国勢調査により、町の就業者数の推移をみると、昭和 60 年をピークに減少し続けており、

特に第１次、第２次産業が大きく減少している。第３次産業も、平成７年までは増加していたが、そ

の後は減少に転じている。 

  構成比をみると、昭和 55 年には 25.5％を占めていた第 1 次産業が、平成 22 年には 7.0％にまで減

少した。このことは、農用地及び豊富な森林資源など、町土を守り、育てていくための人財が大きく

減少していることを示している。 

  第２次産業の就業人口の減少は、人口減少による相対的な現象を示しているものと考えられ、構成

比は 40％から 50％前後で推移している。このことは、昭和初期に立地した企業とその関連企業の雇

用吸収力の大きさを表しており、本町の就業構造の特徴である。 

  第３次産業の構成比は増加し続けており、平成 22 年では第２次産業を上回り 49.8％、平成 27 年で

も 49.9％と町内の就業人口のほぼ半数を占めている。 

 

小国町の産業別就業者数（15 歳以上）の推移 

 

（資料：国勢調査）  

小国町の産業別就業者（15 歳以上）構成比の推移 

 

（資料：国勢調査）  
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（２）産業別純生産の推移と動向 

  平成 20 年にアメリカ合衆国に端を発し、連鎖的に世界規模の金融危機が発生したことにより、日

本経済も大きな影響を受けた。本町の中核企業においても例外ではなく、第 2 次産業では生産額の落

ち込みが見られる。しかし、平成 30 年の産業別純生産額の総額は 360 億円で、平成 22 年と比較して

60 億円の増、約 20％の伸びを示している。第１次産業及び第３次産業は同水準で推移しているが、

第２次産業の生産額は大きな伸びを示しており、中核企業が堅調であったことがうかがえる。 

  構成比をみると、山形県全体と比較して第２次産業の割合が非常に高く、本町の基幹的産業である

ことを示している。第１次産業及び第３次産業の構成比は低下しているものの、第２次産業の生産額

が大きく増加した影響によるものであり、生産額に大きな差はみられない。 

  本町の中核企業では、世界規模での競争に勝ち抜くための設備投資や事業拡大を展開していること

から、第２次産業の生産額は増加が見込まれる。第１次産業及び第３次産業の生産額は、同水準で推

移するものと見込まれるため、構成比については第２次産業の生産額に左右されると予想される。 

 

産業別純生産額の推移                  （単位：生産額 百万円、構成比 ％） 

区分 
平成 22 年 平成 27 年 平成 30 年 山形県（平成 30 年） 

生産額 構成比 生産額 構成比 生産額 構成比 生産額 構成比 

第 １ 次

産業 
531 1.8 523 1.8 555 1.5 148,271 3.5 

第 ２ 次

産業 
13,972 46.4 14,873 50.7 21,228 58.9 1,359,316 32.0 

第 ３ 次

産業 
15,573 51.8 13,955 47.5 14,290 39.6 2,740,847 64.5 

計 30,076 100.0 29,347 100.0 36,072 100.0 4,248,434 100.0 

（資料：山形県市町村民経済計算） 
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第３節 行財政の状況 

 

１ 行政の状況 

（１）行政運営 

現在の自治体を取り巻く環境は、国内及び国際的な社会経済システムの変革、人口減少時代の本格

化、地域社会の急激な変化や厳しさを増す財政事情など、大きく変化している。それに伴い、住民の

意識も変化してきており、行政需要はますます高度化、多様化してきている。加えて、地方分権改革

や三位一体の改革、市町村合併等で国と地方の関係が見直される一方で、自己決定、自己責任の原則

のもと、地域における主体的かつ総合的な取組が進められている。地方自治体は、一層住民福祉の向

上を目指しながらも、簡素で効果的な行政体であることが求められている。 

  このため、本町では、平成 30 年度に「第５次小国町総合計画基本構想」を策定し、新しい時代に向

けた行財政運営の方向と、多様な主体との協働のまちづくりを進める行動指針を明らかにしている。

この計画に基づいた目標達成のための事業と実施方法については、毎年の事業ヒアリング及び予算編

成で意志決定している。さらに、事業の実施にあたっては「事前協議制」に基づいて庁内関係課が多

角的に検討を加えているほか、特に重要な案件等については、「管理職会議」、「課長会議」、「政

策会議」を開催し、施策の総合的な調整、適正な運営を図っている。 

  水道・工業用水道・病院・老人保健施設事業などの公営企業については、特に、コストの低減を求

めながらサービスを向上させていくという二律背反的な課題を負っている。それぞれの事業を経営す

る主体において、高度なサービス提供と収益の確保に努めているが、施設維持のための費用が上回っ

ているのが現状である。このため、一般会計からの繰り出しで収支の均衡を保っている。 

  また、特別会計である下水道事業、簡易水道事業は現在公営企業会計移行を進めており、経営基盤

の強化や財政マネジメントの向上に取組んでいる。 

  少子高齢社会や産業の構造変化が進む中にあって、それぞれの企業体が果たしていくべき役割を明

確にしながら、独立採算の原則に基づき、総合的な見直しによる経営改善と企業努力が求められる。 

 

（２）行政組織 

住民の行政に対する要求は、情報化の進展と経済社会の発展に伴って増大し、膨大な事務量を生ん

でいる。このため、本町では、たえず行政需要の動向に見合うよう行政事務を見直し、時代の要請に

対応できる組織機構づくりに努めてきた。 

  平成 16 年度には、横の連携を強化した担当業務制を取り入れ、効率的で迅速な対応を可能とする

大幅な組織機構の再編を行った。その後、社会情勢の変化に対応するため随時組織の見直しを図り、

現在、次頁に示す組織機構で経営的視点に立った行政事務の執行にあたっている。 
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新 潟 山 形 南 部 連 絡 道 路 推 進 室

観 光 経 済 室

総 務 課

生 涯 学 習 室

建 設 技 術 室

高 校 魅 力 化 推 進 室

教 育 振 興 室

診 　 療 　 部

事 務 局 （ 総 務 課 所 管 ）

事 務 局

事 務 局 （ 産 業 振 興 課 所 管 ）

事 務 局

教 育 振 興 課

玉 川 高 齢 者 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー

叶 水 基 幹 集 落 セ ン タ ー

総 合 ス ポ ー ツ 公 園

小 国 町 多 目 的 屋 内 運 動 場

小 国 町 民 総 合 体 育 館

医 療 安 全 管 理 室

白 い 森 ブ ラ ン ド 戦 略 担 当

庶 務 係

お ぐ に 開 発 総 合 セ ン タ ー

ス ポ ー ツ 振 興 担 当

生 涯 学 習 担 当

事 　 務 　 部

建 設 管 理 室

白 い 森 ブ ラ ン ド 戦 略 室

商 工 労 政 担 当

森 林 振 興 担 当

農 地 調 整 担 当

国 保 医 療 担 当

住 民 窓 口 担 当

町 民 生 活 担 当

協 働 の ま ち づ く り 担 当

政 策 企 画 担 当

管 財 担 当

次 期 総 合 セ ン タ ー 推 進 担 当

財 政 担 当

収 納 担 当

危 機 管 理 担 当

令
和
３
年
度
小
国
町
組
織
機
構
図
（
令
和
３
年
４
月
１
日
時
点
）

町  長

教 育 長

教 育 委 員 会

副 町 長

選 挙 管 理 委 員 会

監 査 委 員

農 業 委 員 会

議 会

お ぐ に 保 育 園

介 護 老 人 保 健 施 設

訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン

町 立 病 院

地 域 整 備 課

産 業 振 興 課

看 　 護 　 部

事 　 務 　 部

医 療 技 術 部

診 　 療 　 部

次 期 総 合 セ ン タ ー 推 進 室

健 康 福 祉 課

町 民 税 務 課

総 合 政 策 課

会 計 管 理 者
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー

健 康 管 理 セ ン タ ー

政 策 企 画 室

行 政 管 理 室

会 　 計 　 室

医 局 （ 診 療 各 科 ）

農 林 振 興 室

健 康 長 寿 推 進 室

福 祉 政 策 室

町 民 生 活 室

税 政 管 理 室

課 税 担 当

農 政 農 村 担 当

観 光 交 流 担 当

外 来 係

医 療 情 報 シ ス テ ム 管 理 室

地 域 医 療 連 携 室

病 後 児 保 育 室

子 育 て 支 援 セ ン タ ー

地 域 健 康 係

総 務 係

療 食 係

薬 剤 係

医 療 技 術 係

建 設 技 術 担 当

新 潟 山 形 南 部 連 絡 道 路 推 進 担 当

建 設 管 理 担 当

水 道 業 務 担 当

行 政 管 理 担 当

高 校 魅 力 化 推 進 担 当

学 校 教 育 担 当

中 央 児 童 室

お ぐ に 保 育 園

病 棟 係

会 計 係

療 養 係

歯 科

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科

放 射 線 科

臨 床 検 査 科

地 域 保 健 担 当

長 寿 介 護 担 当

福 祉 担 当

１１１
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（３）広域行政 

急速に進展する情報・交通ネットワーク整備は、住民の生活行動範囲を拡大していくため、いくつ

かの近隣市町村にまたがる広域的な課題も多くなっている。 

  町では、平成 15 年６月に「当面は合併をせず、自立したまちづくりを進める」という方針を示し、

特色あるまちづくりや地域コミュニティ、基礎集落圏の活性化を優先させてきた。 

しかしながら、住民生活の舞台は広範にわたっており、情報通信技術の進展とともに、行政の広域

的な対応は一層重要になってきている。地方分権が進み財源確保が難しくなる中、効率性や経費の節

減に照らし合わせ、近隣自治体と共同処理できる事務も見られる。 

現在、昭和 63 年に共立養護老人ホーム組合（昭和 40 年設立）と、西置賜広域消防事務組合（昭和

47 年設立）を編入した西置賜行政組合を設立し、福祉と消防を中心として、圏域の中で相互に協調し

合いながら課題解決にあたっている。 

  また、置賜広域行政事務組合（昭和 46 年設立）では、主に、ごみやし尿の広域処理と、広域的な振

興計画を担っているほか、コンピューターによる行政事務の共同処理を行なっている。平成 24 年に

策定した「第５次置賜広域ふるさと市町村圏計画」では、様々なネットワークを強化して広域交流活

動を進めると同時に、広域的な人財の育成を図ることを基本方針として、活力ある圏域の創造を目指

している。 

  さらに、平成 30 年度に米沢市を中心市とし近隣市町が連携して都市圏への人口流出を防ぐととも

に、定住を進めるために「置賜定住自立圏」を形成し、各市町が連携・役割分担して、地域の活性化

に向けた取組を推進することで、定住に向けた機能の充実や地域の魅力向上を目指している。また、

同年「置賜定住自立圏共生ビジョン」を策定し、置賜地域における定住自立圏の将来像や、その実現

のために、圏域内の市町が連携して推進する具体的な取組内容を示している。 

 

２ 財政の状況 

（１）財政規模の推移 

  一般会計の財政規模は、行政ニーズの多様化と高度化に伴う行政需要が拡大したことと、国と連動

した景気対策として公共事業を追加したことにより拡大を続けてきたが、平成 12 年度以降は一転し

て縮小傾向が続いている。財政規模縮小の原因は、交流施設や医療・保健・福祉施設の整備等の大型

事業が完了したことに加え、三位一体改革など行財政構造改革の進展に伴う歳出抑制の影響が大きい。

平成 20 年には 53 億８千 50 万２千円まで減少したが、平成 24、25 年度は新小国小学校の建設に伴

い 80 億円を超え、平成 26 年度は 61 億８千 19 万７千円であった。平成 19 年６月に成立した地方公

共団体の財政の健全化に関する法律の施行に伴い、更なる財政の健全化、効率化が求められており、

財政規模は今後も縮小していくものと予測される。しかしながら、令和 2 年は新型コロナウイルス感

染症対策関連の予算が執行されたため、大幅な増額となった。また、本計画期間内には次期総合セン

ターの建設が予定されていることから、実施事業の精査、効率化が一層求められる。 
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（資料：総務課資料） 

（２）財政構造の変化 

 公債費については、平成15年度に償還のピークを越え、平成20年度以降減少しているが、平成25

年度に竣工した新小国小学校に係る元金償還に伴い、公債費が増加している。人件費は集中改革プ

ラン等の確実な実施により大幅に減少している。 

しかし、町税収入や地方交付税の原資となる国税収入などが、経費の縮減を上回るかたちで減少し

ており、安定した財政運営を行うためには、歳出全般にわたるスリム化と効果的な事業展開を図り、

簡素で効率的な財政運営を実現することが喫緊の課題となっている。 

 

 

（資料：総務課資料） 
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（資料：総務課資料） 

（３）歳入歳出の推移 

歳入においては、町税収入は一定水準を保持していたが、人口の減少や町内中核企業の業績の影響

等から平成 25 年度からは 10 億円を割り込んでいる。地方交付税についてはピークの平成 12 年度か

ら平成 17 年度には 28.9％減少し、平成 22 年度からは再び上昇傾向となり平成 26 年度には平成 17

年度比で 11.9％の増となった。町税等を含めた一般財源では平成 17 年度以降、増減はあるものの 40

億円前後を確保している。 

歳出においては、交流施設や医療施設などの償還が進んでいるが、平成 25 年度に竣工した新小国

小学校の元金償還に伴い、公債費が増加している。また、社会保障関係費の増加、下水道や医療、介

護といった行政需要の拡大を反映し特別会計及び企業会計への繰出金が増加しており、人件費、扶助

費及び繰出金が決算額の過半を占めるようになってきている。 

この結果、財政運営の弾力性の指標である経常収支比率は依然として高く、財政の硬直化が進んで

いる。 

 

市町村財政の状況 

区分 平成２２年度 平成２７年度 令和元年度 

歳入総額 A 6,811,804 6,795,882 6,728,801 

 一般財源 4,193,704 4,305,658 4,186,843 

 国庫支出金 874,050 430,337 467,472 

 県支出金 345,953 327,993 260,701 

 地方債 724,400 554,800 569,100 

  うち過疎対策事業債 256,700 179,900 252,800 

 その他 673,697 1,177,094 1,244,685 

歳出総額 B 6,126,810 6,258,067 6,239,708 

 義務的経費 2,292,640 2,052,891 2,283,579 

 投資的経費 1,026,074 534,996 515,417 

  うち普通建設事業 1,010,764 529,053 494,359 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

H7年 H12年 H17年 H22年 H27年 R1年

（千円）
財政構造（歳出） その他

普通建設事業

物件・維持補修

費
繰出金

公債費

人件費
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 その他 2,808,096 3,670,180 2,946,353 

 過疎対策事業費 300,748 217,764 365,354 

歳入歳出差引額 C（A-B） 684,994 537,815 489,093 

翌年度へ繰り越すべき財源 D 103,413 10,945 5,313 

実質収支 C-D 581,581 526,870 483,780 

財政力指数 0.306 0.248 0.267 

公債費負担比率 15.7 12.0 16.9 

実質公債費比率 － － 11.8 

起債制限比率 9.1 － － 

経常収支比率 84.4 81.3 93.7 

将来負担比率 － － 92.8 

地方債現在高 5,968,384 8,829,800 8,335,315 

（資料：総務省地方財政状況調査） 

 

３ 主要公共施設等の整備水準の現況 

 小国町は広大な面積を有し、加えて全国屈指の豪雪地帯という厳しい自然環境下におかれているため、

各種施設の整備水準は相対的に低い水準にある。 

 

（１）道路 

  道路の整備状況をみると、令和元年度末の町道改良率が 50.9％（舗装率 55.9％）で、県内市町村平

均 67.9％（舗装率 80.8％）を大きく下回っている。本町の場合は、ほぼ中心部に市街地が形成され、

そこから東、南、北へ集落が散在しているため、これまでは幹線となる道路を中心に整備をしてきた

が、今後は町内はもとより町外の多様な人々と交流・連携・協働を促進する道路ネットワークの整備

とともに、市街地周辺における狭隘な道路及び早期に整備を行った道路の二次改良が必要である。 

 

（２）生活環境施設 

  本町の水道普及率は、広大な町土に 100 もの集落が散在しているため、全町に水道施設を敷設する

ことが難しく、令和元年度末で 72.9％であり県内市町村の平均 99.0％を大きく下回っている。また、

令和元年度末の水洗化率は 64.9％となっているが、これも県平均の 93.1％を下回っている。 

  平成 30 年には新たな水源地と配水池を整備し供用開始したところであり、安定的な給水に努めて

いる。 

 

（３）保健・医療・福祉・介護施設 

  平成 11 年に町立病院と健康管理センターを、平成 12 年に老人保健施設を開設し、保健・医療・福

祉・介護の一体的なサービスを提供していくための包括ケアタウンの形成を進めてきた。既存の特別

養護老人ホームと合わせ「癒しの園」として、高齢社会に対応した拠点が完成し、それぞれの分野及



- 21 - 

 

び関係機関と連携を図りながら、総括的なサービス提供に努めてきたが、想定を上回る高齢社会を迎

え、介護予防事業や生きがいづくりなど、要介護状態になる前の段階からの施策がより一層重要とな

っている。 

 

（４）文教施設 

  町内の小・中学校は、児童・生徒数の減少により段階的に統廃合を進め、現在小国小学校、小国中

学校、叶水小中学校の３校となっている。統合による閉校後の校舎については、地域住民の意向も踏

まえながら検討していくこととしており、老朽化が進み安全に使用することができない校舎は解体を

実施している。活用できるものは、その用途について検討を進めていく。 

 

主要公共施設等の整備状況 

区分 
昭和 55

年度末 

平 成 2

年度末 

平成 12

年度末 

平成 22

年度末 

令 和 元

年度末 

市町村道      

 改良率（％） 20.1 37.3 43.1 50.5 50.9 

 舗装率（％） 23.1 43.0 49.2 55.5 55.9 

農道（※１）      

 延長（ｍ） 33,751 27,726 97,588 97,069 97,069 

耕地 1ha 当たり農道延長（ｍ） 18.7 16.3 67.0 69.7 － 

林道（※２）      

 延長（ｍ） 151,826 149,145 189,188 202,704 208,343 

林野 1ha 当たり林道延長（ｍ） 2.2 2.1 2.7 2.9 － 

水道普及率（％） 50.8 51.6 63.7 70.7 72.9 

水洗化率（％） 5.5 11.1 41.5 68.8 64.9 

人口千人当たり病院、診療所の病床数（床） 6.5 6.2 5.4 6.2 7.5 

（資料：公共施設状況調査 ほか） 

※１：農道延長は、農道整備状況調査による 

※２：林道延長は、民有林、国有林の合計延長 
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第４節 持続的発展の基本方針 

 

１ 計画の背景 

過疎地域は、食料、水及びエネルギーの安定的な供給、自然災害の発生の防止、生物の多様性の確

保その他の自然環境の保全、多様な文化の継承、良好な景観の形成等の多面にわたる機能を有し、こ

れらが発揮されることにより、国民の生活に豊かさと潤いを与え、国土の多様性を支えている。 

   また、東京圏への人口の過度の集中により大規模な災害、感染症等による被害に関する危険の増大

等の問題が深刻化している中、国土の均衡ある発展を図るため、過疎地域の担うべき役割は、一層重

要なものとなっている。 

しかしながら、過疎地域においては、人口の減少、少子高齢化の進展等他の地域と比較して厳しい

社会経済情勢が長期にわたり継続しており、地域社会を担う人材の確保、地域経済の活性化、情報化、

交通の機能の確保及び向上、医療提供体制の確保、教育環境の整備、集落の維持及び活性化、農地、

森林等の適正な管理等が喫緊の課題である。 

一方で、近年における過疎地域への移住者の増加、革新的な技術の創出、情報通信技術を利用した

働き方への取り組みといった過疎地域の課題の解決に資する動きが見られる。これらの動きを加速さ

せ、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上が

実現するよう取り組むことが重要である。 

昭和 45 年に過疎地域対策緊急措置法が施行されて以来、これまで 50 年間にわたり、社会基盤の整

備等をはじめとした総合的な過疎対策が講じられてきた。これにより、産業基盤や生活環境等につい

ては、着実な整備が図られてきたところである。 

国では、令和３年４月に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」を施行し、法の理念

もこれまでの「自立促進」から「持続的発展」へ見直された。また、計画の施策項目として「移住・

定住、人材育成」「地域情報化」「再生可能エネルギー」等が追加されるとともに、目標設定、達成

状況の評価の時期及び手法を定めるなど過疎対策の実効性を確保するため制度の見直しが行われた。 

こうした流れを受け、令和３年度以降も持続可能な社会の形成及び地域資源等を活かした地域活力

の向上のため、「小国町過疎地域持続的発展計画」を策定し、引き続き地域の住民のいのちと暮らし

を守るとともに、地域の支え合いと活性化を持続的に発展させ実効性ある対策を、総合的かつ計画的

に講じていく。 

 

２ 小国町の将来像とまちづくりの基本目標 

  本計画における対策は、総合的なまちづくり施策であるので、その基本的な指針は、町総合計画で

示した小国町の将来像と基本理念に沿って設定するものとする。小国町では、平成 30 年度に「第５

次小国町総合計画基本構想」、令和元年度に「第５次小国町総合計画基本計画（目標年次令和７年度）」

を策定し、今後におけるまちづくり指針を明らかにしている。 

  また、令和元年度に「第２期小国町地域創生総合戦略」を策定し、町総合計画と整合性を図りなが

ら、人口減少対策や地方創生対策に具体的に取り組んでいる。 
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（１）小国町の将来像 

  「自然を愉しみ みんながわくわくする 白い森の国おぐに」 

 

（２）まちづくりの基本理念と施策体系 

  「第５次小国町総合計画」では、白い森の国の「人」「環境」「暮らし」が生み出す様々なモノ・コ

トの魅力を磨き上げ、それらを連関させて発信し評価を獲得することで「誇り」を確立する「白い森

まるごとブランド構想」を基本理念とした。「白い森まるごとブランド構想」を展開し、小国町の将来

像を実現するためのまちづくりの指針を、①白い森の国を担う「人」づくり、②白い森の魅力を磨く

「環境」づくり、③白い森を舞台とする活き活きとした「暮らし」づくり、まちづくりの指針を実現

するために④持続可能な行財政運営に取り組むこととした。なお、将来像、基本理念、まちづくりの

指針に基づいて組み立てた計画の体系は、次のとおりである。 
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【まちづくりの施策体系（第５次小国町総合計画）】 

  

白い森まるごとブランド構想 

白い森の国の「人」「環境」「暮らし」が生み出す様々なモノ・コトの魅力を磨き上げ、そ
れらを連関させて発信し評価を獲得することで「誇り」を確立。 

持続可能な行財政運営（健全で効率的な行財政運営の確立／広域行政の推進） 
まちづくりへの参画と交流の促進（多彩な住民活動の促進／広報広聴の推進） 

自然を愉
たの

しみ みんながわくわくする 白い森の国おぐに 

未
来
を
創
る
子
ど
も
た
ち
の
育
成 

白い森の国を担う 

「人」づくり 

 

白い森の国の魅力や誇

りを受け継ぎ、さらに

発展させる人財が育つ

まち 

豊
か
な
自
然
環
境
と
共
存
す
る
生
活
環
境
の
構
築 

安
全
で
快
適
な
ま
ち
の
形
成 

暮
ら
し
と
産
業
を
支
え
る
社
会
基
盤
の
確
保 

白い森の魅力を磨く 

「環境」づくり 

 

豊かな自然に包まれ

た、安全・安心で快適

な生活環境が整ったま

ち 

健
康
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
共
生
社
会
づ
く
り 

豊
か
な
暮
ら
し
を
支
え
る
協
働
の
ま
ち
づ
く
り 

白い森を舞台とする活き
活きとした 

「暮らし」づくり 

 

誰もが活き活きと幸せ

に生活できる「暮らし

がい」のあるまち 

 

ずっと住み続けたいまち 選んでもらえるまち 
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（３）まちづくりの指針と主要プロジェクト 

  まちづくりの指針に沿って、将来像の実現に向けた取り組みを進めるにあたり、戦略的な位置づけ

となる主要プロジェクトを設定し、それらを軸としながら、取り組みを展開する。 

 

 １）白い森の国を担う「人」づくり 

  １）－１ 未来を創る子どもたちの育成 

   「子どもや親が、健やかに成長でき、安心して希望を育めるまち」を目標とする姿に定め、目標

を達成するために、次の事項に重点的に取り組む。 

①安心して子どもを産み、育てられる環境の整備 

■子どもを産み、育てるための環境整備 

■子育てに負担を感じることのない体制づくり 

■保育環境の整備 

②教育環境の充実、保小中高一貫教育の推進 

■保小中高一貫教育の推進 

■町民総がかりの教育の実現 

③地域との連携強化、未来への環境づくり 

■小国高校との協働事業推進 

■次世代を担う人財の育成 

 

１）－２ 地域を担い歴史や伝統を継承する人財の養成 

   「すべての人に活躍の場あり、地域の魅力を伝える人財がたくさんいるまち」を目標とする姿に

定め、目標を達成するために、次の事項に重点的に取り組む。 

①地域活動の促進、個性と能力が発揮できる場づくり 

■新しい総合センターの建設 

■多様な活動の推進 

②地域の歴史と文化を継承する担い手づくり 

■町の歴史的資料や文化財の管理 

■継承の担い手づくり 

 

１）－３ 一緒にまちづくりに取り組む協働人口の拡大 

   「多様な交流と発想に、活力あふれる仲間が集うまち」を目標とする姿に定め、目標を達成する

ために、次の事項に重点的に取り組む。 

①協働人口の拡大と機会提供 

■きっかけづくりと新たな暮らし方の提案 

■移住支援の実施 

②新たな対流の創出 

■企業版ふるさと納税の実施 
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 ２）白い森の魅力を磨く「環境」づくり 

２）－１ 豊かな自然環境と共存する生活環境の構築 

   「自然環境を守り、活かし、共有しながら、生活の質を向上できるまち」を目標とする姿に定め、

目標を達成するために、次の事項に重点的に取り組む。 

①豊かな自然の保全と、共生のまちづくり 

■SDGs の推進 

②地域の価値を高める再生可能エネルギーの普及拡大 

■地域循環共生圏創造事業（おぐにエコタウン）の推進 

 

２）－２ 安全で快適なまちの形成 

   「誰もが、いつでも、あたたかく生活できるまち」を目標とする姿に定め、目標を達成するため

に、次の事項に重点的に取り組む。 

①消防防災、危機管理の強化 

■消防防災施設の整備充実 

②季節を問わず安心して暮らせる体制づくり 

■災害への対応 

■雪への対策 

  ③地域における防災力の充実 

   ■身近な防災力の強化 

 

２）－３ 暮らしと産業を支える社会基盤の確保 

   「暮らしの利便性と豊かさを実感できるまち」を目標とする姿に定め、目標を達成するために、

次の事項に重点的に取り組む。 

①適正で計画的なインフラ整備と長寿命化対策 

■新潟山形南部連絡道路への対応 

■町道の改良舗装 

②情報技術・通信技術の活用による利便と豊かさの向上 

■交通通信網の確保 

■society5.0 への対応 

 

 ３）白い森を舞台とする活き活きとした「暮らし」づくり 

３）－１ 地域資源を活かした産業と新しい観光の創生 

   「地場産業の維持発展と、観光を基本とした賑わいのあるまち」を目標とする姿に定め、目標を

達成するために、次の事項に重点的に取り組む。 

①各産業の持続的発展と地域資源の磨き上げ 

■白い森みらい創生の実践 

■雇用環境の整備 

■農林業の振興 

■商工業の振興 

■観光の振興 
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②町全体の魅力づくりとブランド化の推進 

■白い森まるごとブランド構想推進、魅力づくりと発信 

■道の駅の機能強化・施設拡充 

 

３）－２ 健康で安心して暮らせる共生社会づくり 

   「誰もが、安心して住み慣れた地域に暮らし続けられるまち」を目標とする姿に定め、目標を達

成するために、次の事項に重点的に取り組む。 

①地域包括ケア体制の確保 

■地域包括ケアなどによる安心の提供 

■包括医療環境の再構築 

②誰もが暮らしやすいまちづくり 

■医療の確保 

 

３）－３ 豊かな暮らしを支える協働のまちづくり 

   「多様性を知り、認め合うまち」を目標とする姿に定め、目標を達成するために、次の事項に重

点的に取り組む。 

①多文化多世代の交流の促進 

■協働の地域づくり 

②豊かなライフスタイルの創出 

■女性活躍のまち 

■新たなライフスタイルの提案 

 

 ４）持続可能な行財政運営 

「持続可能な行財政運営」を目標とする姿に定め、目標を達成するために、次の事項に重点的に取り

組む。 

①健全で効率的な行財政運営の確立・広域行政の推進 

 ■健全な行財政運営 

 ■広域行政の推進 

②多彩な住民活動の促進・広報広聴の推進 

 ■多様な住民活動の促進 

 ■広報広聴の推進 
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３ 持続的発展のための基本目標 

地域の持続的発展の基本方針に基づき、本計画期間内において達成すべき計画全般に関わる基本目

標を次のとおりとする。 

 

人口に関する目標 

事業の目標（成果指標） 基準値（R2） 目標値（R7） 

人口 
7,108 人 

（令和 2 年国勢調査速報値） 

7,092 人 

（人口ビジョン将来展望） 

合計特殊出生率 
1.80 

（平成 23 年から 27 年平均値） 

1.80 

（維持） 

※人口の目標値には、定住人口に加え町外から通勤する方も含む 

 

４ 計画の達成状況の評価 

  本計画については、「小国町総合計画策定会議」により進捗管理を行い、毎年度の PDCA サイクル

により、施策や事業の効果を検証し、その結果を計画に反映させ、優先順位を決めて実施していく。

さらに、定期的なアンケートにより町民の満足度等を把握し、評価を行うとともに、その結果につい

てホームページ等で公開する。 

  また、検証の結果、計画の大きな見直しが必要となった場合は、外部有識者により構成される「小

国町振興審議会」に諮ることとする。 

 

５ 計画の期間 

 計画期間は、令和３年４月１日から令和８年３月 31 日までの５箇年間とする。 

 

６ 小国町公共施設等総合管理計画との整合 

  高度経済成長期から公共施設等の整備が本格的に進められ、半世紀が経過し、本町においても保有

している公共施設等の老朽化が進み、今後集中的に更新時期を迎えようとしている。また、人口構成

等の変化に伴う町民ニーズの多様化、社会状況、経済情勢等が急激に変化しているとともに、災害に

起因した防災対策・危機管理等の新たな行政需要の拡大など、財政面においても厳しい状況にある。

一方で、何もしなければ老朽化はさらに進み、安心して利用できない公共施設が増加するなど町民サ

ービスの低下を招く恐れがある。 

このような状況を踏まえ、限られた財源の中で様々な課題に対応し、どのようなまちづくりを目指

していくかを考慮し、望ましい公共施設等を次世代に引き継ぐため、人口や財政の将来を見通したう

えで、公共施設等の今後の維持管理等のあり方について基本的な方針を示すため、平成 29 年 3 月に

「小国町公共施設等総合管理計画」を策定し、平成 30 年 5 月には「小国町公共施設等用途別管理計

画」を策定した。今後はこれらの計画に基づき、施設の長寿命化や施設の耐震化、適正な新規整備と

量の縮減、整備手法などの視点から、今後も長期間使用していくもの、処分や譲渡を検討するもの、
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今後の情勢変化の中で検討していくものに大別し管理していくこととしている。 

小国町過疎地域持続的発展計画では、「小国町公共施設等総合管理計画」との整合を図りながら、関

連する公共施設等の計画的な管理を推進するとともに、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

 

【小国町公共施設等総合管理計画（平成 29 年 3 月）】 第３章 基本方針より抜粋 

 （１） 建物に関する基本方針 

 （１）－１ 行政財産 

   ① 施設の長寿命化 

    老朽化が進んでいる施設のうち継続して使用する施設については、今後定める「公共施設用途

別管理計画」及び「公共施設個別計画」に基づき、各施設に係る有形減価償却資産の耐用年数の

半分を経過する前に大規模改修を行うことを検討していくことと併せて、計画的な修繕を行いな

がら可能な限り長寿命化を図っていきます。 

    また、壊れてから直すという「事後保全型の維持管理から、計画的に保全を行う「予防保全型」

の修繕を行うことにより、長寿命化を図っていきます。 

   ② 施設の耐震化 

    新耐震基準（昭和 56 年 6 月 1 日施行）以前に建設した施設については、利用状況の高い施設

や重要度に応じて耐震診断を行い、必要に応じて耐震化を図っていきます。 

   ③ 適正な新規整備と量の縮減 

    既存施設の有効活用を図り、既に整備に向け計画的に取り組みが進められているものや各種計

画等において機能統合を含め、施設利用状況や地域等の意向を踏まえながら適正な量と規模によ

る整備を行うものとします。 

    また、新たなニーズに対応する場合には、既存施設の多目的化や複合化、転用を検討し政策的

に必要不可欠と判断し、新規整備が必要となる場合は施設総量の縮減を図りながら応えていくよ

うに努めます。 

    併せて、「耐震化されていない施設」、「未利用施設」、「老朽化した施設」について、町の施設と

しての必要性等を「公共施設用途別計画」に反映させるとともに、施設の機能に応じた重要度を

鑑み、施設の状態とあわせて優先度を総合的に判断していくことにより施設総量の縮減を図りま

す。 

   ④ 整備手法の検討 

    従来型の公共施設の整備手法のほか、「PPP/PFI」など民間活力を活用した整備手法を検討し、

改修・更新コストや管理運営コストを縮減します。 

 

（１）－２ 普通財産 

    普通財産上で管理している建物には、老朽化が進み耐震基準を満たさない構造的な欠陥を有す

る建物が多く、今後使い続けていくためには安全管理上からも問題が多いことから、譲渡や廃止

を前提に検討していきます。 

 

（２） インフラ系施設に関する基本方針 

  ① 施設の長寿命化 

   定期的な点検・診断を行い、劣化・損傷が軽微な段階で対策を講じるなど計画的に修繕を行い
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ながら、可能な限り長寿命化を図っていきます。 

   併せて、ライフサイクルコストに配慮した設計・工法を導入し、適切な耐久性の確保に努める

ことにより施設の長寿命化を図ります。 

   また、既に「小国町橋梁長寿命化修繕計画（平成 25 年）」、「小国町下水道長寿命化計画（平成

25 年）」など策定しており、その他のインフラ系施設についても、長寿命化計画を策定していく

こととします。 
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第２章 持続的発展施策区分ごとの振興方針 

第１節 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

  

１ 現況と問題点 

平成 20（2008）年以降、日本の人口は減少局面に突入し、本町では年間約 150 人（自然動態：△50

人/年、社会動態：△100 人/年（平成９年～29 年の平均）が減少しており、2045 年には 3,220 人まで減

少すると推計（平成 30 年３月 国立社会保障・人口問題研究所）されている。 

人口減少や少子高齢化は、住民生活にも大きな影響を及ぼしてきており、近年、祭りや共同作業の規

模縮小、災害対応の難しさなどにも影響している。また、農地や山林の管理、施設管理、除雪など様々

な分野で課題が生じている。 

これらは全国的な課題であると同時に、本町のような山間部の過疎地域においては特に影響が大きい。

一方で、全国的に農山漁村への注目が高まっており、離島や山間部に移住して地域に積極的に携わって

いる事例も多く報告されており、半農半 X や特定の地域に住み、地域づくりに関わって暮らしていきた

いという就村（しゅうそん：村に就く）という考えも生まれている。しかし、新型コロナウイルス感染

症の影響は、継続的に実施してきた都市部の学生との連携や本町のファンとの交流など地域間の往来を

制限している。こうした状況下において、人口減少に適した地域社会の構築が求められるとともに、Ｕ・

Ｉターンし地域に積極的に関わる若い世代に対し、地域に根付いた知恵と技を伝える仕組みと場づくり

が重要である。こうした動きを踏まえ、移住に向けた相談体制の構築や、支援制度などの取り組みを進

めている。 

本町においては、移住者が抱える不安をやわらげ、定住の促進を目的とした移住者コミュニティが設

立され、約 40 人のメンバーで活動している。定期的なイベントの開催で、移住者同士の親睦を深める

活動だけでなく、町民に移住者を知ってもらうための活動が実施されるなど、地域と移住者の橋渡しと

しての役割が期待される。 

また、令和元年度から本町への移住・定住施策の促進、本町の労働力不足の解消のため、複数就労（マ

ルチワーク）による働き方の在り方についての検討・調査を行い、本町における導入可能性について検

討を進めてきており、令和３年度中に、「特定地域づくり事業協同組合制度」を活用した組合が設立さ

れ、事業開始が予定されている。 

 

２ 対策 

本町が基礎自治体として地域において包括的な役割を果たし、地域活力の維持・向上を図るためには、

これまで以上に積極的な施策展開を図り、必要な行政サービスを提供できるだけの人口規模を維持して

いくことが重要である。 

また、本格的な人口減少時代の到来に伴い、大幅な人口の増加を見込むのは難しくなっていることか

ら、定住人口だけでまちづくりを進めるのではなく、町外からの通勤・通学者や頻繁に来訪し地域に関
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わっている方など、他地域に居住しながら小国町で活動する「協働人口」を含めたまちづくりを推進し

ていく。そのため、「白い森まるごとブランド構想」の展開により協働人口の増加を図り、多様な交流の

視点から白い森の国おぐにの活力の向上を図っていく。 

さらに、人財の確保・育成は特に重要である。町内に在住し、次世代を担う人財の育成に取り組むと

ともに、町外に在住する「協働人口」についても掘り起こしと育成を進め、まちづくりの重要な柱とし

て取り組みを強化していく。 

 

（１）移住・定住 

  好きになり、来てもらい、選んでもらえるまちにするために、地域をより知ってもらうこと、そこ

に住む住民と訪れる人の接する機会を創出するため、お試し体験ツアーを継続して実施する。さらに、

訪れる人それぞれのニーズに応じた移住・定住のための選択肢を確保するため、移住希望者が気軽に

生活体験する場の提供や、滞在費用の支援のほか、移住者の多様な働き方とマルチワークを実施する

仕組みづくりによる小国らしい暮らし方・働き方モデルを構築する。また、移住者コミュニティの活

動支援を含め移住者に対する相談体制の充実や、移住者と地域住民の交流の場づくりに努める。 

  また、新たなライフスタイル、ライフステージに応じた多様な暮らしの環境創出を目指し、夏は移

住希望者、冬は町内高齢者が利用できる住宅整備を検討する。 

 

事業の目標（成果指標） 基準値（R2） 目標値（R7） 

移住者数 38 人 56 人 

協力隊員の定住者数（累計） 5 人 7 人 

 

（２）地域間交流の促進 

  首都圏の学生と取り組んできた域学連携事業や、地域と学生が直接つながり継続している新潟大学

のダブルホーム、県立小国高等学校で実施している全国小規模校サミット、米国コロラド州ゴールデ

ン市との交流などを通じ、地域ならではの人や技、知恵などを交流の資源として再評価する。その資

源を活用し、観光から移住・定住までのさまざまなステップの場を用意するとともに、他自治体とも

連携しながら協働人口の一層の拡大を図る。また、町内の企業において外国人技能実習生の受け入れ

企業が増えてきていることから、多文化共生社会の実現へ向けた取り組みを進める。さらに、ふるさ

と納税及び企業版ふるさと納税を活用し、都市部や遠隔地との連携を深め、人的、物的な交流を促進

する。しかし、With コロナ時代の到来により、新しい生活様式が求められている中にあることから、

リアル体験に加え、オンラインを活用した方法について検討していく。 

 

事業の目標（成果指標） 基準値（R２） 目標値（R7） 

大学機関等との連携協定数 

（累計） 
2 件 3 件 

まちづくりに関わる協働人口 
21,000 人/年 

（H27～R1 平均値） 
21,000 人/年 
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（３）人材育成 

  まちづくりへの関心を高め自分事として関わることができるよう、公民連携で学びの機会を創出し、

その成果や意欲が地域づくりに発揮できるよう支援していく。特に、次代を担う若い世代を対象とし、

熱意と特徴のある個人が活躍できるよう、多様性を受け入れ、多彩な挑戦意欲が認められる土壌をつ

くっていく。また、小中高生は、保小中高一貫教育の推進や地域に根差した白い森地域学校協働本部

運営による学校と地域の連携協働を推進し、地域に愛着を持ち、次代を担う人財として心豊かで健や

かな成長を図っていく。一方、将来的な U ターンに結びつけるため、町内中学卒業生と連絡できる体

制や、情報共有できる仕組みづくりの検討を行う。 

  また、小国町で培われてきた「ぶな文化」を現在に受け継ぎ、未来に受け継いでいくため、住民に

よる担い手育成に加え、外部人財について緑のふるさと協力隊や地域おこし協力隊の制度を活用し、

育成と確保に努めていく。 

 

事業の目標（成果指標） 基準値（R2） 目標値（R7） 

まちづくり人財育成事業修了者

数（累計） 
25 人 100 人 

実践プロジェクト数（累計） 1 件 ６件 

緑のふるさと協力隊員数（累計） 14 人 19 人 

地域おこし協力隊員数（累計） 7 人 10 人 

※実践プロジェクト：人財育成事業修了者による構築から実践に至るプロジェクト 

 

３ 持続的発展計画 

本計画において、移住・定住・地域間交流の促進、人材育成に関する持続的発展計画を次のとおり定

める。 

事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

1 移住・定住・地域間交

流の促進、人材育成 

(1) 移住・定住    

   ゲストハウス管理事業 町  

  (4) 過疎地域持続的発展特別事業    

   移住・定住 移住定住促進事業 町 移住支援金、体験ツア

ー、移住相談、移住者

用住宅支援（空家活用）

特定地域づくり事業協

同組合支援 等 

    地方創生テレワーク推進事業 

 

町・民間 サテライトオフィス開

設及び運営支援 

（３・12 節掲載） 

   地域間交流    
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    地域資源活用域学連携事業 町 大学等との連携事業 

（９節掲載） 

    白い森みらい創生事業 町 協働人口創出 等 

（同節・12 節掲載） 

   人材育成    

    ワカモノプロジェクト 町 次代の地域の担い手育

成（９・12 節掲載） 

    ソーシャル人財育成事業 町 Web、デザインスキル

を活用できる人財育成 

（10・12 節掲載） 

    地域づくり支援員導入事業 町 地域おこし協力隊 

（９節掲載） 

    集落活動維持保全事業 町 緑のふるさと協力隊 

（９節掲載） 

    白い森みらい創生事業 

 

町 白い森まるごと塾、ビ

ジネス創出塾 等 

（同節・２・12 節掲載） 

    アート活用地域活性化事業 町 芸術活動者との交流 

    小国町保小中高一貫教育支援

事業 

町 （８節掲載） 

  (5) その他    

    教員養成事業 町  

    白い森地域学校協働活動推進

事業 

町 （８節掲載） 

    地域との協働による高校改革

推進事業 

町 探究授業カリキュラム

構築 

（８節掲載） 

    高校生の地域留学推進のため

の高校魅力化支援事業 

町 （８節掲載） 

    学校を核とした新たな人づく

り・人の流れづくりプロジェク

ト事業 

町 （８節掲載） 

    ふるさと納税事業 町 （12 節掲載） 

    企業版ふるさと納税活用事業 町 （12 節掲載） 

 

４ 小国町公共施設等総合管理計画との整合 

移住、定住に関する施設については、民間においてゲストハウスやコワーキングスペースの整備が進

められていることから、建物に関する基本方針に基づき、町の施設としての必要性等を総合的に判断し

進めていくこととする。 
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第２節 産業の振興 

      

１ 現況と問題点 

（１）農業・水産業 

小国町は、町土の 94.5％が山林で占められており、生活の舞台となる平地はわずか 3.7％に過ぎず、

このうち耕地は 2.0％である。本町は、年間降水量が 3,000 ㎜に達するなど、日照時間が少ない多雨豪

雪という気象条件下にあるため、水稲を基幹作物として畜産、その他山菜を加えた複合経営を進めてき

た。また、山村には稀な第二次産業中心の町として発展してきたことによる専業農家と第二種兼業農家

の両極化が進んでいる状況である。 

本町の農業者は、高齢化等に伴う農業者の離農が急速に進行し担い手不足が顕在化しているほか、農

地の集約化上に伴う労働力不足が深刻であり、各農業者の営農環境は一層厳しくなっている。 

また、水稲の作付面積は減少傾向にあり、令和２年度末現在で転作率が約 39％となっている。作物構

成では、最大の作付面積となっている大豆及びそば等の土地利用型作物、次いでアスパラガス、山菜類

を含めた高収益作物がともに 100ha を超え、飼料用米、稲発酵粗飼料用稲（WSC）及び牧草等の飼料用

作物が和牛増頭方針に伴い拡大基調にある。 

一方、町内の酒造事業者との連携により町内で酒米を生産し、町の水を使った日本酒が製造されるな

ど、他産業との連携による新たな取り組みが見られる。 

 

 【農家戸数】 

  農林業センサスによると本町の総

農家数は、令和２年調査では 360 戸

で、10 年前の平成 22 年より 156 戸、

５年前の平成 27 年より 80 戸減少し

た。減少率は、平成 22 年から平成 27

年が 14.7％、平成 27 年から令和２年

が 18.2％であり、減少率が拡大して

いる。しかし、販売農家と自給的農家

の内訳では、販売農家が平成 27 年に

比べ 83 戸の減少（減少率 31.6％）

で、自給的農家は横ばいで推移して

いる。山形県全体の総農家は 14.3％

の減少、販売農家は 17.2％の減少で

あり、本町での減少率はいずれも上

回る結果となった。 

 

 

総農家数                （単位：戸） 

年 
総農家 

 販売農家 自給的農家 

昭和 40 年 1,565   

昭和 45 年 1,476   

昭和 50 年 1,301   

昭和 55 年 1,220   

昭和 60 年 1,087   

平成 2 年 949 758 191 

平成 7 年 768 614 154 

平成 12 年 680 528 152 

平成 17 年 584 414 170 

平成 22 年 516 342 174 

平成 27 年 440 263 177 

令和 2 年 360 180 180 

（資料：農林業センサス） 



- 36 - 

 

【農業従事者の年齢】 

  本町の農業従事者（個人経営体）を年齢階層別にみると、60～69 歳が最も多いが平成 27 年と比べ

ると 27 人、29.3％の減少となった。また、平成 27 年に２番目に従事者の多かった 75 歳以上は、54

人、60％の減少となった。 

年齢階層別の基幹的農業従事者数（個人経営体）                  （単位：人） 

年 15～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70～74 75～ 計 

平成 27 年 － 3 8 7 29 92 47 90 273 

令和 2 年 － 3 9 7 10 65 31 36 161 

（資料：令和２年山形県の農業） 

 

【経営耕地面積】 

  農業経営体の経営耕地面積は、令和２年に 781ha で平成 27 年の 867ha から 86ha（10.0％）減少し

ている。田が 151ha（18.8％）の減少に対し、畑は 65ha（103％）の増加である。 

経営耕地面積                                 （単位：a） 

年 総面積 田 畑 樹園地 

平成 2 年 117,332 106,132 11,002 198 

平成 7 年 103,682 94,309 9,066 307 

平成 12 年 98,277 90,880 7,172 225 

平成 17 年 89,558 83,057 6,476 25 

平成 22 年 82,468 75,751 6,717 － 

平成 27 年 86,691 80,427 6,263 1 

令和 2 年 78,101 65,318 12,765 18 

（資料：令和２年山形県の農業） 

 

【耕地】 

  中山間地域直接支払制度や多面的機能支払交付金事業の活用により、共同作業が継続され耕作や農

地、農道、水路などの維持管理が図られてきた。しかし、農家の担い手不足、農村地域の高齢化、過

疎化が進み、農地や農業用施設の保全・維持管理が困難になってきており、それに伴う耕作放棄地の

増加が懸念される。 

 

【畜産】 

  本町の畜産は、肉用牛の繁殖と肥育を中心に「米沢牛」の主産地の一つとして、稲作と併せた複合

化の柱として振興を図っている。また、令和元年に協定を締結した置賜定住自立圏共生ビジョンにお

いて、米沢牛の振興の取り組みを実施していくこととしている。本町における令和２年当初の肉用牛

飼育戸数は 13 戸で、飼育頭数は 348 頭である。しかし、コロナ禍で需要が減退した影響を受けて枝

肉価格が急落したことで、標準的生産費が標準的販売価格を大きく上回る採算割れの状況が続き、畜

産農家の経営悪化が懸念される。 

  肉用牛だけでなく、地鶏の生産販売の動きも広がりを見せているほか、養鶏業者が立地するなど、

新たな動きも見られる。 
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【水産】 

  飯豊・朝日両連峰の雪どけ水を集めて流れる清流は、イワナをはじめ淡水魚の宝庫として知られて

おり、町の地域特産品として高い評価を得ている。小国町漁業協同組合では、イワナなどの稚魚を放

流し交流人口の増加へ向けた取り組みを展開している。また、町が持つ豊富な水資源を利用したイワ

ナ等淡水魚の養殖に取り組んでおり、各交流施設はもとより県内外への納入のほか、町内外で開催さ

れる各種イベント時において販売されている。一方、県が開発した大型マス「ニジサクラ」の養殖に

町内事業者が取り組んでおり、今後の動きに注目が集まっている。 

  さらに、平成 20 年に竣工した横川ダムによりできた白い森おぐに湖にワカサギが放流され、例年

1 月中旬から３月中旬頃までワカサギ釣りが冬期間のレジャーとして定着した。 

 

（２）林業 

山形県林業統計によると、令和元年度における本町の林野面積は 69,380ha で、町土の総面積に占め

る林野率は 94.1％であり、県の 71.9％を大きく上回っている。林野面積の内訳は国有林が 50,063ha で

全体の 72.2％を占めており、民有林が 19,317ha で 27.8％となっている。 

なお、本町の素材生産量は 39,510 ㎥であり、主な用途としては、針葉樹では建築材や合板、木質チッ

プを中心に利用されており、広葉樹では家具材やパルプ製紙材などへ利用されている。   

また、脱炭素社会の実現に向けて、木質バイオマスエネルギーの需要が高まっており、木材の利用が

増加していくことが予想されることから、伐採後には適切な再造林を行うことにより、森林資源の循環

利用を進めていくことが重要となっている。 

さらに、木材利用の面では、令和 3 年 6 月に改正された「脱炭素社会の実現に資する等のための建築

物等における木材の利用の促進に関する法律」により、公共建築物だけでなく、民間の建築物について

も木材利用促進の対象としたことから、本町においても、積極的に地域産材の利用を拡大するために建

築物の木造化や木質化を図り、森林資源の地産地消を進めていく必要がある。 

加えて、新型コロナウイルス感染症の影響によって、新たな生活環境の変化として、テレワークなど

が広がったことで、住宅の需要が急拡大し、世界的にも木材価格が高騰しており、「ウッドショック」と

いう言葉も生まれている。日本の各地域においても、外国産材が不足し、国産材の活用へ向けた見直し

の動きもあることから、林業を見直すチャンスと捉え、木が身近にある社会を目指し、取り組みを進め

ていく。 

 

【林家構成及び所有形態】 

  保有山林面積１ha 以上の林家数は、平成 27 年で 547 戸であり平成 22 年の 581 戸と比較して 34 戸

減少している。林業経営体数は令和２年で 11 経営体であり、うち法人化しているのは２経営体であ

る。 

  また、木材価格の低迷や所有者の世代交代など、林業に対する関心の低下に伴って、所有者不明森

林が増加しており、里山の荒廃が進み、森林における公益的機能の低下が懸念される。 
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保有山林面積規模別経営体数                      （単位：経営体数） 

計 保有なし 3ha 未満 3～5ha 5～10ha 
10～

20ha 

20～

30ha 

30～

50ha 
50ha～ 

11 1 － 3 2 2 2 1 － 

（資料：令和２年山形県の農業） 

 

【林業基盤】 

  適正な森林管理や林業生産の向上を図るため、生産

基盤となる林道や作業道を整備することで、森林施業

の効率化を図っていく。 

  なお、林道については、林業生産の向上を主目的に

計画的な整備を進めており、令和３年度における町管

理の林道は、29 路線で 107.3 ㎞、林道密度は 5.5m/ha

で、県の 6.1m/ha より低い状況にある。また、作業道

は 13 路線で、17.8 ㎞の整備状況である。 

（資料：産業振興課資料） 

 

【特用林産物】 

  山形県林業統計によると、本町の特用林産物の生産量はワラビなどの山菜類が 149.6t であり、ナメ

コなどのきのこ類は 6.2t、木炭類が 5.4t である。５年前の平成 26 年山形県特用林産物生産統計によ

る生産量と比較すると山菜類で 51.1t の減、きのこ類で 9.7t の減、木炭類で 12.3t の減となり、生産

者（採取者）の減少が主な要因と考えられる。 

  また、平成 29 年８月に町内で採取された野生きのこから放射性物質が検出されたことから、県の

出荷自粛要請に応じており、町内で多く出荷されているきのこ 11 品目を設定し、出荷自粛解除へ向

けて取り組んでおり、令和３年３月現在、ナメコ、クリタケ、トンビマイタケの３品目が出荷自粛解

除となっている。しかし、出荷自粛解除となる基準のハードルが高く、きのこ生産量の減少にもつな

がっている。 

 

令和元年度 特用林産物生産量      （単位： 竹材：千束 桐材：㎥ うるし：㎏ 他：t） 

栗 くるみ 
しいたけ なめこ 

ひらたけ まいたけ 
たけのこ 

乾 生 原木 菌床 ﾓｳｿｳ ﾈﾏｶﾞﾘﾀｹ 

0.6 0.9 － 2.8 0.4 2.2 0.1 0.7 － 0.2 

わらび 乾ぜんまい ふき うど たらのめ あけび みず こごみ ふきのとう あざみ 

142.4 0.2 0.5 2.1 0.3 0.0 1.2 0.8 0.3 1.6 

木炭 
薪 

白炭 黒炭 竹炭 粉炭 計 

5.3 － － 0.2 5.4 176.0 

（資料：山形県林業統計（単位未満四捨五入のため合計が一致しない場合もある。）） 

 

 

区分 路線数 延長 

林道 29 路線 107.3 ㎞ 

 林道密度 5.5m/ha 

作業道 13 路線 17.8 ㎞ 

計 42 路線 125.1 ㎞ 

林道及び作業道の開設状況 （R３年４月１日現在）      
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【森林被害と保全】 

  本町で平成 19 年頃から拡大し始めたナラ枯れ被害については、平成 21 年をピークに減少傾向に

あるが、平成 28 年までに約 14 万本の被害が確認されている。枯死木は年数が経過すると倒木や落

枝が起こる可能性があることから、安全対策として、道路や施設利用者への被害防止に向けた取り

組みを継続して行っていく必要がある。 

また、近年はサルによる農作物への被害やクマによる杉の皮剥ぎなどの立木被害が増加している

とともに、ニホンジカやイノシシの生息も確認されており、農家や林家の意欲の減退が危惧される

ことから、地域ぐるみで鳥獣被害対策に取り組んでいくことが必要となっている。 

さらに、やまがたみどり環境税や森林環境譲与税を活用して、間伐などの森林整備を行うこと

で、森林の公益的な機能を高度に発揮させるとともに、小中学生を対象にした間伐教室などの森づ

くり体験事業などを行うことにより、森林と触れ合いながら学びを深めていく機会づくりが必要と

なっている。 

 

（３）地元立地産業 

本町は、農山村には稀な第２次産業を主産業とする就業構造となっている。産業別就業者の構成比は、

平成 27 年国勢調査時点で第１次産業が８.4％、第２次産業が 41.7％、第３次産業が 49.9％となってい

る。第２次産業の中核をなしているのが製造業であり、昭和 13 年に日本電興株式会社として立地、操

業を開始した現在のクアーズテック株式会社、日本重化学工業株式会社の２大企業を中心に、世界規模

での競争に勝ち抜くための設備投資や事業拡大を展開し、順調な発展を遂げてきた。町でも、工業用水

道の給水や設備投資への支援などを通じ、その発展を支える取り組みに努めている。 

一方で、労働環境は、非正規雇用の比率の増加や必要な部門への求職者が不足するミスマッチが顕在

化している。こうしたことから、企業の人財確保に向けた情報発信、PR 活動を支援しているほか、新

社会人への就職お祝い金の交付や交流会を実施するなどの取り組みを進めている。 

 

事業所・従業員数の推移 

（資料：山形県工業統計調査結果報告書） 

42 36 41 35 33 26 23 16 20 14

2,293 2,250 
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（４）起業の促進と継業 

近年、過疎地域への移住者の増加、革新的な技術の創出、情報通信技術を利用した働き方への取り組

みといった過疎地域の課題解決に資する動きが見られる。本町にも、伝統的な文化であるマタギや炭焼

き、つる細工を生業とし生活している移住者や、自らのスキルを活かし起業する若者が見られる。 

また、収益向上や新たな商品、サービスの提供、町民所得の向上へ向け白い森ブランド構想の核とな

る「小国町地域総合商社」が令和２年６月に立ち上がり、事業者と連携しながら地域資源を活用して地

域外から利益を獲得するための取り組みを進めている。 

一方、全国的に、後継者が不在等の理由から事業継続が困難なため廃業の選択を迫られる事業者が増

加傾向であり、本町においても例外ではない。 

 

（５）商業 

消費構造の変容やインターネット通信販売の普及により購買形態の変化や、大手ドラッグストアの進

出により、町中心部の商業施設は個店の撤退による空きスペースの増加がみられるほか、企業の事業再

編により平成 31 年 3 月にはスーパーマーケットが閉店している。さらに、新型コロナウイルス感染症

の影響により、飲食店や宿泊業を営む事業所も大変厳しい状況下にある。 

また、中心商店街の商業者で組織する小国町買い物応援事業運営グループでは、移動販売、御用聞き、

配達サービスを実施しているが、町土が広く集落も点在している本町では、宅配事業等における利益が

出にくいため採算性は低く、事業継続には課題が大きい。 

 

（６）観光の振興 

令和元年度の山形県観光者数調査によると、山形県全体では 45,311.7 千人で 1,195.7 千人の減少とな

ったものの、平成 30 年度、平成 28 年度に次ぐ過去 3 番目の入込数となり、本町の観光者数は 415.3 千

人で 29.7 千人（7.7％）増加した。しかし、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、渡

航制限や外出自粛により旅行者が激減し、本町においても各種イベントの中止や観光わらび園も開園を

見送るなど人の移動が減少したため、前年を大きく下回る見込みである。未だ収束が見通せない状況で

あり、令和３年度も「おぐに石楠花まつり」や「小玉川熊まつり」が中止された。 

そのような中、町内の観光団体等はそれぞれが単独で事業を実施している状況であり、PR 面や運営

面で課題があったことから、令和３年度より「やまがたアルカディア観光局」に参画し、近隣市町と一

体となった観光 PR や旅行商品造成、受入体制整備等を行い、地域の魅力づくりと交流人口の増加を図

るための取り組みが開始された。 

しかしながら、町内の観光施設は経年劣化による老朽化が著しい施設や休館している施設が増加傾向

にあり、特に、昭和 53 年及び 55 年に建設された飯豊梅花皮荘及び川入荘は改築時期にある。また、平

成 10 年に認定を受けた道の駅白い森おぐには、新潟県から山形県への入り口として、観光の拠点施設

となっており、平成 29 年度に策定した道の駅改修計画に基づき、直売所施設等を整備した。 

また、飯豊・朝日連峰は本町が誇る地域資源であり、登山者からは変わらない支持と評価を得ており、

令和 4 年には蔵王地域を主会場に第６回「山の日」全国大会が開催される予定で、今後も多くの登山者

が訪れることが見込まれる。 
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このほか、平成 18 年４月に全国初の森林セラピー基地として認定された温身平でのツアーや横川ダ

ムの上流における白い森おぐに湖でのワカサギ釣りやパークゴルフは、小国町でのレジャーとして定着

している。 

 

２ 対策 

（１）農業・水産業 

【農業経営基盤の確立】 

  水田農業においては、今後とも稲作を中心とした水田農業が基幹産業として持続的に発展するよう、

生産者を中心として、関係機関、団体が連携し、地域の特色を活かした農産物づくりを展開していく。

具体的には、「小国町地域農業再生協議会水田収益力強化ビジョン」に基づき各種、取り組みを推進し

ていく。基幹作物である水稲に加え、アスパラガスなどの高収益作物の作付、畜産農家との連携によ

る WSC 等との複合経営を振興するとともに、品質、収量、生産性を拡大し、加工などの 6 次産業化

の取り組みとあわせ農業経営の安定化と所得向上に繋げていく。また、完熟たい肥を活用した新たな

地域資源循環型耕畜連携を図り、安定的な生産を目指す。一方、酒造事業者との協働による酒米生産

にみられるような他産業、他分野との連携である「農×○○」の方向性を踏まえた農業のあり方を整

理しながら、新たな取り組みにつなげていく。 

 

事業の目標（成果指標） 基準値（R2） 目標値（R7） 

水稲作付面積 473.7ha 520ha 

 

【農業・農村基盤の整備】 

  昭和 54 年度に完成し約 40 年以上が経過した井の下頭首工については、経年劣化が激しい状況であ

るため、令和３年度から４ヵ年計画で改修工事が実施されることとなり、農業用水及び維持用水並び

に流雪溝用水の確保が期待される。また、幹線用水路についても将来にわたり機能を安定的に発揮さ

せるため、長寿命化に係る事業を実施していく。さらに、小規模な農林業施設整備に対し町独自の補

助制度の見直しを進めながら、農業者等の支援を展開する。また、農業用水路の閉塞等によるかんが

い及び生活用水の取水に支障をきたしている地区があることから、治山工事等必要な事業について実

施を検討する。 

  町営の市野沢放牧場は、毎年 50 頭ほどが放牧されており、畜産の振興に大きな役割を担っている

が、草地の生育状況が限界にきていることから、更新を実施する。 

 

【農用地・農村環境の保全】 

  農業・農村が有する多面的機能を維持・発揮させるためには、個人での管理はもとより非農家を含

めた地域全体による共同作業の継続が非常に重要であることから、各種制度を活用し保全管理体制の

構築を進めていく。 

  あわせて、耕作放棄地対策については、農業委員会を中心として農用地の所有者や利用状況等を把

握し、適切な農用地管理を進めていくこととし、耕作放棄の防止、農業生産の維持及び周辺地域の景

観形成を図っていく。 
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  さらに、近年鳥獣による農作物への被害が増加していることから、里山の保全と併せ農用地の保全

の取り組みを強化していく。 

 

事業の目標（成果指標） 基準値（R2） 目標値（R7） 

多面的機能支払交付金事業取組

組織数 
18 組織 21 組織 

 

【農業担い手の確保】 

  町内では、令和元年度及び令和３年度にそれぞれ 1 名ずつが、補助制度を活用し就農している。し

かしながら、今後農業従事者の高齢化や担い手不足はより深刻化していくことが避けられない状況で

ある。このため、平成 29 年度より関係機関が連携した営農類型ごとの経営支援チームを発足させて

おり、経営の安定化に向けた組織体制を強化し、新規就農者の増加、農業法人化、集落営農の推進と

認定農業者による就農者への指導体制の仕組みを構築し、技術の継承に結びつける。 

  また、農業の担い手は、農業生産の担い手であると同時に地域の担い手として非常に重要であるこ

とから、小国らしい暮らし方、働き方の仕組みを通じて、半農半 X による専業農家だけではない担い

手の確保に努めていく。 

 

事業の目標（成果指標） 基準値（R2） 目標値（R7） 

新規就農者 
－ 

（令和２年新規就農者なし） 
３人（５年間の累計） 

 

（２）林業 

【森林の経営管理と里山の保全】 

  森林の経営管理については、平成 29 年度に策定した「小国町森林整備計画」に基づき、取り組み

を進めていくとともに、本町に豊富に存在する広葉樹を活用していくために、利用価値の高いキハダ

やクロモジ、ウルシなどの高収入品目の植栽による実証試験を行うことにより、森林資源の活用を図

っていく。また、小さい頃から木に親しむことで森や木への愛着を育むことを目的として、3 歳児に

ファーストファニチャーを贈呈する取り組みを産学官が連携して行うことにより、木工や家具づくり

などの雇用創出や産業の活性化を図り、持続可能な取り組みに繋げていくことを目指す。 

さらに、林業の担い手を確保していくため、雇用の受け入れ主体となる林業経営体の取り組みを支

援していくとともに、人財育成の観点から、林業機械操作研修や林業に関する知識の普及啓発などを

進めていく。 

なお、本町において、新たな森林管理システムを導入していくことにより、意欲と能力のある林業

経営体へ森林の経営管理を集約化することで、森林資源の循環利用を確立させながら、健全な森林の

整備や保全を推進していく。そのために必要となる森林境界の明確化を進めるために森林経営管理制

度に基づく森林所有者の意向調査やその基盤整備について、森林環境譲与税を活用しながら、具体的

な仕組みづくりを進めていくとともに、民有林と国有林の連携（以下「民国連携」。）による森林共同

施業団地を設定し、スケールメリットによる作業コストの低減や生産性の向上を通じて木材の安定的

な供給体制を確立していく。 
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  加えて、里山の保全については、増加傾向にある有害鳥獣による被害防止を図るため、ニホンザル

及びイノシシの保護管理計画に基づく個体数調整を行っていくとともに、その実施主体となる「小国

町特定鳥獣被害防止対策協議会」を支援していくとともに、対策の実施を担う猟友会などの担い手を

確保していくための支援を実施する。さらに、モデル集落を設定して、住民が主体となって行う地域

ぐるみの獣害対策に取り組むことで、その対策や効果検証をつうじて町内各地への波及展開を目指し

ていく。 

  また、令和 2 年度からはクマによる立木への被害対策として、民国連携による取り組みを進めてお

り、国有林内に一定の地区を設定し、リンロンテープ等の対策実施の有無により、地区をさらにブロ

ック分けをして、被害の調査を進めている。今後は取り組みを継続して行い、その効果を検証してい

くとともに、被害対策に関する講習会をあわせて実施し、地域全体での知識の普及に努めていく。 

 

【林業基盤の整備】 

平成 27 年度から県林道として事業着手している「森林管理道沼沢線」について、関係機関と協力

しながら、令和６年度の完成に向けて、その整備促進を図るとともに、町内各団地内の自然条件や作

業システム等に応じて、簡易で安価な低コスト作業路の開設や間伐作業道などの路網整備を加速化し、

林道とのネットワーク化を図っていく。 

また、町内の林業経営体については、高性能林業機械を計画的に導入し、森林施業の効率化や低コ

スト化を進めていることから、その支援を実施していく。 

さらに、林道や作業道は森林施業におけるインフラとして重要であるとともに、観光のための林道

として活用している路線もあることから、補修や改修を実施していく。 

 

事業の目標（成果指標） 基準値（R2） 目標値（R7） 

路線数の維持（林道及び作業道） 42 路線 42 路線 

 

【特用林産物の生産向上】 

本町の特産品であるワラビや菌床キノコなどを中心に、町内外の小売店や異業種との連携による６

次産業化、付加価値づくりと地域ブランド化の推進による販路拡大を進め、林業所得の向上に努めて

いく。 

また、平成 29 年からは、本町では放射性物質の影響により野生きのこの出荷自粛に応じているこ

とから、出荷の自粛解除に向けて、継続して取り組みを進めていくとともに、菌床キノコや原木栽培

によるキノコの生産販売を支援していく。 

  さらに、本町の伝統文化である、つる細工や木工品の技術伝承に関する取組や、日本一の生産量を

誇るワラビに代表される山菜の採取者の維持と収量の確保を図っていく。 

 

【森林資源を活用した新たな産業の創出】 

本町においては、林業経営体が木質チップ工場を保有しており、公共施設に設置している木質チッ

プボイラーへの燃料供給や町外施設の発電用燃料として供給している。また、間伐材や林地残材の活

用や木材の利用促進を図るため、今後、整備する公共施設への木質バイオマスエネルギー導入などに

積極的に取り組んでいく。 

また、一般住宅における木質バイオマスエネルギーの活用を支援するために、木質ペレットストー
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ブや薪ストーブの設置に対する支援を継続して行っていくともに、木育の観点から小中高生を対象と

した森づくり体験事業を継続し、林業や木材産業に対する理解の向上を進めていく。 

さらに、新たな森林資源の活用方法として、森林空間をワーケーションやグランピング、森の

ようちえん、森ヨガの場などとして利用することにより、観光や教育、健康、スポーツなど関連

する産業と連携しながら、地域経済を活性化していく動きがあり、自然にあふれた農山村が持つ

魅力への関心が高まっていることから、本町の森林セラピー基地であるブナの森・温身平を癒し

の空間として積極的に活用することを目指す。 

 

事業の目標（成果指標） 基準値（R2） 目標値（R7） 

森づくり体験事業の参加人数 82 人 100 人 

 

（３）地元立地産業 

町経済の核である企業の安定成長のための環境条件の整備と、人財の養成、確保など発展の基盤整

備を積極的に推進する。特に既存企業の拡大発展を図るため、引き続き工業用水道を安定的に給水し

生産活動の支援基盤を整えていくとともに、安定強化を図るための労働力の確保や定住環境の整備等

多面的な支援を行っていく。 

また、生産活動の効率化に向けて、高速交通ネットワークを実現する新潟山形南部連絡道路の建設

促進を積極的に展開していく。 

 

事業の目標（成果指標） 基準値（R2） 目標値（R7） 

民間事業所の新社会人の人数 25 人 35 人 

 

（４）起業・継業 

起業・創業にあたって必要となる支援については、県や商工会等の制度を利用することが可能であり、

専門機関への紹介を行う体制をとっているが、そこへ至る前の段階として、起業・創業を考えるきっか

けづくりとなるような支援が求められていることから、関心のある方を対象としたセミナーを開催する。

さらに、町内に事務所を設置する起業者を対象に、開業資金の一部を助成することにより、円滑な起業

を支援していく。さらに、地域の中で必要な事業を継いでいく継業についても、その仕組みづくりや必

要となる支援の検討を進めていく。 

また、既存の事業者のビジネス及び自発的な活動を支援するため、白い森まるごと塾や白い森ビジネ

ス創出塾の開催を継続していく。さらに、民間事業者が取り組むサテライトオフィスの整備に対し支援

し、テレワーク環境の構築を図っている。 

 

事業の目標（成果指標） 基準値（R2） 目標値（R7） 

起業化支援補助金活用件数 

（年間） 
3 件 ３件 
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（５）商業 

商業施設については、現在の商業機能のみでは施設を維持することが困難になることが現実として迫

っているとの認識から、様々な機能補完を見据えながら、今後のあり方について関係機関で検討を進め

ていく。さらに、「商業振興部門」に従事する地域おこし協力隊１名を任用し、小国いきいき街づくり公

社で運営し町内特産品を販売するサイトのリニューアルや、中心商店会活性化事業等への取り組みを通

じ、商業の活性化を図るほか、小国町地域総合商社において、新潟市及び仙台市にアンテナショップを

開設し、町内の特産品の販路拡大を目的に事業を展開していることなどを踏まえ、引き続き必要となる

商業環境の充実を図る。 

また、移動販売は採算性が低いサービスであるが、買い物弱者にとっては必要不可欠であるため、継

続的な事業推進に向け支援を進める。 

 

事業の目標（成果指標） 基準値（R2） 目標値（R7） 

買い物支援事業 

（移動販売事業の実施） 
実施 実施 

 

（６）観光 

【観光の促進】 

  本町が誇る地域資源を最大限活用し観光の促進を図るため、さまざまな自然体験の展開や地域特有

の文化、食材、温泉などの PR に取り組んできた。また、観光協会や地域コミュニティ団体では、「お

ぐに石楠花まつり」や「小玉川熊まつり」、「おぐに夏まつり」、「雪の学校」など四季折々のイベント

を開催してきた。これらの魅力を更に磨き上げ、情報発信し、外部の評価を獲得していくことは、本

町のまちづくりの基本理念である白い森まるごとブランド構想の大きな柱のひとつである。そのため、

森林セラピーをはじめとする多彩な観光プログラム開発を推進するとともに、各種団体の支援を継続

していく。 

  また、「やまがたアルカディア観光局」に参画したことにより、単独ではなく広域での旅行商品造成

が可能となったことから、町内外の観光関係団体等の協力連携体制構築を促進し、この枠組みを効果

的に活用していく。加えて、横川ダム白い森おぐに湖を活用した新たなアクティビティへの取り組み

を図り、さらなる交流の推進に結びつける。 

 

事業の目標（成果指標） 基準値（R2） 目標値（R7） 

観光者数 291,900 人 380,000 人 

町内旅行商品造成 0 件 5 件 

 

【観光施設等受入体制の整備】 

  道の駅白い森おぐには、改修計画に基づき緑地化など段階的に整備を行っている。今後は、交通導

線や歩行者の安全確保のため進入路整備等を計画的に進めていく。飯豊梅花皮荘は、本町の飯豊山麓

交流ゾーンにおける重要な施設である。源泉からの長い引湯管による湯温低下や井戸の水量不足など

基本的な機能面に弱みがあることから、改築を視野に検討を進め、地域資源の活用と交流人口の増加
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を目指す。その他の観光施設についても、不特定多数の方が利用することから、利用状況、安全性の

確保等総合的に判断し、必要な整備を図っていく。 

  アフターコロナにおけるインバウンド旅行者の増加に向け、外国語表示の案内看板の整備を図る。 

  さらに、朝日連峰は毎年多くの登山者が訪れているが、登山道及び避難小屋の整備が必要な状況で

ある。国の事業となるため、整備が図られるよう要望を継続していく。 

 

事業の目標（成果指標） 基準値（R2） 目標値（R7） 

観光消費額 87,956 千円 120,000 千円 

 

３ 持続的発展計画 

本計画において、産業の振興に関する持続的発展計画を次のとおり定める。 

事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

2 産業の振興 (1) 基盤整備    

   農業    

    基盤整備事業（町有牛導入） 町  

    市野沢放牧場草地改良事業 町  

    土地改良施設事業負担金 県 負担金 

    農業水路等長寿命化・防災減災

事業 

町  

    大沢川ゲート補修事業 町  

    農業基盤整備促進事業 町  

    地域資源循環型耕畜連携拠点

施設整備事業 

町・民間 補助金 

    堆肥発酵促進機械整備事業 町・民間 補助金 

   林業    

    町有林造林事業 町  

    森林・林業基盤づくり交付金事

業 

町  

    林道施設維持管理事業 町 （５節掲載） 

    森林管理道路沼沢線開設事業 町 （５節掲載） 

  (4) 地場産業の振興    

   生産施設    

    小国町きのこ産業づくり推進

事業 

町 補助金 

  (6) 起業の促進    

    創業支援事業 町 補助金 
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  (9) 観光又はレクリエーション    

    観光施設管理 町  

    観光施設管理運営事業 町  

    横根スキー場維持管理事業 町  

    道の駅機能拡充事業 町  

    観光施設リニューアル事業 町 横根スキー場 

    温泉湯温低下対策事業 町 源泉加温 

    やまがたアルカディア観光推

進事業 

町 温泉引湯管改修 

（同節掲載） 

    飯豊山麓交流ゾーン拠点施設

整備事業 

町  

    インバウンド推進事業 町  

    平岩山避難小屋整備事業 国  

    朝日登山道吊り橋整備事業 国  

  (10) 過疎地域持続的発展特別事業    

   商工業・6 次産業化    

    地域商業サービス支援事業 町 移動販売支援 

    小国いきいき街づくり公社支

援事業 

町  

  (11) その他    

    農業制度資金利子補給事業 町  

    農業担い手育成事業 町  

    人・農地プラン管理事業 町  

    中山間地域等直接支払事業 町  

    安全・安心な米づくり普及拡大

事業 

町・民間  

    振興作物作付拡大事業 町・民間  

    多面的機能支払交付金事業 町  

    農村の暮らしづくり総合助成

事業 

町・民間  

    大石沢治山事業 町  

    有害鳥獣被害対策事業 町・ 

協議会 

補助金 

    白い森づくり体験事業 町  

    森から拓く次代の生業づくり

事業 

町 林業機械操作研修 等 

    高収入品目植樹植栽事業 町  

    手仕事・技伝承事業 

（特用林産産地形成事業） 

町 特用林産物採取者の維

持 等 
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    林業施設維持管理事業 

（おぐに白い郷土の森） 

町  

    ナラ枯れ被害対策事業 町  

    森林整備地域活動支援交付金

事業 

町  

    森林境界明確化事業 町  

    労働者対策事業 町 雇用相談 等 

    未組織労働者資金保証料補給

事業 

町  

    小国町勤労者生活安定資金原

資預託事業 

町  

    小国町商工業経営安定化資金

緊急融資事業 

町  

    環境型雇用創出産業立地推進

事業 

町 中核企業支援 

    地域企業等人材確保支援事業 町 新社会人支援 

    工業用水道利用助成事業 町  

    他会計負担金（工水３条） 町  

    他会計負担金（工水４条） 町  

    シルバー人材センター支援事

業 

町  

    山形県信用保証協会保証料供

給事業 

町  

    中小企業緊急災害対策利子補

給事業 

町  

    商工会運営費補助金 町  

    地域おこし協力隊活動事業 町 商業部門 

    わくわく観光推進事業 町 森林空間活用 

    森林セラピー推進事業 町  

    石楠花まつり、おぐに夏まつり

等補助金事業 

町  

    やまがたアルカディア観光推

進事業 

町 事業費負担金 等 

（同節掲載） 

    観光振興計画策定事業 町  

    白い森みらい創生事業 町 木製ファーストファニ

チャーの贈呈 

（１･12 節掲載） 
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４ 産業振興促進事業 

（１）産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興促進区域及び同区域において振興すべき業種について、次のとおり定める。 

産業振興促進区域 業種 計画期間 備考 

小国町全域 

製造業、情報サービス

業等、農林水産物等販

売業、旅館業 

令和３年４月１日～ 

令和８年３月３１日 

 

 

（２）当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

（１）に記載した業種に係る、現状と課題、課題を解決するために実施する事業の内容は、これまで

整理したものと重複することから、上記「２対策」及び「３ 持続的発展計画」のとおりである。 

 

５ 小国町公共施設等総合管理計画との整合 

農業用施設及び林業施設のうち、農業用施設、林道等については、インフラ系施設の基本方針に基づ

き、劣化・損傷が軽微な段階で対策を講じ、可能な限り長寿命化を図っていく。 

 観光施設等については、建物に関する基本方針に基づき、可能な限り予防保全型の修繕を行い、施設

の長寿命化を図るとともに、町の施設としての必要性、施設の機能に応じた重要度、施設の状態等総合

的に判断し施設総量の縮減を図っていく。 

 

 

  



- 50 - 

 

第３節 地域における情報化 

  

１ 現況と問題点 

情報通信の速度や技術が様々な分野に波及し、生活のあらゆる面でデジタル化の恩恵を享受している

現代において、地方と都市の情報格差は縮小してきている。住民生活や企業活動等においても、スマー

トフォンや SNS 等を活用した情報発信、共有、双方向性が進んできており、さらに 5G の普及により多

接続、低遅延が実現されつつある。 

この一方で、少子高齢化が進み、地域課題はさらに多様化してきており、また感染症対策としての非

接触やオンラインへの対応が新しい生活様式として求められてきている。さらに、テレワーク環境の実

現やアプリによる住民サービスの利便性向上、キャッシュレス決済などが、暮らし方や働き方といった

個人のライフスタイル、地方での生活のしやすさなどに影響しはじめている。 

小国町においては、テレビの難視聴地域や携帯電話等不感地域は、各施設整備により計画的に解消し

てきているほか、公共施設等における公衆 Wi-Fi 環境については、避難所、観光施設、役場庁舎におい

て整備拡充が進められてきている。また、サイバー空間とフィジカル空間が高次元で結びつき、生活に

新たなイノベーションを生み出すと言われる Society5.0 が現実になりつつあるなか、過疎地域であって

も都市部であっても、暮らしや仕事の環境において格差のない社会となってきている。 

 

（１）移動体通信 

    平成９年、町内市街地エリアで携帯電話の使用が可能となり、平成 14 年以降は移動通信用鉄塔施

設が各地域に整備され、現在ではほぼ町内全域が携帯電話の利用可能エリアとなっている。 

   しかし、広大な面積と山間地域という地理的条件から、幹線道路沿線においても未だに使用できな

い地域があるため、通行客や交流者、地元住民から、利用エリアの拡大が望まれている。 

 

（２）テレビ等放送中継施設 

    本町は地形的な制約から、テレビ等の放送受信施設を町内に設置しなければ受信することができな

い。このため、平成７年と 11 年に民放テレビ会社が実施する放送中継基地建設に対して負担措置を

講じてきた。ラジオ受信においても同様に、平成７年に民放１社の受信施設を整備した。 

   テレビ放送については、平成 23 年に地上デジタル放送が開始されたが、地上デジタル放送を受信

するための施設整備や、地上デジタル放送開始に伴いワンセグ放送しか受信できなくなった新たな難

視聴地域の解消対策を行っている。ラジオについては、送信施設設備の老朽化に伴い計画的な更新が

必要になってきていることに加えて、一部 FM 放送局についてはアンテナがなく受信できない。 

 

（３）防災無線 

   災害時に対応する防災無線は、昭和 57 年に山形県防災無線の支局が役場庁舎に開局された。また
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町では平成 28 年に防災行政通信システムを整備し、防災ラジオを全世帯に配布し、災害時等の状況

周知に努めているが、局地的な豪雨における周知エリアの設定など、きめ細かい対応を考慮した場合

の運用や、安否確認など情報の双方向性が確保できないことに課題が生じている。雨量については、

国土交通省北陸地方整備局羽越河川国道事務所、飯豊山系砂防事務所等が設置した町内各地の雨量観

測所のデータが光ファイバーによって瞬時に役場庁舎に転送されるシステムが確立されている。ま

た、災害時の県との通信手段として、平成 14 年度に消防防災システムが整備された。 

 

（４）光ファイバー 

   令和２年度情報通信白書によれば、令和元年のインターネット利用率（個人）は 89.8％となってお

り、端末別インターネット利用状況では、スマートフォン（63.3％）がパソコン（50.4％）を 12.9 ポ

イント上回っている。情報通信機器の保有状況（世帯）をみると、スマートフォンの保有割合が 83.4％

となり初めて８割を超えた。  

 本町では、平成９年からホームページを開設しているが、アクセス数は平成 20 年度には年間 12 万

件を超え、令和２年度には年間 16 万 9,707 件、１日平均 465 件を数えている。 

  平成 22 年度には町内ほぼ全域で光ファイバーが整備され、携帯電話基地局の設置と併せて他地域

との格差も解消されつつある。近年、技術革新と普及めざましいインターネットやＳＮＳなどのＩＣ

Ｔ環境は、物理的、人的条件の厳しい過疎地域において、情報収集・発信はもとより、防災、福祉、

産業、観光、教育など、あらゆる面で効率的にその対策に活用できる優れたツールの一つである。引

き続き、町民生活の利便性の向上や行政サービスの効率化が求められていると同時に、光ファイバー

自体の空き容量をより有効に活用していく方策についても検討を行う必要がある。 

 

（５）デジタル技術の活用 

条件不利地域といわれる過疎地域においてデジタル技術の活用は、医療福祉、産業振興、生活、防

災安全など、あらゆる面において革新的かつ持続可能な未来を描くために不可欠である。全国的には、

すでにサイバー空間における行政手続き、アプリや AI チャットボットの活用による相談業務や行政

情報の提供なども一般化しつつあることに加えて、DX（※）の推進により業務の在り方や思考そのも

のも変容が必要となっており、行政事務においても柔軟性や許容性が必要となっている。 

 

（※）DX：Digital Transformation（デジタルトランスフォーメーション）。従来アナログで運用していた業務やデータを

デジタル化して共有することで、さまざまな機関や企業、地域住民が有効活用して社会的な課題解決につなげる取

り組み。 

 

２ 対策 

（１）移動体通信・テレビ等放送中継施設・防災無線 

  通信分野においては、携帯電話の普及に対応するため、さらにサービスエリアの拡大をさまざまな

手法を検討しながら実現していく。また、テレビについては、ＮＨＫ共聴において光ケーブルへの敷
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設替えを進めていることから、町内の共聴組合の負担軽減のため支援を行っていく。防災無線におい

てはより安心できる運用の在り方を検討するとともに、双方向性の確保と安否確認等の対応について、

今後の機器更新を含め総合的に検討していく。また、防災情報をはじめ、多様な情報発信に向けスマ

ートフォン等携帯端末を利用した手法の整理を図る。 

 

（２）光ファイバー・デジタル技術の活用 

本町においては、ほぼ全域に光ケーブルが敷設されていることから、今後は、モバイル機器に対応

し、より利便性の高い情報通信環境を整備して、さらなる交流促進や情報発信機能の向上を図るため、

公共施設等での公衆 Wi-Fi の整備促進を図っていくほか、多方面での ICT の効果的な利活用につい

て検討し推進していく。また、さらなる普及促進を図るため、情報通信基盤の整備促進について継続

して関係機関等へ働きかけていく。 

また、AI（※１）活用や IoT（※２）の普及を視野にいれた行政手続きへの活用や、RPA（※３）

による業務の効率化・省力化を進めるとともに、いつでも、誰でもより手軽にアクセスしやすい情報

受発信の在り方について検討する。あわせて、国が策定した「自治体 DX 推進計画」を踏まえた自治

体 DX の着実な推進に向け、専門的な知識とスキルを有するデジタル人財の確保や、電算システムの

在り方についての検討などに取り組む。さらに、一人ひとりがデジタル技術を活用していくためには、

情報を選択、加工、発信できる情報活用能力を高めることが重要となることから、情報セキュリティ

や情報モラルの向上など安心してデジタル技術を利用できる環境づくりも進めていく。 

 

（※１）AI：Artificial Intelligence（アーティフィシャルインテリジェンス）。人工知能のこと。 

（※２）IoT：Internet of Things（インターネットオブシングス）。モノのインターネット。従来インターネットに接続さ

れていなかった「モノ」がネットワークを通じてサーバーやクラウドサービスに接続され相互に情報交換する仕組

みのこと。 

（※３）RPA：Robotic Process Automation（ロボティックプロセスオートメーション）。これまで人間のみが対応可能と

されていた作業、もしくは高度な作業を、人間に代わって実施できるルールエンジンや AI、機械学習等を含む認

知技術を活用して代行・代替する取り組み。 

 

事業の目標（成果指標） 基準値（R2） 目標値（R7） 

公式 SNS フォロー者数 926 人 2,000 人 

テレワーク拠点の利用者数 － 1,200 人 

 

(３) 各分野における情報化 

  教育や防災（災害対応等含む）、産業、医療、福祉、生活基盤等それぞれの分野における情報化につ

いて、一層推進する必要があるため、条件等に応じて個別に取り組みを展開する一方、横断的に進め

ることにより利便性が一層向上することから、関係機関が連携し活用についての整理を行うとともに、

総合的マネジメント体制の構築を図る。また、スマートフォンの普及のほか、本町では GIGA スクー

ル構想による小中学生への１人１台のタブレット等の施策を展開しているが、さらに子どもから高齢

者までがいつでも通信ネットワークを活用し必要な情報にアクセスできるよう、世帯への端末整備に
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ついても検討し、必要な環境整備を図っていく。 

 

３ 持続的発展計画 

本計画において、地域における情報化に関する持続的発展計画を次のとおり定める。 

事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

３ 地域における情報化 (1) 電気通信施設等情報化の

ための施設 

   

   ブロードバンド施設    

    光ファイバー支障移転事業 町  

   その他の情報化のための施設    

    世帯用情報タブレット整備事

業 

町  

  (2) 過疎地域持続的発展特別事業    

   デジタル技術活用    

    自治体 DX 推進事業 町 （12 節掲載） 

    地方創生テレワーク推進事業 町・民間 （１・12 節掲載） 

  (3) その他    

    電算維持管理事業 町 （12 節掲載） 

    電算システム更新導入事業 町 （12 節掲載） 

    YBC ラジオ中継局送信機器更

新事業 

町 （５節掲載） 

    公図データ化推進事業 町  

 

４ 小国町公共施設等総合管理計画との整合 

情報化のための施設として欠くことのできない光ファイバーについては、インフラ系施設に関する基

本方針に基づき、定期的な点検・診断による長寿命化を図っていく。 

また、テレワーク環境等の建物整備については、ニーズや既存施設の多目的化や複合化、転用を検討

するとともに、民間との連携を図り、町の施設としての必要性等を総合的に判断し進めていくこととす

る。 
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第４節 交通施設の整備、交通手段の確保 

   

１ 現況と問題点 

（１）道路 

本町は、737.56 ㎢という広大な面積を有している。その中に 100 余りの集落が点在しており、集落

間の移動や町外への移動を容易にするため、国道 113 号、主要地方道、一般県道等を組み合わせた町

内交通ネットワークづくりを進めてきた。その結果、令和３年における国、県、町道の合計は 315 路

線、実延長 373,578ｍとなっている。 

    しかし、本町を横断する国道 113 号が災害等により通行不能となった場合には、他市町村との往来

が不可能となってしまう恐れがある。また、東日本大震災の際は、被災地と日本海側を結ぶ路線とし

て交通量が増大し、日本列島の横軸としてその重要性が見直されている。そのため、新たな道路交通

網の整備とあわせ、未だ狭隘な橋梁の整備についても課題となっている。 

 

    【国道】 

    新潟県新潟市と福島県相馬市を結ぶ国道 113 号は、本町のほぼ中央部を東西に横断し、本町が四季

を通じて他の地域と連絡できる唯一の路線であり、町発展に極めて重要な役割を果たしている。昭和

50 年の全線開通以後、周辺市町村及び県都山形市、新潟市等へのアクセス時間の大幅短縮や新宇津ト

ンネルの開通、防雪柵の設置等により冬季交通の安全性の向上が図られている。 

  しかし、通行車両の大型化や増大に伴い、市街地での交通事故が多発していることから、損傷の顕

著な隘路や、急カーブ等危険箇所の改良に加え、小中学生等の国道往来にあたっては引き続き安全確

保が重要な課題となっている。 

 

    【県道】 

    県道は、国道を軸に町の南北に伸びており、町中心部と米沢方面を結ぶ主要地方道川西小国線と、

国道と平行する形で東西を結ぶ主要地方道玉川沼沢線のほか、一般県道２路線が主要集落を結ぶ動脈

となっている。令和３年４月の整備状況は、実延長 79,344 ㎞で改良率が 84.8％、舗装率が 86.9％と

なっており、いずれも県平均を下回っている。また、整備済の路線についても、歩道が未設置である

など安全性が確保されていない箇所があるため、その二次改良が必要である。 

 

    【町道】 

   町道は、令和３年４月現在、309 路線あり、国・県道からさらにその支線として各集落に入ってお

り、実延長は 268 ㎞を超える。整備状況は、１・２級町道の改良率が 57.9％、舗装率が 62.8％、その

他町道は改良率が 46.6％、舗装率が 51.7％となっているが、県平均と比較するとその水準は低い。ま

た、いずれも末端集落まで放射線状に伸びる道路になっているため、これらを周回できるネットワー

クが必要である。生活関連道路については、ほぼ整備は終わっているが、今後は適切な維持管理によ

る長寿命化と、生活環境の変化に伴って二次改良を検討する必要がある。 
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    【高規格道路】 

   新潟山形南部連絡道路は、新潟県村上市から山形県東置賜郡高畠町に至る延長約 80 ㎞の道路であ

る。平成 21 年３月には赤湯バイパスと荒川道路が供用開始され、現在は梨郷道路及び鷹ノ巣道路が

整備区間として事業が進められている。平成 11 年 12 月には、本町松岡地内から関川村金丸地内まで

の区間が調査区間となり、平成 31 年３月には「小国道路」として新規事業化が決定した。現在は決

定したルート帯の用地確保などが進められるなど着実な進捗がみられており、今後も新潟山形南部連

絡道路建設に向けた意識啓発活動や、関係機関への要望活動を積極的に実施していく必要がある。 

 

道路の整備状況（令和３年４月１日現在）                       （単位：ｍ） 

種別 路線数 実延長 
改良済 舗装済 

延長 改良率 延長 舗装率 

国道 1 25,891 25,891 100.0% 25,891 100.0% 

県
道 

主要地方道 2 50,464 38,629 76.5% 40,310 79.9% 

一般県道 3 28,880 28,630 99.1% 28,630 99.1% 

小計 5 79,344 67,259 84.8% 68,940 86.9% 

町
道 

１級 13 41,648 31,596 75.9% 33,726 81.0% 

２級 39 60,266 27,455 45.6% 30,244 50.2% 

その他 257 166,429 77,530 46.6% 86,107 51.7% 

小計 309 268,343 136,581 50.9% 150,077 55.9% 

合計 315 373,578 229,731 61.5% 244,908 65.6% 

（資料：道路台帳（地域整備課資料） ほか） 

 

    【冬季交通の確保】 

全国屈指の豪雪地帯である本町にとって、冬期間の交通の確保は、地域住民の日常生活や産業経済

活動において極めて重大である。国道・一般県道については 100%、主要地方道については 56.9％の

除雪率となっており、豪雪地帯の冬季交通は確保されている。町道の除雪率は 44.1％であるが生活関

連道路については概ね全てを除雪している。気象条件の変化や高齢化の進行などに伴い、除排雪に対

する住民のニーズは年々多様化しているものの、最近では除雪機械オペレーター不足なども生じてき

ており、新たな担い手の確保策も必要である。 

 

（２）公共交通 

 【ＪＲ米坂線】 

    ＪＲ米坂線は、昭和 11 年に開通した太平洋側と日本海側を結ぶ幹線であり、本町及び沿線地域の

産業振興の社会基盤として極めて重要な役割を果たしている。町域のほぼ中央部を国道 113 号と平行

して走る本路線は、現在、小国駅発着の便は 14 本が運行されているが、移動範囲や時間などの制約

による利用者の減少傾向に加えて、新型コロナウイルス感染症の影響による移動制限によって、利用

者は大きく減少している。小国駅における一日平均利用客数は、令和元年度で 124 人となっている。 

昭和 61 年には沿線の関係市町村で「米坂線整備促進期成同盟会」を設立し、利用者の確保とその

存続に向けた運動を継続的に展開している。 
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【町営バス等】 

    町内の公共交通機関として、昭和 26 年に国鉄バス（後のＪＲバス）が運行を開始し、その時々の

交通事情に対応しながら、町民の足となる便を確保してきた。しかし、ＪＲ米坂線と同様に車社会の

急激な進展に伴いその乗客数が減少し、平成７年３月に撤退した。それに代わる交通機関として、町

では町営バスの運行を開始した。平成 12 年からは、市街地を周回する循環バスの運行を開始してお

り、その後、運賃の見直しや、時刻・ルートの改正など、利便性の向上を図っている。 

平成 20 年３月には「小国町地域公共交通会議」を設置し、高齢者の移動手段の確保、効率的で持

続可能な公共交通サービスの確立を目指して、小国町地域公共交通総合連携計画を策定し、平成 21 年

４月からは金目線においてデマンドタクシーの実証運行を開始した。また、スクールバス車両の空き

時間を利用した循環線を平成 25 年１月から運行し、平成 26 年４月にはさらに１経路増便している

が、登山利用者の減少（マイカーへの移行）、利用児童の減少などを背景として、年間利用者数は平

成 12 年の 63,316 人をピークとして令和２年には 28,042 人へ、１日あたり利用者数は平成 12 年の

173 人から令和２年には 77 人へと減少している。一方で、高齢化にともなう日常生活の足の確保は

ますます重要な課題となってきており、免許返納による無料券配布に加えて、空白地運送の実態に則

した運用が求められている。 

令和３年現在、７路線９系統で運行しており、うち４路線についてはデマンドタクシーによる運行

を行っている。 

 

町営バス利用者の推移     （単位：人） 

区分 
昭和 59 年 昭和 60 年 平成 2 年 平成 7 年 平成12 年 平成17 年 平成22 年 平成23 年 平成24 年 平成25 年 平成26 年 

（4～12月） （4～12 月） （通年） （通年） （通年） （通年） （通年） （通年） （通年） （通年） （通年） 

利用者 8,330 6,561 15,010 48,449 63,316 43,793 41,592 37,158 33,369 32,574 40,222 

（１日平均） 32.2 25.3 41.1 132.7 173.5 120.0 114.0 101.8 91.4 89.2 110.2 

伸び率 - -21.2% 128.8% 222.8% 30.7% -30.8% -5.0% -10.7% -10.2% -2.4% 23.5% 

            

区分 
平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和2年      

（通年） （通年） （通年） （通年） （通年） （通年）      

利用者 37,049 38,369 37,589 36,170 31,097 28,042      

（１日平均） 101.5 105.1 103.0 99.1 85.2 76.9      

伸び率 -10.9% 13.6% -2.0% -3.8% -14.0% -9.8%      

（資料：町民税務課資料） 

 

２ 対策 

（１）道路整備 

  住民の生活行動範囲の広域化への対応や産業の振興、多面的な交流の促進による地域の活性化を図

っていく基盤となる道路交通網の整備を強化していく。 

  まず、国道 113 号は、本町において四季を通じて外に通じることができる唯一の道路であり、住民
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生活や産業基盤を支える上で重要な役割を果たしている。市街地の狭隘箇所や急カーブでは、車輌の

大型化や交通量の増大などに伴って、交通事故が多発していることや、災害時の周辺町村との交通の

確保等を考慮しながらその改良を引き続き要望し、安全で快適な道路環境の整備を進めていく。 

  新潟山形南部連絡道路は、日本海国土軸と北東国土軸とを連結させ、多軸型国土の形成に大きく寄

与するとともに、多面的な地域間交流を促進し、既存企業の拡大や新たな産業の創出、若者の定住、

さらには災害時の緊急輸送路確保や救急時の搬送時間の短縮など医療防災の観点からも大きな効果

が期待されている。事業化された小国道路をはじめ、全線の早期建設を実現していくためには、新潟・

山形両県の 14 の関係自治体などで組織している新潟山形南部連絡道路建設促進期成同盟会と共に、

今まで以上に早期実現に向けた関係機関・団体への運動を展開していく。また、インターチェンジか

ら町内へのアクセスや市街地周辺における土地利用計画、県道である梅花皮橋の改良について関係機

関に要請しながら、本道路を利用した効果的な地域活性化の方向性を検討していく。 

  町道については、住民生活の利便性と安全性を確保していくことを基本に、新たな地域間交流、産

業の振興、災害対応に結びつく路線の優先整備と町内道路ネットワークの強化を図っていくとともに、

計画的な修繕等、持続的活用に向けた対応を強化していく。 

 

（２）公共交通機関 

  鉄道については、ＪＲ米坂線の運行時間や本数、さらに新幹線との連絡機能の向上を米坂線整備促

進期成同盟会の活動を通じて働きかけていく。 

町営バスについては、運行実績に基づく計画的な車輌更新を行うとともに、小国町地域公共交通会

議で運行経路や運行ダイヤ、料金設定の見直しを図りながら、その利便性を高めていくほか、デマン

ドタクシーやスクールバスとの連携、複合化による交通弱者に優しく利用しやすい地域内交通システ

ムの在り方を検討していく。 

  また、鉄道や町営バスの運行時間や乗継時間などについては、住民にとって一層利用しやすい条件

整備を継続していく必要がある。 

  さらには、平成 27 年度に策定した小国町地域公共交通網形成計画に基づき、地域住民との協働の

もと、公共交通の空白地域内における高齢者の見守りや集会所への移動のための交通手段について、

町営バスとの接続によるネットワーク化を図るとともに、空白地運送の在り方についても、より柔軟

な運用形態が実現できるよう関係機関と連携しながら検討を進める。 

 

事業の目標（成果指標） 基準値（R2） 目標値（R7） 

町道舗装補修率（年間） － ２％ 

町営バス等利用者 28,042 人/年 28,000 人/年 

 

 

 

 

 

 



- 58 - 

 

３ 持続的発展計画 

本計画において、交通施設の整備、交通手段の確保に関する持続的発展計画を次のとおり定める。 

事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

4 交通施設の整備、交通

手段の確保 

(1) 市町村道    

 道路    

    町道高坂道路整備事業 町  

    町道小坂町朝篠線道路整備事

業 

町  

    町道長者原内川線道路整備事

業 

町  

    町道舗装補修事業 町  

    町道西田沢頭線道路整備事業 町  

    北地区道路整備事業 町  

   橋りょう    

    町道橋補修事業 町  

  (3) 林道    

    林道施設維持管理事業 町 （２節掲載） 

    森林管理道沼沢線開設事業 町・県 （２節掲載） 

  (6) 自動車等    

   自動車    

    町営バス購入事業 町  

  (9) 過疎地域持続的発展特別事業    

   公共交通    

    公共交通運行事業 町  

    公共交通再編事業 町  

  (10) その他    

    米坂線整備促進期成同盟会負

担金 

町  

    新潟山形南部連絡道路建設促

進期成同盟会負担金 

町  

 

４ 小国町公共施設等総合管理計画との整合 

交通施設の整備については、道路、橋梁等のインフラ系施設の整備が重要となる。インフラ系施設に

関する基本方針に基づき、定期的な点検・診断を行い、劣化・損傷が軽微な段階で対策を講じるなど計

画的に修繕を行いながら、可能な限り長寿命化を図っていく。 
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第５節 生活環境の整備 

      

１ 現況と問題点 

（１）水道施設 

 水道施設としては、上水道１箇所、簡易水道７箇所、専用水道１箇所が設置されている。令和２年

における水道普及率は 73.7％に止まっているが、本町の場合、広大な行政区域内の中に 100 余りもの

集落が散在していることがその要因となっている。 

 上水道は、水源環境や天候状況等による水不足や施設老朽化が進んでおり、安定水量を確保するた

めの計画的な設備更新を実施している。特に、有収率確保が重要な課題となっており、継続的に配水

管の漏水調査を進めている。また突発的な漏水事故対策も求められる一方で、人口減少に伴う使用量

及び使用料金収入は減少傾向となっており、引き続き経営の健全化にむけた財源確保が必要となって

いる。 

 また地理的条件から、全町的な上水道の普及は難しい状況にあり、簡易水道事業区域や未普及地区

へより「安全で安心な水」を安定して供給するための方策を検討する必要がある。 

 令和 2 年度における一世帯あたりの１日給水量は 0.72 ㎥であり、平成 26 年度の 0.83 ㎥と比較す

ると 0.11 ㎥減少している。 

 

（２）生活排水処理 

 公共下水道は、平成 11 年から市街地を中心に供用開始し、以降、計画的に整備を進めてきており、

令和 2 年度末で全体計画区域の約 88.7％で供用開始している。加入率は 81.2％であり、水質保全と生

活環境の向上の面から受益者負担軽減措置や利子補給等を実施してきているが、計画区域における整

備が一段落したことにより新規加入は鈍化してきている。また、供用開始から 20 年余りが経過し、

施設の経年劣化も進んでいることから、「下水道ストックマネジメント計画」により計画的な長寿命

化や設備更新を進めるとともに、水道と同様に人口減少に伴う利用者減少の傾向は続くことから、今

後の経営の在り方について精査していく必要がある。 

  また、町全域の合併浄化槽での処理人口は、令和 2 年度末現在、1,047 人であり、公共下水道の普

及にあわせて処理割合は下水道区域内では減少傾向、町全域では増加傾向である。引き続き、単独浄

化槽からの円滑な移行を指導するとともに、既存の浄化槽の更新を進め、衛生面での環境改善を図る

上から、実情にあわせた生活排水処理施設の整備が求められている。 

 

（３）廃棄物処理 

  本町では、ごみの減量と資源化のために、平成５年４月からごみの完全分別収集を開始し、平成 14

年４月以降は、「可燃ごみ」「不燃ごみ」「有害ごみ」「プラスチック包装」「ペットボトル容器」「缶」

「びん」「古紙」「粗大ごみ」の９種類に細分化し回収している。 
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置賜３市５町の可燃ごみは、平成 10 年９月から共同で建設した高畠町にある千代田クリーンセン

ターで処理され、不燃ごみは、平成６年４月から置賜広域行政事務組合長井クリーンセンターで処理

されている。環境負荷の低減やプラスチックごみ削減などを目的とし、全国的にレジ袋の有料化が進

むなか、本町においては、平成 27 年度のごみ総排出量は 1,865ｔ、令和元年度の総排出量は 2,002ｔ

となっており、全体として増減はあるもののほぼ横ばいで推移している。しかし、住民１人の１日あ

たり生活系ごみの排出量は、516ｇであり、置賜地域の中では２番目に多い排出量となっている。 

  ごみの収集は、民間業者に委託し、ステーション方式により収集を行っている。地域別にみると中

心部では可燃ごみを週２回、これ以外の地域は週１回、不燃ごみ、びん、ペットボトルは全町域で月

１回、プラスチックは全町域月２回程度、古紙と缶等資源ごみについては、全町域で２ヶ月に１回収

集している。また家庭ごみにおいては、４割程度が生ごみであることから、この減量化にむけた対策

が必要である。 

 

ごみ処理の推移   （単位：人,ｔ） 

区分 
処理計画 

人  口 

処理 

人口 
処理率 

年間総 

排出量 

ごみ処理施設 

自 家 

処理量 
年間総処理量 施設能力 

（t/日） 

処理率 

総数 焼却処理 埋立処理 総処理率 焼却処理率 

昭和 45 年 13,935 6,133 44.0% 3,059 2,909 1,545 1,364 5.6 95.1% 50.5% 150 

昭和 50 年 12,736 12,456 97.8% 5,578 4,973 2,884 2,089 15.0 89.2% 51.7% 605 

昭和 55 年 12,420 12,358 99.5% 5,924 5,559 2,562 2,997 15.0 93.8% 43.2% 365 

昭和 60 年 12,144 11,134 91.7% 5,125 4,760 3,358 1,402 15.0 92.9% 65.5% 365 

平成 2 年 11,566 10,618 91.8% 3,989 3,643 2,716 927 15.0 91.3% 68.1% 346 

平成 7 年 10,899 10,218 93.8% 1,967 1,866 1,403 233 15.0 94.9% 71.3% 101 

平成 10 年 10,647 10,536 99.0% 2,775 2,749 2,086 217 15.0 99.1% 75.2% 26 

平成 12 年 10,547 10,547 100.0% 2,716 2,716 1,904 339   100.0% 70.1%   

平成 17 年 9,901 9,901 100.0% 2,900 2,900 2,138 279   100.0% 73.7%   

平成 22 年 8,981 8,981 100.0% 1,892 1,892 1,657 162   100.0% 87.6%   

平成 27 年 8,159 8,159 100.0% 1,865 1,865 1,670 123   100.0% 89.5%   

令和元年 7,429 7,429 100.0% 2,002 2,002 1,600 140  100.0% 74.9%  

（資料：一般廃棄物処理事業実態調査） 

 

（４）し尿処理 

 し尿については、現在、公共下水道と浄化槽の方法により処理している。平成 13 年度からはみな

し浄化槽が設置できなくなったため、公共下水道供用区域以外については、合併浄化槽設置を進めて

いる。 

 浄化槽や公共下水道の普及により、し尿処理施設での処理割合は減少している。し尿処理は米沢ク

リーンセンター又は長井クリーンセンターまで運搬し、広域処理を行なっているが、春の処理量増、

運搬回数増は経費の増加につながるため、引き続き下水道加入や合併浄化槽設置へと誘導していく。 
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（資料：一般廃棄物処理事業実態調査 ほか） 

 

（５）消防・防災 

 迅速で効率的な消防体制の実現を目指し、ポンプ庫の改築、防火水槽の設置、消防指令車及び消防

ポンプ自動車、全自動積載車の購入など設備の整備、更新を計画的に行っている。昭和 49 年、西置

賜行政組合消防署小国分署の設置により、常備消防体制が整っている。非常備消防団についても、社

会環境の変化に合わせながら組織編成を行ってきている。消防団員は、令和３年４月現在 351 人、８

分団（本部分団を入れて９分団）である。総じて、団員の確保と高齢化が課題となってきており、全

町的な分団再構築と施設整備の在り方を検討する必要がある。 

 消防施設及び設備をみると、町内には、未だ防火用水の整備が遅れている地区がある。水の確保が

困難な場所が多いため、整備計画に基づき地域性と優先順位を考慮しながら進めていく。 

 総括的な防災という観点では、小国町地域防災計画（平成 26 年３月）により、緊急災害時の対応

がマニュアル化されており、これに基づいて地震や豪雪をはじめ、土砂災害や林野火災などが発生し

た場合に、必要な対応を講じることとしている。令和３年度には、平成 27 年度に作成したハザード

マップをリニューアルし、新しい基準による洪水浸水想定区域を示して危険箇所の周知を図っている。

また東日本大震災以来、住民へのいち早い情報の伝達や減災体制の構築が求められており、防災行政

通信システムを導入し、防災ラジオも全戸配布しているが、情報伝達手段については、多様な媒体や

自主防災組織との連携が求められる。さらに、災害時におけるスムーズな避難所の設置体制、プライ

バシーや女性や子どもも使いやすく、感染症対策等も備えた避難所設備に配慮していく必要がある。 

 また、「自助」「共助」「公助」の考え方に基づき、住民が主体となった防災体制が必要であることか

し尿処理の推移 （単位：人,kl） 

区分 
処理計画 
人  口 

処理 
人口 

処理率 
年間総 
排出量 

し尿処理施設 自家処理量 

年間総 
処理量 

処理率 
処理能力 
(kl/日) 

総数 
し尿 
浄化槽 

その他 

昭和 45 年 13,935 6,133 44.0% 3,327 3,127 94.0% 10 200   200 

昭和 50 年 12,736 6,067 47.6% 6,508 6,508 100.0% 10 3,101 295 2,806 

昭和 55 年 12,420 8,951 72.1% 5,272 3,532 67.0% 20 1,740 478 1,262 

昭和 60 年 12,144 10,032 82.6% 4,543 3,398 74.8% 20 1,145 830 315 

平成 2 年 11,566 8,761 75.7% 5,410 3,977 73.5% 20 1,433 1,283 150 

平成 7 年 10,899 7,841 71.9% 6,467 4,655 72.0% 20 1,812 1,769 43 

平成 10 年 10,647 6,719 63.1% 7,103 4,683 65.9% 20 2,420 2,420 0 
           

区分 
処理計画 

人  口 

し尿処理施設 下水道 浄化槽    

処理人口 処理率 処理人口 処理率 処理人口 処理率     

平成 12 年 10,547 5,358 50.8% 1,087 10.3% 4,102 38.9%     

平成 17 年 9,716 3,056 31.5% 3,070 31.6% 3,590 36.9%    

平成 22 年 8,981 2,805 31.2% 3,401 37.9% 2,775 30.9%    

平成 27 年 8,159 2,176 26.7% 3,706 45.4% 2,277 27.9%    

令和元年 7,287 1,820 25.0% 3,499 48.0% 1,968 27.0%    
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ら、地域における自主防災組織の組織化促進に取り組む必要がある。 

 

（６）住宅 

 持ち家率は平成 27 年 82.4％で平成 22 年 81.5％と比較すると 0.9 ポイント増加しており、依然と

して高い持ち家志向がみられる。このようなニーズに対応し定住を促進するため、これまであけぼの

地区の宅地分譲を進めてきており、全 110 区画中、令和３年３月までに 95 区画が販売済みとなって

いる。 

  公営住宅は、勤労者住宅（岩井沢・小坂町・西）、あけぼの団地、小坂町住宅、幸町団地があり、若

年労働者や若年世帯を中心として根強いニーズがある。また、単身高齢者や老齢夫婦世帯の居住環境

を整えるため平成 14 年度には高齢者住宅（５戸）を建設している。しかし、多くの公営住宅で老朽

化が著しくなっており、さらには少子化や単身世帯の増加に対応するため、新たな住宅環境の整備な

ど、若い世代に対する住宅環境施策が必要となっている。 

  さらに近年、人口減少、高齢化とともに空き家が急増し、管理が不十分な物件や、所有者が不明確

な物件が増えている。また本町では、冬期間の管理によって雪害の影響が非常に大きくなっている。

一方で、活用可能な空き家情報を求める移住者のニーズもある。空き家や空きスペースの利活用が叫

ばれながらも、空き家情報が一元管理されておらず、すぐに住むことが出来る空き家を案内できない

状況となっている。 

 

（７）雪への対応 

 本町は全国屈指の豪雪地帯であり、雪を克服し快適な冬の生活を送ることが住民の悲願である。冬

期間は、平均して町中心部でも２ｍほど、山間部では４ｍ以上の積雪になることもあり、住民生活と

企業活動において、除雪体制の整備や生活道路の確保は、本町にとって非常に重要である。 

 除雪機械は計画的な整備を行ってきた結果、令和２年現在の保有台数はロータリー除雪車 16 台、 

除雪ドーザ８台、ショベルローダ１台、計 25 台となっている。道路の常時除雪は、国道及び一般県

道が 100％、主要地方道は 54.0％の除雪率となっており、豪雪地帯の冬季交通は確保されている。町

道除雪は 44.1％となっているが、町内の生活関連道路はほぼ全線にわたって完全除雪体制がとられて

いる。また、ハンドガイド式除雪機を５台導入し、住民組織への貸出によって、よりきめの細かい柔

軟性の高い除雪体制整備を行っている。 

 市街地及びその周辺については、機械除雪とともに流雪溝を整備し、これによる排雪を行っている

が、水量不足のため十分機能していない箇所もある。また、高齢世帯の増加、生活様式や就労環境の

多様化に伴い、住民の除排雪に対するニーズは一層高まってきているものの、除雪機械オペレーター

不足なども生じてきており、新たな担い手の確保対策も必要である。 
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冬季交通の確保状況（令和 2 年度現在） （単位：ｍ） 

区分 実延長 
総数 常時除雪 随時除雪 

延長 率 延長 率 延長 率 

国道 25,891 25,891 100.0% 25,891 100.0% － － 

主要地方道 50,464 28,700 56.9% 28,700 56.9% － － 

一般県道 28,880 28,800 100.0% 28,880 100.0% － － 

町道 268,246 118,389 44.1% 108,011 40.3% 10,378 3.9% 

（資料：米沢国道維持出張所・置賜総合支庁西置賜道路計画課・地域整備課資料） 

 

除雪機械等（令和 2 年度現在） （単位：台,人） 

区分 

保有台数 

借上車 

オペレータ 

委託者 
総数 

除雪 
ドーザ 

ロータリー 
除雪車 

ショベル 
ローダ 

除雪 
グレーダ 

高速圧雪 
整正機 

その他 職員 雇用 

国 18 1 4 - 2 4 7 - - - 1 

県 15 9 5 - - - 1 - - - 3 

町 25 8 16 1 - - - 17 - 12 11 

（資料：米沢国道維持出張所・置賜総合支庁西置賜道路計画課・地域整備課資料） 

 

（８）安全 

  町内の交通安全の啓発活動については、小国町や小国警察署をはじめ、交通安全協会や安全運転管

理者協議会、交通安全母の会等の交通安全関係団体で構成される交通安全推進協議会が主体となっ

て、年間を通じた交通安全週間における各種取り組みなどを展開してきた。また、交通量の多い国道

と県道については安全な道路環境を確保するため、対向車を知らせる電子掲示板の設置や視距改良な

どの対策を行ってきた。これらの取り組み等により町内の人身交通事故件数は、平成 17 年の 57 件を

ピークに、平成 22 年 33 件、平成 26 年 22 件、令和２年 16 件と減少傾向にある。しかし、死亡事故

については毎年のように発生しており、特に国道 113 号沿いで多く発生していることから、対町民だ

けでなく、往来する通行車両も含めて誰もが安全意識を高める取り組みが必要となっている。 

 

２ 対策 

 人口減少、少子高齢化の進行、所得格差の拡大や価値観の多様化、自然災害の増加に伴い、住みや

すい生活環境に対する住民の需要は年々高まる一方にあることから、安全で安心して暮らすことがで

きる快適な定住環境の整備に加え、多様な地域との協働、交流、連携を促進していくための基盤整備

については、着実に推進していく。 

 さらに昨今、SDGs に象徴されるように、暮らしと環境の持続可能な在り方については地球規模で

注目されている。本町においても、木質バイオマスエネルギーなどの有効活用など農山村における循

環型社会の実現を目指して、環境負荷の低減や生活の質の向上を図っていくこととする。 
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（１）水道施設の普及 

    水道施設については、平成 30 年度より新たに針生水源地と配水池を整備して供用開始したところ

であるが、施設全般については供用開始から 40 年以上が経過しているため、老朽化施設の改修を計

画的に進めていく必要がある。また有収率確保のため漏水調査を継続するとともに、更新経費の平準

化と料金改定を見据えたアセットマネジメントを策定しながら、集落の立地条件を踏まえ、最適な方

法を考慮して整備し、普及率向上と安定供給を図っていく。簡易水道についても水質や水量調査を行

い、安全で安心な水を供給できるよう整備と更新を進めるとともに、公営企業会計への移行に併せて

水道と簡易水道の料金統一化や、給水人口減少に対応するため経営統合を見据えた検討を本格的に進

めていく。 

 

（２）生活排水施設の普及 

  下水道については、引き続き加入促進を図りながら、計画的な施設設備の更新を進めていくととも

に、下水道事業会計の公営企業会計への移行を着実に行う。 

  また、公共下水道計画区域外については、地域の立地環境に合わせながら、浄化槽の設置普及を進

め、生活排水や水質保全に対する住民の意識高揚を図っていく。 

 

（３）ごみ処理対策 

    ごみ処理については、これまでどおり広域的な対応での取り組みを推進していく。これに併せて本

町としては、生ごみ減量化、資源ごみ回収、分別収集を徹底しながら、再資源化を進め、環境保全へ

の意識づけや、循環型社会の仕組みづくりを進めていく。また同時に、ごみをなるべく出さない生活

習慣の普及を図り、環境学習の場の設定や各種ソフト事業の展開を進めていく。 

 

（４）し尿処理対策 

   し尿処理については、融雪期に処理量が増加することや、運搬量、回数に伴い経費が増加するため、

下水道加入や浄化槽設置を誘導し、生し尿の処理量の減少を図っていく。 

 

（５）安全な生活環境の維持 

   近年は、局地的な豪雨や竜巻、突風など、予測の難しい災害が頻発していることなどから、住民へ

いち早く災害情報を伝達するため、防災行政無線をはじめ、ＩＣＴの活用を含め多様な情報伝達シス

テムを整備するとともに、避難行動要支援者の避難行動計画策定や避難所機能の充実、ボランティア

センターの体制整備、さらには災害時の拠点となる防災センター整備等について検討する。 

また、国等に対する要望などを通じて、治山治水事業の継続的な推進を図り、安全な住民生活を確

保していく。 

   消防、救急においては、西置賜行政組合の取り組みを継続しながら、防災や緊急援助の広域的な対

策について検討を行っていく。さらに、少子高齢化や人口減少の進展により、消防団の体制維持が困
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難になっていくことが懸念される。そのため、機能別消防団員の導入や班編制の見直しを検討すると

ともに、地域を守る意識を高めながら、消防団への加入促進を図る。併せて、こうした消防団体制の

見直しに合わせ、機動力化を目指した軽積載車やポンプ庫など、計画的な資機材と施設の更新・配備

を検討していく。 

 万が一災害が発生した場合には、行政による対応のみでは限界があることから、自助・共助・公助

の考え方に基づき、住民が自ら災害に備えることや、自主防災組織の設立促進を継続して展開すると

ともに、地域の環境を捉えた共助の体制づくりを検討する。 

   防犯については、犯罪や詐欺事件が増えている中、特に高齢者に対する犯罪防止のためのソフト事

業が求められていることから、警察、防犯協会等との連携を強化し、地域全体で犯罪を防ぐ体制づく

りを進めていく。 

  交通安全についても、現在取り組まれている通学路の安全対策を含め、警察や交通安全協会団体と

の連携による取り組みを継続し、事故防止に努めていく。 

 

（６）住宅供給 

生活様式の多様化や、少子高齢化を踏まえ、時代に即した居住環境整備を進めるため、その実態把

握に努め、公営住宅の計画的改修や少子高齢社会に対応した居住施設等の整備を図っていく。また最

近では、単身世帯用の住宅ニーズが増してきており、民間アパートに空きが少ない状況となっている

ため、二地域居住や交流居住、ＵＪＩターンなども含めた多様な需要へ対応できるよう空き家や空き

スペースなどの情報収集及び利活用の検討を進める。活用できない危険空き家については、除却を促

すとともに、その支援策について総合的に検討していく。 

   定住環境の整備については当面、あけぼの団地の販売状況や、中古住宅市場の状況を見ながら、求

められている住宅ニーズを的確にとらえ検討を進める。特に近年の傾向としては、単身世帯向けや比

較的コンパクトな住宅を求める声も聞かれることから、民間事業者が取り組む賃貸住宅の整備等への

支援の方策を検討する。一方、高齢者世帯の増加や周辺部における空き家事情なども総合的に考慮し、

あらゆる年代において安心して住み続けられる住宅環境の在り方と、多様な居住空間の整備に取り組

んでいく。さらに、空き家情報の収集と利活用にむけて関係機関と連携を図っていく。 

 

（７）雪処理対策 

    道路除雪については、主要生活道路からさらに支線に至る生活密着道路までその範囲を拡大し、冬

季の住民生活を支えていく。市街地については、流雪溝用水を確保しながら、効果的、効率的な雪処

理空間を形成し、除雪機械オペレーターの確保と育成に努める。また、機械除雪が対応できない狭隘

道路や独り暮らし老人や老夫婦世帯などの社会的弱者に対する住宅除雪の支援策として、除雪ボラン

ティアの育成を進めるとともに、ハンドガイド式除雪機を増やすなど、地域のなかで人々が支えあう

除雪体制を構築していくほか、宅道除雪など、きめ細かい除雪維持体制の確保に努める。一方、人口

減少等に伴い、必要となる除雪路線の精査を継続しながら、効率的で効果的な除排雪を図ることとす

る。 
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事業の目標（成果指標） 基準値（R2） 目標値（R7） 

公共下水道加入率 49.8％ 62.8％ 

生活系ごみ排出量 
500g/日 

（H28～R2 平均値） 
450g/日 

自主防災組織の組織率 57.6％ 100％ 

 

３ 持続的発展計画 

本計画において、生活環境の整備に関する持続的発展計画を次のとおり定める。 

事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

5 生活環境の整備 (1) 水道施設    

   上水道    

    水道事業 町  

   簡易水道    

    簡易水道施設整備事業 町  

  (2) 下水処理施設    

   公共下水道    

    公共下水道整備事業 町  

    下水道施設ストックマネジメ

ント事業 

町  

  (4) 火葬場    

    斎場設備機器修繕事業 町  

  (5) 消防施設    

    消防施設整備事業 町 防火水槽、消火栓 等 

    消防車両購入事業 町  

  (6) 公営住宅    

    公営住宅長寿命化事業 町  

  (8) その他    

    斎場管理事業 町  

    し尿処理施設維持費分担金 町  

    ごみ処理施設維持費分担金 町  

    ごみ収集・処理委託業務 町  

    消防団員安全装備品等整備事

業 

町  

    消防団活性化事業 町  

    消防団処遇改善事業 町  

    災害用備蓄品整備事業 町  
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    自主防災組織育成整備事業 町  

    小河川整備事業 町  

    除雪事業 町 道路除排雪、人財確保・

育成など 

    除雪機械整備事業 町  

    コミュニティ道路整備事業 町  

    合併処理浄化槽整備事業 町  

    小国の住宅総合支援事業 町 住宅リフォーム補助 

等 

（11 節掲載） 

    西勤労者住宅及び付帯駐車場

管理事業 

町  

    民間賃貸住宅整備支援事業 町  

    空き家対策計画策定事業 町  

    公営住宅解体事業 町  

    下水道公営企業会計適用事業 町 （12 節掲載） 

    簡易水道公営企業会計適用事

業 

町 （12 節掲載） 

    都市計画マスタープラン策定

事業 

町  

    YBC ラジオ中継局送信機器更

新事業 

町 （３節掲載） 

    役場庁舎臨時修繕工事 町  

    役場庁舎周辺地下水調査事業 町  

    町有財産管理費 町  

    避難所環境整備事業 町  

 

４ 小国町公共施設等総合管理計画との整合 

生活環境の整備については、上下水道等のインフラ系施設の長寿命化、公営住宅等建物の長寿命化、

消防施設等の整備に取り組む。いずれの施設も基本方針に基づき、長寿命化や適正な規模による整備を

図っていく。 
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第６節 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上

及び増進 

     

１ 現況と問題点 

（１）子育て環境 

令和 3 年４月１日現在の就学前児童数は 201 人であり、平成 28 年度に比べ 102 人減少している。

現在町内には認可保育所３箇所（保育園（公立１箇所、民間１箇所）、認定こども園（民間１箇所）、

へき地保育所 2 箇所（休園））があり就学前児童の 83.6％にあたる 168 人が通年保育を受けている。 

令和 2 年度中に生まれた子どもの数は 26 人であり、児童数が急速に減少していることから、定員

数を減らす等の対応を行っているほか、民間保育所との役割分担、今後の保育園のあり方などについ

て総合的に検討をした結果、令和４年度をもって公立の「おぐに保育園」を閉園することとした。 

 子育てに関しては、保健、医療体制や相談体制の充実も求められており、町立病院で小児科を開設

しているほか、令和 2 年度からは子育て世代包括センターを開設し、相談窓口機能を担っている。平

成 28 年度からは、医療費の無償化を高校生世代まで拡充したほか、令和元年度から園児の副食費実

費相当の経済支援を行っている。また、保護者の就労形態の多様化に伴い、臨時的な保育ニーズに対

応するため、会員制で育児に関する相互援助活動を行うファミリーサポート事業や病後児保育事業を

行い子育て支援サービスの充実を図っている。しかし、いずれも対応する人財の確保が課題となって

いる。 

中央児童室の令和 3 年 4 月 1 日現在の入所児童数は 68 名であり、留守家庭児童を対象に放課後保

育等を実施しているが、共働き世帯の増加などによって、入所児童が増加傾向にあることから平成 31

年度に定員を 80 人に増員した。施設は小国小学校内に設け、学校と一体となった体制を整備するこ

とで、利便性の向上を図っている。さらに、平成 27 年度からは制度改正に併せ、対象を小学校 6 年

生までに拡大し、開所時間を延長するなど、仕事と子育ての両立に対応している。しかし、利用者が

増えたことによりスペースが狭くなっていることや近年においては、支援が必要な子どもが増えてい

る傾向があり、そのための支援体制が求められている。また、コロナ禍にあって子どもの貧困の実態

調査が十分に把握されていないため、調査等の必要性がある。 

 

（２）高齢者の福祉 

本町の令和３年４月１日現在の 65 歳以上の人口は 2,958 人で、総人口に占める割合が 41.3％とな

っている。今後、さらに加速する急速な高齢化にあって、高齢者が安心して暮らすことができる介護

や生活支援のサービスの充実とともに、地域全体の福祉力の向上、多様なサービス担い手の育成とい

った地域包括ケアの充実と地域社会において高齢者一人ひとりがいきいきと輝くことのできる環境

づくりに努めていく必要がある。 

  介護が必要な高齢者に対しては、介護保険制度による介護サービスを提供しているが、本町におい
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ては、地域包括支援センターを中心に医療、福祉、介護、保健の連携を図りながらサービス提供にあ

たっている。令和３年４月１日現在、65 歳以上の要介護、要支援者が 570 人で高齢者全体の 19.3％

を占めている。また、寝たきり高齢者が 51 人となっている。一方、ひとり暮らし高齢者が 465 人、

65 歳以上の高齢者のみで構成される高齢者世帯数が 970 世帯と年々増加傾向にあるため、家族に代

わって地域全体で見守っていくための体制づくりが必要になっている。 

  施設介護においては、特別養護老人ホーム 106 床、リハビリテーションを目的とした介護老人保健

施設 50 床によりサービス提供を行っており、令和２年には、有料老人ホーム 30 床が開設された。こ

れらの入所型施設においては、個室、ユニットケアの普及など入所者一人ひとりの生活の質の向上が

求められているが、本町の場合、これら施設内だけでの対応では困難であり、在宅サービスとの組み

合わせなどによって対応していく必要がある。一方、老人保健施設「温身の郷」は、高齢化の進行度

などによる利用実態から機能のあり方について再整理が必要となっている。 

  近年、認知症高齢者が増加傾向にあり、介護する家族の負担が大きくなっていることから、現在、

民間の認知症対応型グループホーム及び介護老人保健施設で認知症高齢者に対する介護保険サービ

スを提供している。また、平成 27 年度には認知症高齢者が行方不明になった場合に速やかに捜索が

できるよう、小国警察署等と連携して認知症高齢者帰宅支援事業を開始している。しかし、認知症に

対しては、食事や運動指導などを含めた予防、早期発見、早期治療が重要とされており、気軽に相談

することができる環境と、関係機関の連携による支援体制の充実が急務である。 

   また現在、高齢者の見守りの場、交流の場として町内各地において地域サロンを展開しているが、

地域の自主的な活動のため地域のリーダーとなる人財や世話人の確保が困難となり開催できない地

域があり課題となっている。 

    

（３）その他の福祉 

 令和３年４月現在で、本町の身体障害者手帳所持者は 362 人、療育手帳所持者は 70 人となってい

る。また、精神障がい者は町の推計によると 101 人となっている。 

 平成 25 年度から施行されている障害者総合支援法に基づき、障がいを持ちながら、希望する場所

で生活を維持していくことができるように暮らしやすい環境づくりや、地域の一員として社会とかか

わる支援を行うことが重要である。また、町内の NPO 法人がグループホームの開設や相談支援、就

労支援などの障がい福祉サービス事業を行いサービスの充実に努めている。 

 町内の生活保護世帯は、令和 3 年４月現在で 35 世帯、保護人員は 39 人となっており、このうち 65

歳以上の高齢者世帯が 20 世帯、23 人で、経済的自立に向けた対策とともに、高齢者福祉と連動した

対策が必要になっている。 

 

２ 対策 

（１）子育て環境 

少子化傾向は今後、急速に進んでいくことが予想され、それにより将来の社会経済環境は大きく変

化していくものと思われる。このため、若い世代において安心して子どもを産み、育てることができ

る環境づくりを進めるため、結婚から、妊娠、出産、子育て期までの切れ目ないサポートを推進し、



- 70 - 

 

子育ての喜びや楽しさを共有できる環境を創出する。さらに、子どもを社会全体で育てることを基本

に、子育てにかかる精神的・経済的負担の軽減に努めながら、子育て優先型社会の創出に繋げていく。 

 

【結婚・妊娠・出産への支援】 

若い世代の結婚や新生活を応援するため、結婚に伴う住宅費や引っ越し費用の一部助成などを行い

経済的に支援するほか、安心して妊娠・出産ができるよう妊婦検診の費用助成や出産支援金の支給、

さらには育児用品の贈呈等を行い、結婚から出産まで継続的にサポートし不安や負担の軽減を図る。 

 

【子育て支援の充実】 

保育時間の延長や休日保育、病児・病後児保育といったニーズへの対応を含め、町独自の保育料の

軽減措置や園児の副食費実費相当の支援、ファミリーサポートセンターの利用拡大に向けた取り組み

などを継続し保育サービスの充実を図る。 

また、乳幼児に対する医療や保健の水準を確保するため子育て講座や食育講座などを開催するほか、

子育て全般の相談や各種情報を提供する子育て支援センター機能を充実していく。また、親世代のニ

ーズの把握と、低学年児童への放課後対策なども含めて、保育園や中央児童室に求められる役割の検

討を進めていくとともに、放課後子ども教室を担う教育委員会や子育てイベントなどを行う民間団体

等との連携を図る。 

 

【総合的な子育て環境の整備】 

本町の有する自然や伝統の知恵など、高齢者や子育てを経験した世代が持つノウハウを子育て世代

と共有するほか、子育て世代同士が相談しあえる場を創出するなど、多様な交流を促進し安心して子

どもを産み育てることができる仕組みを構築する。また、結婚から子育て期まで、長期における環境

整備が必要であるため切れ目のない系統的な子育て支援施策を検討していく。一方、少子化の進行に

伴う児童数の減少などにも的確に対応しながら、保育施設の充実整備や保育サービスを展開するとと

もに、民間保育所のあり方についても総合的な検討を行っていく。併せて、おぐに保育園が令和 4 年

度をもって閉園するため、子育て支援の拠点となる子育て支援センターや子どもの遊び場などの施設

整備、障がい児に対応するデイサービス事業について、検討していく。 

 

事業の目標（成果指標） 基準値（R１） 目標値（R7） 

母子保健事業利用者の満足度 

（子ども・子育て支援事業計画

ニーズ調査） 

91％ 95％ 

 

（２）高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

高齢化の進展により、高齢者が社会を担うウェイトは益々高まっていくため、高齢者が健康でいき

いきと生活し、その知恵や技術を地域づくりや産業づくりに発揮していく環境づくりが必要になって

いる。そのため、各種サービスの実施や ICT の利活用等によるセーフティネット機能の充実ととも

に、元気で健康な高齢者を生産年齢の一部と捉えた事業展開を図るなど、社会的に活躍できる場を積

極的に創出していくことが重要である。 
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【包括的な支援の充実】 

健康づくり事業、介護予防事業、介護サービス等の各段階において、保健、医療、福祉、介護サー

ビスの連携を強化し、家族や利用者のニーズに即したサービス提供を行い、包括的な福祉サービスの

拡充を図るとともに、民間のグループホーム、特別養護老人ホーム、介護付き老人ホーム等との連携

を図り町全体として計画的な高齢者施策を展開する。 

在宅介護支援については、地域包括支援センターを総合相談窓口として 24 時間体制で対応し利用

者の不安軽減を図っていく。また、介護保険制度で活用できるサービスメニューの検討と多様なニー

ズの把握を行うとともに、個々の症状に柔軟に対応できるよう支援体制の充実を図る。 

また、急増する認知症対策としては、早期の診断と治療介護がその後の生活に大きく影響すること

から、平成 28 年度に認知症初期集中支援チームを設置しており、引き続き認知症地域支援推進員の

育成や関係機関との連携強化を図っていく。また、介護が必要になることを予防するという視点から、

加齢により身体機能が低下しても、より健康で快適な生活を送ることができるよう積極的な健康づく

り事業を展開する。 

介護保険制度については、今後、更にニーズが高まると見込まれるため、健全な運営と継続性を高

め、要介護、要支援と認定された方へのサービス提供と、支援の必要な高齢者への介護予防サービス

の充実を図っていく。さらに住み慣れた地域での生活の継続を目的として、地域のケア資源を活用し、

要介護者の希望に応じたサービスの提供を継続していく。併せて介護が必要な高齢者のみでなく、介

護する家族の負担や、その家族が抱える様々な課題へ対応するため、各種の相談に適切に応じること

ができるように関係機関の連携を強化していく。また、要介護者のケアプラン策定を担う居宅介護支

援事業所が減少していることから、ケアプランセンターの構築などその対応を整理していく。 

高齢者の生きがいづくりと自立を目指し、シルバー人材センターの登録の推進と生涯学習、生涯ス

ポーツ・健康づくり事業などが連携し、高齢者が地域における産業や福祉及び教育等の様々な分野で

活躍できる仕組みづくりを行う。 

 

【地域の福祉力の向上】 

行政と地域全体が力を合わせて支援が必要な方をきめ細かく支えていけるように、地域福祉計画に

基づき、多くの人が介護の基礎知識を習得する機会を設け、介護職員初任者研修を受講できるよう支

援していく。さらに認知症サポーター養成講座等を通して、幼少期から認知症の方がいる社会を理解

し、共に支え合う地域づくりを進めていく。 

また、地域内の繋がりが希薄になる中で、自宅への閉じこもりを防止する等の役割を担う地域サロ

ンの開催が持続できるよう地域のリーダーの発掘を図る。課題である移動手段については、空白地運

送の検討や住民同士のカーシェアリングなど多様な手段の確保に努める。また、見守り支援と併せて、

福祉カルテを活用し、地域、関係機関が情報を共有することにより、緊急時の迅速な対応を確保する

とともに、日常生活での支援を行うため、引き続き福祉カルテの登録を推進していく。このように多

様な主体が連携しながら地域で支援する仕組みを確立し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らす

ことのできる町の構築を目指す。 

 

事業の目標（成果指標） 基準値（R2） 目標値（R7） 

地域サロン実施個所数 34 地区 35 地区 
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（３）障がい者の保健及び福祉の向上及び増進 

障がい者一人ひとりの適性に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、地域の特性や利用

者の状況に応じた柔軟な形態による事業を効果的に実施し、住み慣れた地域で障がいがある人もない

人も安心して暮らし続けられる地域づくりを目指す。具体的には、福祉有償運送による送迎支援、公

共施設等のバリアフリー化を図るとともに、現在展開されている農福連携の取り組みなどを含め、

NPO 法人との連携を進めながら、障がい者の地域における自立した生活や社会参加を促す。また、

「小国町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」を令和２年３月に制定しており、条

例に掲げた基本理念に基づき、町民や事業所の理解を得るとともに、共生社会の実現に向けた取り組

みの推進を図る。 

 

事業の目標（成果指標） 基準値（R2） 目標値（R7） 

就労継続支援 A 型から一般就労

への移行 
１人 1 人 

就労継続支援 B 型から一般就労

への移行 
０人 1 人 

※就労継続支援 A 型：通常の事業所に雇用されることが困難であって、適切な支援により雇用契約に基づく就労が可能

な障がい者 

※就労継続支援 B 型：就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している

者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される

障がい者 

 

（４）その他の福祉 

生活保護世帯やひとり親世帯等の福祉対策については、社会的・経済的な自立を目指し、関係機関

と連携した支援を行う。また、福祉対策を要する方の家族会や介護者交流会といった自主的な活動を

促進し、共に助け合いながら生活できる共生社会の形成を目指していく。また、社会的な問題となっ

ているひきこもりについて、実態把握に係る進め方の整理を踏まえた支援のあり方等対策の方向を検

討する。 

 

（５）多様な福祉の担い手の育成 

高齢社会の進行に伴って、生活支援や介護を必要とする高齢者が確実に増えていくことが予測され

る一方、介護福祉士などの福祉関係の人財不足が深刻化しており、多様な担い手を確保していく必要

があることから、介護職員の初任者研修に対して支援を行っている。本来の介護職従事者の確保とと

もに移住者や高校生は無料とするなど、多様な人財を確保する仕組みづくりを引き続き行い、併せて

移住促進や小国高校の魅力化として位置付け関係部署と連携して推進していく。 
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３ 持続的発展計画 

本計画において、子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進に関する持続的発展計

画を次のとおり定める。 

事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

6 子育て環境の確保、高

齢者等の保健及び福

祉の向上及び増進 

(1) 児童福祉施設    

 保育所    

  おぐに保育園管理運営事業 町  

    おぐに保育園環境整備事業 町  

   児童館    

    中央児童室管理運営事業 町  

  (4) 介護老人保健施設    

    負担金交付金 町 老人保健施設負担金 

    認知症対策事業 町  

    機器設備更新事業 町  

  (8) 過疎地域持続的発展特別事業    

   児童福祉    

    福祉医療給付事業 町  

   高齢者・障害者福祉    

    障害者居宅生活支援事業 町  

    支えあいほっとライン事業 町・民間 見守り支援、地域サロ

ン、福祉カルテ 

    介護職なかま創出事業 町 介護職員初任者研修 

    高齢者等暮らし応援事業 町 高齢者宅除雪支援 

  (9) その他    

    負担金事業（おいたま荘） 町 負担金 

    地域生活支援事業 町  

    障害者補装具等給付事業 町  

    健康管理センター管理運営事

業 

町  

    障害者自立支援給付事業 町  

    健康管理センター自動車リー

ス事業 

町  

    特別支援学校通学支援事業 町  

    老人福祉施設入所措置事業 町  

    介護保険利用者負担軽減事業 町  

    介護予防支援事業所運営事業 町  
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    児童福祉事務事業 町  

    補助金・交付金事業 町 保育園副食費補助 

    保育所入所児童委託事業 町  

    児童手当支給事業 町  

    特別保育事業 町  

    認定こども園施設型給付事業 町  

    児童福祉施設管理事業 町  

    子育て支援センター運営事業 町  

    病後児保育事業 町  

    母子保健事業 町  

    結婚支援事業 町 （12 節掲載） 

    こどもの食育事業 町  

    妊婦出産支援事業 町  

    特定不妊治療助成事業 町  

    赤ちゃん応援ギフト事業 町  

    居宅介護サービス給付費 町  

    地域密着型介護サービス給付

費 

町  

    施設介護サービス給付費 町  

    居宅介護福祉用具購入費 町  

    居宅介護住宅改修費 町  

    居宅介護サービス計画給付費 町  

    介護予防サービス給付費 町  

    介護予防福祉用具購入費 町  

    介護予防住宅改修費 町  

    介護予防サービス計画給付費 町  

    審査支払手数料 町  

    高額介護サービス等費 町  

    高額医療合算介護サービス等

費 

町  

    特定入所者介護サービス等費 町  

    介護予防・生活支援総合事業 町  

    包括的支援事業費 町  

    家族介護継続支援事業 町  

 

４ 小国町公共施設等総合管理計画との整合 

子育て環境の確保に関する施設ついては、民間との役割分担、今後の施設のあり方について検討し公

立の「おぐに保育園」を閉園することとした。また、平成 27 年度に休止したあさひ保育園、平成 29 年
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度から休止した叶水保育園は、地域おこし協力隊の活動拠点へ転用し活用している状況である。 

高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進に関する施設は、介護老人保健施設については機能のあり方

について再整理を行うこととしている。また、白沼老人憩いの家は、当初の役割を終えていることから、

解体を予定している（第 12 節掲載）。 

いずれの施設も、今後多様なニーズに応えていく必要があるが、公共施設等総合管理計画の基本方針

を踏まえ進めていくこととする。 
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第７節 医療の確保 

  

１ 現況と問題点 

（１）健康の確保 

小国町の令和元年の死因別死亡統計では三大生活習慣病による死亡割合が 39.7％であり、県の

50.9％を 11.2 ポイント下回っている。高齢化率は、平成 17 年度の 31.2％から令和 2 年 10 月には

41.5％となり、10.4 ポイント上昇している。 

  高齢化率は、今後とも上昇していくことが推測されるが、一方で、医療技術の発展や栄養・食事面

の改善などを要因とした平均寿命の増進、さらには健康に対する意識の高まりにより、心身の健康が

保たれ、活発な社会活動を行う高齢者も増えてきている。そのため、従来の疾病対策とともに、治療

が必要となる以前に、生涯にわたって健康に暮らせるよう、各種健康診断の充実を図りながら、それ

ぞれの年代に応じた対策を講じて疾病を予防していくことが重要である。 

 

三大生活習慣病による死亡者数及び割合 （単位：人） 

死因 
昭和 41 年 昭和 45 年 昭和 50 年 昭和 55 年 昭和 60 年 平成 2 年 

人数 率 人数 率 人数 率 人数 率 人数 率 人数 率 

死亡総数 106 100.0% 114 100.0% 87 100.0% 97 100.0% 80 100.0% 105 100.0% 

三
大
生
活
習
慣
病 

脳血管疾患 44 41.5% 44 38.6% 30 34.5% 25 25.8% 25 31.3% 12 11.4% 

悪性新生物 10 9.4% 13 11.4% 15 17.2% 23 23.7% 16 20.0% 31 29.5% 

心疾患 11 10.4% 10 8.8% 16 18.4% 17 17.5% 13 16.3% 17 16.2% 

計 65 61.3% 67 58.8% 61 70.1% 65 67.0% 54 67.5% 60 57.1% 

              

死因 
平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和元年 

人数 率 人数 率 人数 率 人数 率 人数 率 人数 率 

死亡総数 128 100.0% 108 100.0% 118 100.0% 157 100.0% 152 100.0% 136 100.0％ 

三
大
生
活
習
慣
病 

脳血管疾患 22 17.2% 16 14.8% 14 11.9% 12 7.6% 11 7.2% 13 9.6％ 

悪性新生物 17 13.3% 28 25.9% 31 26.3% 43 27.4% 33 21.7% 26 19.1％ 

心疾患 26 20.3% 12 11.1% 20 16.9% 24 15.3% 21 13.8% 15 11.0％ 

計 65 50.8% 56 51.9% 65 55.1% 79  50.3% 65  42.7% 54 39.7％ 

（資料：健康福祉課資料） 

 

（２）地域医療 

  小国町では、包括ケアタウン「癒しの園」として町立病院、健康管理センター、介護老人保健施設

を一体的に整備し、保健・医療・福祉・介護の包括的なサービス提供を円滑に進めてきている。町立

病院の医師が訪問看護利用者及び介護老人保健施設、特別養護老人ホーム入居者の主治医となってい
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るケースが多く、町立病院を核に総合的な医療提供に努めている。 

 また、町内には、民間の医院が 1 施設、歯科医院１施設が設置されており、それぞれ患者の症状や

状態に応じて、町立病院と連携が図られている。 

  町立病院では、現在平成 28 年に策定した新小国町立病院改革プランに基づき、令和 2 年度を終期

として収益事業の強化や経費節減など経営の健全化に努め、病院経営という視点から持続的な地域医

療の確保を目指し、次期プラン策定の検討を行っている。少子高齢社会に対応した医療の提供、高度

化する医療、医療人財の不足等に対応するため、電子カルテを導入し公立置賜総合病院とネット環境

で主な診療情報を共有できる「OKI-net」に参画し、迅速で的確な医療サービスを連携して提供して

いる。町立病院の診療体制は令和３年 4 月現在、内科、外科、小児科、整形外科、産婦人科、耳鼻咽

喉科、眼科、歯科の 8 科で病床は 55 床であるが、人口減少や高度医療を専門病院に集約する医療資

源の再編などの理由から令和 3 年 5 月には外科が、同年 10 月には産婦人科が休診となる。今後も、

医療環境の変化に柔軟に対応し地域の医療機関と連携を図りながら効率的な業務運営を行う必要が

ある。 

   全国的に医師の偏在傾向は解決しておらず、地方の医療機関にとっては、医師確保が大きな課題で

ある。町立病院も山形大学、新潟大学及び公立置賜総合病院から年間約 90 人に及ぶ医師の派遣が欠

かせない状況になっている。 

 

医療施設数の水準（令和元年度）  医師、歯科医師数の水準（平成 30 年度） 
         

（人口 10 万人あたりカ所,床）  （人口 10 万人あたり人）  

区分 病院 診療所 病院ベッド数   区分 医師 歯科医師  

町 13.5 26.9 739.8   町 53.2 26.6  

県 6.3 85.3 1324.2   県 239.8 62.7  

国 6.6 81.3 1212.1   国 258.8 83.0  

（資料：厚生統計要覧、町立病院資料）  

 

（３）救急医療 

町立病院は、救急告示病院として指定を受け、休日や夜間の救急医療にあたっており、令和２年度

の救急車による患者搬入は 90 人となっている。 

救急受診者は、高齢者や小児など、その年齢層は多様である。また、町内者のほか、交通事故、山

岳事故など、町外者の受診も多く、救急医療は、“地域の安心づくり”に欠かすことのできない医療と

なっている。 

町立病院が担う救急医療は一次医療であり、救命救急センターを有する公立置賜総合病院において、

専門的で高度な医療を要する患者の対応を行っている。令和２年度における入院患者の転送を除く小

国町から公立置賜総合病院救命救急センターへの救急搬送は 230 件となっている。また、町内の公共

施設では、観光交流施設、スポーツ施設、高齢者福祉施設、救急車が到着するまで相応の時間を要す

る集落施設などに AED が設置され、緊急事態に備えている。 
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（４）検診体制 

 総合検診、宿泊人間ドック、国保ドック、メタボリックシンドロームに着目した特定検診等の事業

を実施し、健康に関する町民の意識高揚を図るとともに疾病予防はもとより、近年増加している生活

習慣病に対する早期発見、早期治療に努めている。女性特有の子宮がん・乳がんと壮年期から発生し

やすい大腸がんについて、特定の年齢を対象に無料クーポン等を配布し、継続的に受診してもらう機

会を設けているが、年齢や健康保険によって対象となる検診項目が異なり複雑なため、町民が理解し

受診しやすい環境づくりが必要である。 

 

（５）保健活動 

  生活習慣病の発症、重症化予防の取り組みとして、町独自の健康教室を開催し、住民の意識の向上

を図っている。しかし、今後さらに各年代における生涯を通じた健康づくりを進めるには、学校や職

域と連携した保健活動の拡充が課題である。 

さらに効果的、効率的な保健活動を進めるには、健康管理センターを拠点とする「癒しの園」全体

での連携が必要であり、また、体力づくりを目的とした活動については、教育委員会との連携が重要

である。現在、各地区において健康づくりや食生活改善の普及などをテーマとして地域サロンが開催

されているほか、総合型地域スポーツクラブでは、生涯スポーツの普及と実践を目的に各年齢層に応

じた企画に多くの人が参加している。病気の予防や早期発見とともに、健康で潤いある生活を送るた

めには、対象に応じてこれらの活動との協調が求められる。 

 

（６）訪問看護 

  平成 11 年度から、在宅でかかりつけ医の指示を受けて生活している人々を支援していく訪問看護

ステーションを健康管理センター内に設置した。広大なエリアを有する小国町の特性から、通院が困

難な患者等に対して訪問看護計画に対応した充分なサービスが展開されている。また町立病院、健康

管理センターと併設されているため、利用者情報が共有されるなど、円滑な活動が行われている。平

成 12 年度に 106 人であった利用者は年々増加していたが、介護施設等の増加の影響から、平成 21 年

度の 204 人をピークに減少傾向にあり、令和 2 年度は約 130 人となっている。 

 また、近年は家族形態の変化により、在宅での介護力が大きく低下している現状にあることから、

訪問看護だけではなく、介護の側面からのケアが望まれている。このことから、居宅介護支援機能の

充実を目的として、専任のケアマネジャー2 名と訪問看護師６名、理学療法士 1 名を配置し、体制の

強化に努めている。 

 

２ 対策 

（１）健康の確保 

  食生活の改善、健康・体力づくりなどのソフト事業の充実、特に中年層における糖尿病の予防が重

要であるため、地域単位等における食生活指導、特定健診の結果に基づく健康・体力づくり等を図っ
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ていく。またこれまで同様、健康福祉課、教育委員会、町立病院が協力し、各年代に応じた総合的な

ソフト事業を展開していく。また、この度の新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、今後の対応

を含めて感染症対策に努める。 

 

（２）地域医療 

  地域医療の中核である町立病院については、町民が安心して生活していくための重要な社会基盤と

して、その役割を継続的に果たしていけるよう、医療水準や医療分野の適性を探りながら経費節減、

医療収益の増収を目標に経営の安定を図っていく。併せて、疾病構造の変化、少子高齢化、医療の高

度化に対応した電子カルテシステム及び医療機器の更新を実施するとともに計画的な施設の維持管

理に努める。 

  医師確保については、引き続き山形大学と新潟大学及び山形県に協力を要請し、医師の負担軽減対

策も含め環境整備を行うとともに、多様な手法を図りながら、常勤医や派遣医の確保に努めていく。

また、山形大学医学部附属病院及び米沢市立病院、公立置賜総合病院の臨床研修協力施設として臨床

研修医の積極的な受け入れを行っていく。 

  高度医療の提供については、公立置賜総合病院や山形大学医学部との連携を強化し、町民の医療需

要に応えていく。特に、二次医療との連携においては、公立置賜総合病院との医療連携システムを活

用し町民の健康生活を支えていく。 

  高齢化の進行に伴い、住み慣れた地域で暮らし続けられる仕組みとしての地域包括ケアシステムの

構築・充実が求められている。町立病院は先駆的に取り組んできており、町民の受療行動や疾病構造

の変化などを捉えながら今後もその役割を果たしていく。また、人工透析患者の精神的、身体的負担

軽減を図るため、町外の人工透析施設への通院送迎や交通費の助成を含め引き続き支援していく。 

 

（３）救急医療 

町立病院は一次医療（地域医療）の担い手であり、急性期医療は公立置賜総合病院等と緊密に連携

して提供していかなければならない。公立置賜総合病院をはじめとする置賜二次医療圏内の医療機関

相互の医療連携手段として整備された OKI-net を基軸に、町民の医療ニーズの窓口として高度医療へ

の橋渡し機能を発揮し、町民の安心感を高めていく。 

 

（４）検診体制 

   町民一人ひとりの状況に応じたサービスの提供が必要であり、町民個々人の健康管理と健康増進、

疾病予防に努めるとともに、各種検診事業の受診率の向上を図るため、各地区における健康教室の開

催や検診内容の充実、継続的な情報提供を図っていく。また、町立病院の健診部門との連携強化を図

り、癒しの園全体で町民の健康づくりを行う基盤の整備に努めていく。 

 

事業の目標（成果指標） 基準値（R2） 目標値（R7） 

がん検診要精密検査受診率 70％ 90％ 
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（５）保健活動 

  健康管理センターでの保健活動のなかで、体力づくり・運動指導が必要な対象者を把握するととも

に、引き続き特定健診における特定保健指導を要する方やいきいきサロンの参加者、食生活改善推進

連絡協議会員などを対象とした健康教室を開催し参加の機会を提供していく。また、教育委員会や地

域、職域と連携しながら、幅広い年齢層へ対応した保健活動を行なうため、新たな内容と手法につい

て検討していく。 

 

（６）訪問看護 

患者一人を様々な角度からサポートできる体制や基盤強化を図り、関係機関とのより一層の連携を

強め、地域包括医療ケアへとつなぐ役割を果たしていく。また、高齢者が明るく活力ある生活を送る

ために、居宅介護支援機能のより一層の充実に取り組む。町内の広大なエリアを訪問するために適切

な人員の確保を図り安定的なサービスの提供に努める。 

 

事業の目標（成果指標） 基準値（R2） 目標値（R7） 

訪問看護サービス利用者率 １ 1.05 

訪問看護サービス利用回率 １ 1.10 

※事業の目標：令和２年度の利用者及び利用回数を「１」とし、それぞれの 1.05 倍及び 1.10 倍を目標とする。 

 

３ 持続的発展計画 

本計画において、医療の確保に関する持続的発展計画を次のとおり定める。 

事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

7 医療の確保 (1) 診療施設    

   病院    

    医療機器更新事業 町  

    電子カルテ更新事業 町  

  (３) 過疎地域持続的発展特別事業    

   自治体病院    

    総合的な医療確保対策事業 町  

   その他    

    人工透析患者送迎事業 町  

    小児インフルエンザ予防接種

事業 

町  

  (4) その他    

    訪問看護サービス事業 町  

    人間ドック事業 町  
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    特定健康診査等事業 町  

    健康増進事業 町  

    がん検診推進事業 町  

    骨髄移植ドナー助成事業 町  

    予防接種事業 町  

 

４ 小国町公共施設等総合管理計画との整合 

医療の確保に関する施設ついては、町立病院がその中核を担うことから、基本方針を踏まえ、計画的

な保全を行う「予防保全型」の修繕により長寿命化を図っていく。 
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第８節 教育の振興 

  

１ 現況と問題点 

（１）学校教育 

 本町には、令和３年４月現在で小学校２校（単独校１、小・中併設校１）、中学校２校（単独校１、

小・中併設校１）が設置されている。 

 平成 13 年度から取り組んできた小中高一貫教育については、平成 29 年度に策定した「白い森おぐ

に保小中高一貫教育」構想に基づき、15 年間の教育課程を系統的、継続的に編成し、「国際・情報・

地域学習」の取り組みを強力に進めている。また、同年度、町内すべての学校に学校運営協議会制度

が導入され、コミュニティ・スクールとなったことから、全協議会が参画する合同学校運営協議会を

設立し、保護者・地域住民・学校が密接に関わる「地域とともにある学校づくり」を実践し郷土愛を

育む教育を展開している。また、県立小国高校では、令和 2 年度文部科学省の「地域との協働による

高等学校教育改革推進事業」に取り組み、個性的な教育カリキュラムの編成を進めているほか、令和

3 年度より、「高校魅力化事業」の一環として全国各地から地域留学生の受け入れを開始し、さらに令

和 4 年度からは生徒の全国募集を開始する。多様な人財との関わりにより、自ら課題を見つけ、考え、

主体的に解決することができる「小国人」の育成を図っている。 

 さらに、国の GIGA スクール構想に基づき、令和２年度までに１人１台タブレット等を整備し、一

人ひとりに個別最適化され、創造性を育む教育 ICT 環境の実現に向けた取り組みを実施している。 

 一方、発達障がい等により、学習に支援が必要な児童生徒が増加傾向にあるため、小中学校に学習

支援員を配置しているほか、各小学校に特別支援学級を開設し、支援を必要とする児童生徒へのきめ

細やかな対応を図っている。 

 

【児童・生徒数】 

児童・生徒数は、昭和 40 年代以降減少しており、令和３年４月現在では、小学生 304 人、中学

生が 175 人となっている。就学前児童数等をみても減少傾向は今後とも続くものと見込まれてい

る。学校別の児童・生徒数は、小国小学校が 291 人、叶水小学校が 13 人、小国中学校が 167 人、

叶水中学校が８人となっているが、叶水小・中学校では小学生１年と２年、３年と４年、5 年と 6

年で、中学生は１年と２年が複式学級を編制している。 

これまで小学校６校が小国小に、中学校４校が小国中にそれぞれ統合され、学校再編が進められ

ているが、少子化はさらに加速しており、将来を見据えた教育の環境整備が求められている。 
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小学校数と児童数等    （単位：校,人） 

区分 
学校数 

学級数 
児童数 

教員数 
１学級 

あたり児童数 

教員１人 

あたり児童数 本校 分校 計 男 女 

昭和 45 年 10 5 65 学級 1,461 743 718 89 22  16  

昭和 55 年 9 2 46 学級 979 483 496 71 21  14  

昭和 60 年 8 1 47 学級 881 443 438 71 19  12  

平成 2 年 8 1 49 学級 815 417 398 83 17  10  

平成 7 年 8 1 45 学級 713 367 346 81 16  9  

平成 12 年 8 1 43 学級 620 290 330 79 14  8  

平成 17 年 8 1 42 学級 569 311 258 66 14  9  

平成 22 年 6 - 32 学級 433 200 233 51 14  8  

平成 27 年 2 - 18 学級 376 193 183 27 21  14  

令和 2 年 2 - 19 学級 304 150 154 29 16 10 

        （資料：教育委員会資料） 

 

中学校数と生徒数等     （単位：校,人） 

区分 
学校数 

学級数 
生徒数 

教員数 
１学級 

あたり生徒数 
教員１人 

あたり生徒数 本校 分校 計 男 女 

昭和 45 年 8 - 34 学級 886 442 444 69 26  13  

昭和 55 年 7 - 25 学級 497 238 259 63 20  8  

昭和 60 年 6 - 21 学級 452 234 218 51 22  9  

平成 2 年 6 - 21 学級 413 212 201 52 20  8  

平成 7 年 6 - 22 学級 383 177 206 60 17  6  

平成 12 年 6 - 20 学級 330 165 165 56 17  6  

平成 17 年 6 - 21 学級 301 135 166 58 14  5  

平成 22 年 4 - 17 学級 277 160 117 45 16  6  

平成 27 年 2 - 10 学級 184 95 89 27 18  7  

令和 2 年 2 - 9 学級 175 86 89 26 19 7 

（資料：教育委員会資料） 

 

【教育施設】 

 平成 25 年度に統合小学校の母体となる小国小学校を整備し、平成 26 年４月に開校した。小国小

学校は、小国中学校や小国高校、おぐに開発総合センター、町民総合体育館等がある文教地区（岩

井沢地内）に建設したことにより本町が進める小中高一貫教育をはじめ、保育園から高校、生涯教

育までの一貫した教育環境が整備された。なお、この文教地区にある公立のおぐに保育園にあって

は令和 4 年度をもって閉園の予定である。一方、学校統合により発生した空き校舎については、地

域組織による管理運営が行われているが、依然としてその利活用が大きな課題となっている。 

 

【高校卒業者の進路】 

 平成 31 年３月末の高校卒業者の進路状況をみると、卒業者 56 人中、進学者は 29 人（51.8％）、

就職者は 26 人（46.4％）となっている。就職者のうち、町内に就職したのは 8 人であり、今後さら
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に地元定着による人財確保等が求められている。 

 

高校生の新規学卒者数の進路（３月現在） （単位：人） 

区分 総数 
進学 

専修学校等 
就職   

その他 
（就職進学含む）   うち県外 

昭和 45 年 235 36 35 164 90   

昭和 55 年 179 28 47 104 30   

昭和 60 年 122 16 34 72 17   

平成 2 年 116 22 23 68 22 3 

平成 7 年 125 27 30 68 25   

平成 12 年 114 36 39 36 10 3 

平成 15 年 119 55 28 28 6 8 

平成 17 年 111 44 34 33 7   

平成 22 年 93 49 19 23 4 2 

平成 26 年 93 28 26 39 10 2  

平成 31 年 56 18 11 26 8 1 

（資料：山形県学校基本調査）     

 

（２）生涯学習 

 町民が生涯を通して心豊かで楽しく生きがいのある充実した人生を送るために、主体的に学習し学

習を通して喜びや楽しみを実感しながら、その成果を地域の活性化に活かす仕組みづくりが重要であ

る。 

  本町の生涯学習の拠点は、昭和 43 年に建設したおぐに開発総合センターであり、利用者数は年平

均約 15,000 人だが、施設機能の不足や施設の老朽化により早急な改修が必要となっている。また、同

センター内には年平均約 6,000 人が利用する図書室を設置し、約 26,000 冊の蔵書を有している。今

後は、利用者の多様化するニーズに対応するうえでも、他団体との図書館ネットワークシステムの構

築が必要である。 

  地域コミュニティ機能を補完する施設として、町内２カ所（南部、東部）に地区公民館が設置され

ているが、総合センターとの役割や地区公民館そのものの在り方について、検討が求められている。

さらに基礎集落には 38 の自治公民館があり、住民の地域づくりの拠点として活用されているが、少

子高齢社会の進行により、集落活動の維持、機能の低下が懸念される。このことから平成 31 年 3 月

に策定した第 3 次生涯学習推進計画を基本に、総合センター、地区公民館、自治公民館のそれぞれが

持つ役割を明らかにしていく。 

 

【文化財】 

 本町には、長い歴史と伝統の中で育まれてきた有形、無形の文化財が数多く残されているが、その

中でも特に貴重な文化財 38 点を町の文化財として指定している。そのほか、県の特別天然記念物と

して２点の指定を受けている。しかし、文化財の所有者や管理者が高齢化しており、文化財の保全活

動が困難になっていることや無形文化財の継承が困難となりつつある。 

また、平成９年度に開館した「白い森暮らしの資料館」や小国中学校旧寄宿舎「やまなみ寮」にこ
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れまでに収集した民俗資料を中心に展示、公開しているが、老朽化が著しく、資料の保管施設として

は不適切である。現在、旧伊佐領小学校の利活用について検討しているが、その他の遊休施設も含め、

その施設の有効活用と知恵と技の継承を進める仕組みづくりが課題となっている。 

 

【芸術文化】 

 本町では、文化協会と連携しながら児童、生徒を対象とした芸術鑑賞会として「白い森芸術・文化

ふれあい事業」を実施し、質の高い文化に触れる機会を提供し芸術文化に対する意識を高めている。

また、町民による文化祭も毎年実施しているが、少子高齢化により文化の担い手が減少するとともに、

文化団体の会員の減少が見られることから、芸術文化を継承していく担い手の確保が大きな課題とな

っている。 

 

（３） 生涯スポーツ 

 スポーツは、爽快感や達成感、他者との連帯感など精神的充足や楽しさ、喜びをもたらし、心身の

両面に渡る健康の保持増進につながる。また、生涯にわたってスポーツを楽しむことは、生きがいづ

くりや健康づくりに極めて大きな意義があるといえる。 

本町における生涯スポーツの振興は、平成 31 年３月に第 2 次小国町スポーツ推進計画を策定し、

「『スポーツで明るい笑顔・さわやか感動・いきいき地域』の実現を目指して」を目標に、町民の生き

がい対策、健康体力づくり、競技力向上等の実現を柱とし事業を展開している。 

 コミュニティスポーツの振興においては、本町に結成されている11地区のスポーツ協会を中心に、

スポーツ大会等を開催しているが、それぞれの地域では参加者を確保する事が困難な状況が生じてお

り、実施手法等に検討を加えながら開催されている。また、人口減少や生活環境の変化、価値観の多

様化等に伴い、住民が主体的に地域スポーツ活動に参加する意欲の低下が感じられるとともに、スポ

ーツ協会の弱体化など組織を支える人財の不足により組織内の新陳代謝が滞り、発展的な活動の展開

が見られない等の課題がある。 

 また、競技スポーツの振興にあたっては、スポーツ協会との連携のもと、令和 3 年現在 14 の競技

別団体がそれぞれ自主的な活動を展開しているほか、10 のスポーツ少年団で 212 名、町内全児童・生

徒の 43.8％が活動をしており、これらの団体の活動支援やこれに伴う指導者の育成事業に取り組んで

いるが、児童生徒の減少により、チームスポーツなどの人数や年齢に左右される種目については、そ

の編成が困難になっており、競技レベルの低下や子どもたちの選択肢の幅が狭まることが懸念される。

一方で、山形県と新潟県の県境に位置している特性を活かし、柔道、バレーボール、野球等の競技で

両県の交流大会やダンスイベントが開催されるなど、スポーツを通じた交流事業も行われている。 

 町内の運動環境においては、昭和 54 年に完成した町民総合体育館を中心とした、町民プール、町

民広場のある二の宮公園エリアと平成元年度から整備を進めてきた町民野球場、テニスコート、陸上

競技場、合宿施設アスネットのある総合スポーツ公園エリアが、住民のニーズに対応できるよう配置

されている。また平成 24 年に多目的屋内運動場「あいべ」を整備し、冬期間や悪天候の日でも住民

が体を動かすことができるよう対応している。なお、各施設にあっては、利用状況等に建設当初との

変化が生じていることから、平成 30 年度に「小国町公共施設等検討委員会」を組織し、今後の施設

のあり方を示している。 

 このような中で、平成 21 年度に生涯スポーツの普及と実践を目的に、町民が主体的に運営する総
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合型地域スポーツクラブ「特定非営利活動法人おぐにスポーツクラブ Yui」が設立され、各年代層に

応じた多彩なスポーツを提供するなど、生涯スポーツ環境の充実が図られている。特定非営利活動法

人おぐにスポーツクラブ Yui は、平成 27 年度から多目的屋内運動場及び町民総合体育館の指定管理

者となり、施設管理とスポーツサービスの提供を一体的に展開している。 

 

２ 対策 

（１） 小国を担う子どもたちの育成 

子どもたちの健やかな成長には、家庭、学校に加え、地域が有している機能や力が不可欠であるた

め、地域と子どもたちの連携強化を図り、町民総がかりで子どもを育む環境づくりを推進する。子ど

もたちが自ら課題を発見し解決する力、コミュニケーション能力、物事を多用な観点から考察する力、

さまざまな情報を取捨選択できる力の醸成が求められており、「生きる力」を育むとともに、地域社会

と連携した教育や地域資源を生かした教育などを通じて「郷土を愛する心」を育む教育を推進してい

く。 

 

 【保小中高一貫教育の推進】 

新たな保小中高一貫教育基本構想に基づき、保育園から高校まで連携した教育の実施と地域住

民を委員とした小国町合同学校運営協議会の仕組みを活かして、学校・家庭・地域の連携を促進し、

本町に受け継がれてきた生活文化や伝統技術、年中行事などの地域文化を系統的に学習しながら、

郷土を愛する心を育成していく。また、国際理解教育、情報教育の分野に力を注ぎながら、国際社

会においても活躍できる人財を育成していく。また、勤労観や職業観の育成、より高度な専門知識

の体験を目的として企業や大学等との交流や連携を推進していく。保小中高一貫教育の最終機関で

ある県立小国高校の魅力を向上させるため、高校と町と企業などで構成されているコンソーシアム

を母体として、郷土愛を育むカリキュラム開発に取り組み更なる魅力向上を図り、特色ある教育を

展開していく。 

 

【支援が必要な子どもに対する対策】 

心の問題は、対人関係や社会環境など複層的に不安要因が絡み、いじめや不登校、犯罪の低年齢

化などの問題行動に発展する危険性を含んでいる。このことから、学校や家庭、地域、有識者が連

携を深めながら、児童・生徒の不安の連鎖を絶ち、健全な身体の成長を支えていくため、教育相談

員の配置等相談業務の充実や支援ネットワークの充実を図る。また、学習適応障害や発達障がい等

により支援を必要とする児童・生徒に対し、学習支援員の配置や特別支援学級設置の要請など特別

支援教育の推進を図り、児童・生徒の学習と学校生活を支援していく。 

 

【教育施設の整備】 

学校施設は、児童・生徒の学習や生活の場であるとともに、災害時における緊急避難場所や地域

コミュニティ施設としての役割も果たすことから、安全で快適な教育環境の確保が重要であり、今

後の学校統合の方向について一定の整理を加えながら必要に応じた取り組み等を検討、整理してい

く。併せて、閉校校舎の現状を踏まえ、地域との協議を進めながら解体や利活用について引き続き
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検討する。また、学校統合によって学校区が広域化したことから、引き続き利便性の高いスクール

バスの整備運行に取り組むとともに、郷土学習、芸術文化活動、部活動での利活用を進めていく。

さらに、国の GIGA スクール構想に基づき、令和２年度までに整備した、通信環境や 1 人 1 台のタ

ブレット等を適切に管理し、ICT を活用した多様な学習方法を駆使するとともに、校内での職員研

修を充実させ、教職員・児童生徒の力を最大限に引き出す取り組みを推進する。 

 

事業の目標（成果指標） 基準値（R2） 目標値（R7） 

地元中学生の小国高校ヘの進学

率 
25％ 40％ 

県立小国高校への地域留学生の

数（累計） 
０人 10 人 

高校卒業後の地元事業所への就

職者数（小国町出身者） 
11 人 13 人 

 

（２） 生涯学習の推進 

住民すべての人に活躍の場があり、地域の魅力を伝える人財を生み出すためには、生涯にわたっ

て自発的、主体的学習を促していくことが重要である。そのため住民の多様な学習要求に応えられ

る学習機会や団体活動の場を提供し、生涯各期（乳幼児期～ 高齢期）における学習の充実を図る。 

本町の社会教育事業は「おぐに開発総合センター」を中心に活動が行われているが、整備から半世

紀が経ち施設の老朽化、住民ニーズの多様化等に対応することが困難であるため、文化・芸術活動

の新しい拠点となる「次期総合センター」の整備を進めている。 

特に地域を担う若者に対しては、地域づくり、まちづくりへの主体的な取り組みを促進するため

の学びの場を創り、自らのアイデアを実践できるスキルを身につけるなど地域のリーダーとしての

役割を担う人財を育成し、持続可能な地域づくりを展開していく。また、生涯学習推進計画に基づ

き、小国町に伝えられてきた生活文化・生活技術を基調とした学習プログラムを展開し、小国町を

担う多様な人財の育成と確保に努める。さらに少子、高齢社会、国際化、ICT 化といった取り巻く

社会環境に対応した学習機会と「場」の提供を図りながら、若者が出会い、ふれあうことのできる

環境づくりに取り組んでいく。 

 

【主体的な学習活動の推進】 

生涯学習の推進にあたって、企業や教育機関、民間団体や地域社会相互の連携を深めるとともに、

その実践や相談に対応できるよう窓口機能を強化する。また、住民の中には豊かな生涯を送るため

の知識や技術習得に対する要求が多様化している。こうした状況に対応するため、個々の希望に添

ったテーマの学習機会を提供していく。 

 

【地域文化に根ざした生涯学習の展開】 

先人が営み、今に受け継がれてきた「ぶな文化」は、生涯学習活動において多面的な効果をもた

らす中心的存在であり、学習プログラムには欠かすことのできないものである。この「ぶな文化」

の継承と創造的発展は、これからの小国町を築くとても重要な柱であることから、文化財担当の専
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門職員を配置するなど、生涯学習の展開における取り組みを継続して推進していく。また、旧伊佐

領小学校を中心に歴史民俗資料館を整備し、歴史的価値がある資料の保管と展示を行い、題材とし

て学ぶことにより、町民の歴史への理解や郷土に対する愛着が深まり、地域を支える人財の育成を

図る。 

 

【芸術文化の振興】 

町民による各種芸術文化にふれる機会を提供し、芸術文化に対する意識の高揚を図る。また、町

民の芸術文化に対する関心が個性化、高度化してきていることから、自主的な活動やサークル活動

の振興を図り、多様な芸術文化活動の展開可能な環境づくりを推進するとともに、情報提供機能の

充実や生活実態にあった圏域における広域的な芸術文化事業の共同開催などを積極的に展開する。

さらに、ぶな文化に現代性を加味し、新たな山村文化の創造を図るとともに、ぶな文化に関する情

報受発信機能を高めていく。 

 

事業の目標（成果指標） 基準値（R2） 目標値（R7） 

学校や自治公民館と連携して実

施する講座数（年間） 
２件 5 件 

民俗資料館入館者数 60 人 140 人 

 

（３）生涯スポーツの推進 

 平成 22 年２月に設立した総合型地域スポーツクラブ「特定非営利活動法人おぐにスポーツクラ

ブ Yui」やスポーツ推進員と連携し、町民ニーズに応じた各種スポーツ教室や高齢者や障がい者向け

のスポーツイベントの開催を行う。また、地区対抗で行うスポーツフェスティバル等のイベントを開

催し、スポーツの楽しさを実感する機会を創出するほか、健康づくりへの意識の向上を図る。 

 競技スポーツの振興にあたっては、町内保育園を会場に運動教室や体力測定を定期的に行い現状

把握しながら、幼少期からの体力づくりを推進していく。また、学校からの推薦等により運動能力の

高い児童生徒を対象にした走力トレーニングを開催し、子どもの適性に合わせて得意分野を伸ばし

ていく事業を展開するとともに、さまざまなスポーツにおける競技レベルの向上を図る。さらに、ス

ポーツ少年団の指導者を対象に定期的に研修会を開催し指導者の人財育成を図る。 

 町内の運動環境においては、小国町公共スポーツ施設検討委員会での検討結果に基づき、人口減少

や少子高齢化を踏まえた上で整理、統合、廃止も含めて検討していく。多様化する利用者ニーズへの

対応策として従来型の行政による施設運営から、民間の柔軟な発想による施設運営への転換を進め

ていく。 

 

事業の目標（成果指標） 基準値（R2） 目標値（R7） 

体育施設利用者数（年間のべ人

数） 
49,908 人 51,000 人 

運動習慣者の割合 
男性 17.5％ 

女性 11.6％ 

男性 22％ 

女性 17％ 
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３ 持続的発展計画 

本計画において、教育の振興に関する持続的発展計画を次のとおり定める。 

事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

8 教育の振興 (1) 学校教育関連施設    

   校舎    

    学校消防設備修繕事業 町  

    学校耐震化事業 町  

   スクールバス・ボート    

    スクールバス購入事業 町  

   その他    

    ICT 活用推進事業 町  

  (3) 集会施設、体育施設等    

   集会施設    

    おぐに開発総合センター施設

補修事業 

町  

  (4) 過疎地域持続的発展特別事業    

   義務教育    

    要保護及び準要保護児童就学

援助事業 

町  

    要保護及び準要保護生徒就学

支援事業 

町  

   その他    

    小国町保小中高一貫教育支援

事業 

町 （１節掲載） 

  (5) その他    

    学校保健管理事業 町  

    学校教育研究所活動支援事

業 

町・ 

研究所 

補助金 

    学校授業対応バス運行事業 町  

    休校校舎維持管理事業 町  

    スクールバス運行事業 町  

    小学校一般管理費 町  

    小学校保健管理事業 町  

    白い森学習推進事業等支援

事業（小学校） 

町  

    小学校教科書改訂事業 町  
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    小学校物品購入事業 町  

    教育教材整備事業（小学校） 町  

    中学校一般管理費 町  

    中学校保健管理事業 町  

    白い森学習推進事業等支援

事業（中学校） 

町  

    経常・補助金事業 町 体育大会派遣費 等 

    中学校施設維持補修事業 町  

    中学校教科書改訂事業 町  

    中学校物品購入事業 町  

    小国中学校吹奏楽用楽器整

備事業 

町  

    教育教材整備事業（中学校） 町  

    コミュニティ・スクール推

進事業 

町  

    特別支援教育推進事業 町  

    社会科副読本作成事業 町  

    二の宮公園管理事業 町  

    文化財保護事業 町 （10 節掲載） 

    歴史民俗資料館整備事業 町 （10 節掲載） 

    青少年健全育成事業 町  

    生涯学習講座開設事業 町 （10 節掲載） 

    文化振興事業 町 芸術祭開催 

（10 節掲載） 

    文化財補修事業 町 （10 節掲載） 

    白い森地域学校協働活動推

進事業 

町 （１節掲載） 

    おぐに開発総合センター管

理運営事業 

町  

    公民館経営事務事業 町  

    生涯スポーツ振興事業 町  

    競技スポーツ振興事業 町  

    体育施設管理事業 町  

    町民プール管理運営事業 町  

    地域との協働による高校改

革推進事業 

町 （１節掲載） 

    高校生の地域留学推進のた

めの高校魅力化支援事業 

町 （１節掲載） 

    留学生受入事業 町  
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    学校を核とした新たな人づ

くり・人の流れづくりプロ

ジェクト事業 

町 （１節掲載） 

    経常：補助金、交付金事業 町 文化振興交付金 

 

４ 小国町公共施設等総合管理計画との整合 

教育の振興に関する施設ついては、教育関連施設及び集会施設の整備が必要となる。公共施設等総合

管理計画の基本方針を踏まえ、教育関連施設については、統廃合により休校となった校舎の利活用につ

いて地域との協議を進めながらも、老朽化の著しい施設は解体の検討を行い施設総量の縮減を図ってい

く。また、新耐震基準以前に建設した施設のうち、利用状況や重要度の高い施設については、耐震化を

図っていく。 

集会施設として利用している総合センターについては、新規整備を予定しているが、建設までの期間、

現在の施設を利用することを考慮し、管理に努める。 
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第９節 集落の整備 

   

１ 現況と問題点 

本町は、荒川、横川、玉川に沿っておよそ 100 もの集落が点在している。このため、本町では昭和 41

年の「生活圏整備構想」から、「産業圏整備構想」へ、さらに「自然教育圏構想」、そして「ぶな文化

交流圏構想」という振興方針をまちづくりの中心に据えて、集落の整備を図ってきた。 

「生活圏整備構想」以来、継続して集落の整備に取り組むことで集落機能の維持や保全を行い、住民

の安定した生活の確保を進めてきている。元々は主たる生業であった農林業などの生産活動を通じて、

生活と生産そして文化が一体となった地域コミュニティが形成されてきたが、明治期における町村制の

施行による旧村単位（小国本村、北小国村、南小国村、津川村の４村）や、「生活圏整備構想」で示し

ている生活圏域を一つの単位として、時代の変遷と共に基本的な生活の維持がなされてきた。 

また、地域自治活動や地域文化の継承などの集落機能については、未だに多くの基礎的な集落単位に

おいて、保全されており、これらの活動は住民の多くがその重要性を認識し、参画意識を有しているこ

とから、今後、当面は維持されていくものと期待されるが、急激な人口減少や少子高齢化の進行による

地域コミュニティへの影響は否定できず、その対応に向けた様々な取り組みを進めると共に、生活圏と

一体となった地域づくりの基盤を再び構築する必要がある。また、少子高齢化による小中学校の統廃合

に伴い、これまで学校を中心として形成されてきた地域コミュニティ機能が失われつつあることから、

新たな地域づくりの仕組みを検討する必要がある。 

これまでも一つの集落や複数の周辺集落からなる圏域や職域の主体的な活動を支援するため、本町で

は昭和 59 年に「むらおこし総合助成制度」を創設し、地域の活性化を促進してきた。これは、平成元年

度からの「ふるさと創生事業」に引き継がれ、現在では「ふるさとづくり総合助成事業」として、圏域

や職域のふるさと計画づくりやこれに基づく実践活動を支援している。これまでの事業内容は、公民館

建設、生活水路や公園の整備、伝統芸能の復興、海外研修などのハード、ソフト両面にわたるコミュニ

ティ活性化事業が展開されてきた。また、公・共・私の役割分担を明確にし、さらに実効的な支援を行

うため、平成 13 年度に「コミュニティ道路整備事業」、平成 14 年度には「農村の暮らしづくり総合助

成制度」を創設し、地域がより一層、自主性や主体性を持った活動を行うことのできる環境を整備して

きた。また、平成 22 年度から「緑のふるさと協力隊」を、平成 24 年度からは「地域おこし協力隊」を

各地区へ配置し、集落支援や地域活性化のあり方を模索してきている。 

 

（１） 人口減少や少子高齢化の進行 

 人口減少や少子高齢化の急激な進行は本町に深刻な影響を与えており、特に集落に対する影響は極め

て大きなものがある。町内でも近年、住民がいなくなってしまった集落や、数戸しか残っていない集落、

ある程度戸数はあるものの高齢化の進行により、お祭りや盆踊り、共同作業などに支障をきたす懸念が

ある集落があり、地域コミュニティ機能の低下が著しくなっている。そのため、農地や山林の管理、施

設の管理、除雪など、様々な分野で課題が生じており、人口減少社会に適した地域社会の構築が求めら

れている。 
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こうした状況については、常にその実態を把握しつつ、多様な人々との交流・連携・協働の積極的な

推進や集落同士の支えあいなどの取り組みを住民と行政、民間が一体となって展開することによって、

集落を見守り支える仕組みをつくると共に、高齢者の買い物や子どもの見守り機能などを集中した拠点

の整備を進め、その集落における安定した生活の維持、確保を図る必要がある。 

 

（２） 集落の衰退による環境の衰退 

本町は飯豊連峰や朝日連峰を代表とする豊かな自然環境に囲まれており、特にブナの森は全国有数の

規模を誇っている。本町の人々はその自然の恵みを持続的に享受するために、自然の条件に歩調を合わ

せながら、一方で、自然に対し意識的に手を加えて、その環境をつくり、維持、保全すると共に自然と

の共生と循環の知恵や生活文化を長い時間をかけて育んできた。 

一方、現代社会において、大量生産、大量消費の社会システムが、地球環境に深刻な影響を及ぼして

おり、現在、地球規模での環境問題が叫ばれている。これは、これまでの公害問題と違い、CO２などの

温室効果ガスの排出による地球規模での気候変動をはじめとして、大気汚染や水質汚濁、大量の廃棄物

の処理問題など、より広域的に、そしてより複雑化してきているものでもある。また、社会環境やライ

フスタイルの変化に伴って、これまで人間と自然とのかかわり合いの中で保全されてきた里地里山が荒

廃してきている。 

山村集落の衰退は、環境に過剰の負荷を与えずに自然と多様な動植物と共に生きてきた知恵と技の衰

退であり、先人達から受け継いできた国土や景観の崩壊を招くものである。本町の特性である豊かな自

然環境の保全に向けた取り組みを進めることは、時代の要請に当てはまる動きであり、都市的な生活ス

タイルが象徴する経済至上主義の価値観にとらわれることなく、持続的な地域環境を適切に保全し、豊

かな地域社会を構築していくことは、重要な意味を持つものである。 

 

２ 対策 

地域づくりを推進するうえで、本町を６つの地域（中央地区、沖庭地区、北部地区、南部地区、東部

地区、白沼地区）に区分けし、それぞれを一定の地域コミュニティとする基本単位としながら、各地域

の地形や歴史、文化などの実態に即した推進を図ることにより、集落機能の維持や保全、生活の支えあ

いなどを可能とする仕組みづくりを進める。具体的な取り組みにあたっては、次の視点を基本とした展

開を図ることとする。 

 

（１）地域づくりにおける交流・連携・協働の促進 

地域づくりの推進や集落の力を維持していくため、住民や行政、民間、さらには地域外の人々との

交流、連携、協働を図るとともに企業や大学、NPO など一定のテーマを持って直接結びつくことも

必要である。中でも外部的な補完機能として、NPO やボランティア団体などの組織化を支援し、連

携しながら持続可能な地域社会を築いていく。こうした交流、連携、協働の前提として、地域の住民

が自らの地域に対する価値観を再認識し、自信と誇りを持って、主体的に課題解決や地域づくりに取

り組むことが大切であることから、地域にある様々な資源の見直しや再評価を行う地元学の展開な

ど、住民が主体的に活動できる機会をつくることに努める。 
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（２）集落整備にかかる施策の方向 

【産業の振興】 

地域づくりにおける地域資源、地域特性を再確認し、それぞれの圏域の中で創意工夫しながら、地

域外からの観光交流などの人の流れを促進し、本町全体のブランド化を進める地域総合商社などと連

携しながら、持続可能なコミュニティビジネスが形成できるような産業振興を目指していく。また、

見守りや宅配など、地域の困り事をビジネスチャンスと捉え、新たな雇用や産業につなげる仕組みを

構築していく。 

   

【生活基盤の整備】 

地域づくりは、生活圏とほぼ一体となる圏域としてとらえられることから、域内道路の整備や圏域

を結ぶ道路整備のほか、防災対策、地域公共交通体系の整備、廃棄物の収集や運搬、処理、さらには

水道施設や生活排水施設の整備など、安定した生活に欠かせない生活基盤の整備を着実に行ってい

く。 

  

【移住交流の推進】 

多様な地域間交流を実現するため、本町ならではの人や技、知恵などを交流の資源として再評価し、

継続的な交流活動の素材として活用する仕組みと、その交流を支える基盤を構築する。そのうえで、

地域を知る機会を提供するための交流事業や、地域コミュニティへの積極的な参加を促進する活動を

展開するとともに、既存施設の活用なども視野に入れながら、交流空間、連携や協働の拠点をつくり、

地域活力の増進を図っていく。 

また、令和元年度に実施された「新しい日常における森林活用の意向調査」によれば、農山村への

移住定住の意向率は 24.4％であり、約４人に１人は農山村への移住の意向を持っていることが明らか

になっており、その理由として、自然あふれた環境で生活したいという回答が突出して高くなってい

る。加えて農山村の就労への意向については、移住定住時の希望業種として、農業が最も高くなって

おり、次いで、第 3 次産業、林業、IT・情報産業関連となっている。なお、重視する仕事の条件とし

ては、勤務時間にとらわれない働き方や労働時間の短縮、やりたい仕事がしたいなどが上位にあがっ

ており、新型コロナウイルス感染症を契機とした社会環境の変化により、農山村が持つ魅力への関心

が高まってきている。 

このような中、森林空間を活用した観光交流事業の推進や、これまで進めてきた都市部の利便性と

は異なる豊かな暮らしの提案や、その発信を積極的に展開し、田園回帰の受け皿としての移住環境整

備を図っていく。そのために新規就農者の支援や起業創業支援事業、お試し滞在への補助、空き家活

用に係る住宅支援などに取り組んでいく。 

さらに、四季折々の仕事を組み合わせて行うマルチワークの導入によって、自然と共に暮らす小国

らしい働き方のモデルを構築しながら、移住定住施策として事業展開することにより、都市部の農山

村へ関心がある若年層の移住定住に繋げ、地域の担い手として確保し、地域コミュニティや経済を活

性化させる取り組みを行っていく。 

  

 【支えあう地域社会の再構築と集落機能の維持・保全】 

高齢者が豊かな経験と知識、技術などを社会で一層発揮できるよう、地域づくりにおける活動拠点

を整備するとともに、地域や集落において高齢者を見守り、支えていく仕組みをつくりあげていく。

また、子育てについても地域全体で関わっていくために、子育て家庭に対する支援の充実を図ってい
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く。こうした多様な主体の結集による支えあいの仕組みを通じ、集落に住む人々が安定した暮らしを

維持することができるよう生活の一体性の確保を図ることとする。また、地域づくりにおける集落同

士の結びつきや、民間団体、NPO などのほか、地域外の人を含めた多様な主体による取り組み、さら

にはそれを可能とする人財育成に向けた支援、そして、農用地や農業施設などの協働での維持管理の

仕組みなど、新たな手法を活用しながら集落機能の維持や保全を図っていく。さらに、集落を見守り

続けていくための取り組みとして「緑のふるさと協力隊」の受け入れをはじめ、「地域おこし協力隊」

などのさらなる導入を進める。そして、地域における高齢者の買物支援や子どもの見守り機能、域内

交通の集約など、機能を集中した「小さな拠点」の整備を検討し、集落の維持と活性化を図るほか、

現在、東部地区で進めている「にっこリンク（※）」の取り組みを町内他地区へ発信し、広がりを持

った活動に繋げていく。一方、今後の人口減少、少子高齢化の状況によっては集落機能の維持に著し

く困難が生じていくことも想定されるため、個別の支援策などによりこのような現況に対応するため

の取り組みを整理する。 

  

 （※）にっこリンク：東部地区で展開している住民による日常生活（ゴミ出し、カーシェアリング等）助け合いの取り

組み 

  

【環境にやさしい循環型社会の構築】 

 本町が有する広大な森林を始めとした豊かな自然環境には水資源や森林資源など自然エネルギー

資源が豊富に温存されている。こうした資源の有効活用に向けて、公共施設における木質バイオマス

エネルギーの多角的な活用や雪氷冷熱の利用、農業用水等を利用したマイクロ水力発電の導入などの

モデル事例を構築し、民生部門への波及を促すことで、活用可能な新エネルギーの積極的な導入の拡

大を図っていくとともに、生ごみの堆肥化や日用品のリユース、リサイクルなどの資源循環の取り組

みを展開し、環境負荷の小さい地域構造の構築を進める。 

 さらには、自然と共にある住民の生活、その生活によって育まれた文化や技術などが本町の優れた

農山村景観をつくってきたことを改めて認識し、国外資本による大規模な山林取得や水資源を求めた

開発など、今後想定される課題に対応しながら、それを守り、伝えていくための取り組みを展開し、

美しい田園風景や里山景観の保全を図っていく。 

また、現在のような環境の時代に本町が果たすべき役割やその取り組みを広く地域内外に発信し、

その考えに同調、共鳴する企業、大学等との連携による環境保全、景観保全を展開していくこととし、

特に農地や森林の管理、再生可能エネルギーの導入とそれを活かした産業振興などを通じた企業や都

市部との結びつきを模索するなど、新たな手法による取り組みを検討し、環境保全を切り口とした都

市と農山村の協働・交流・連携を推進していく。 

こうした取り組みとともに、ごみの減量化や省エネルギー、節電等を意識した、環境にやさしい小

国らしい暮らし（小国ライフ）の普及と推進を図り、地域全体で環境保全の取り組みができるような

仕組みの構築を進め、環境持続性の高い安全で先進的な地域に居住する誇りというべき地域のアイデ

ンティティを醸成していく。 

  

【行政の総合的展開】 

地域づくりにおいて、様々な主体の関わりによって集落整備や集落機能の維持、保全を進めていく

にあたっては、これまで以上に地域と密着するなど行政も一体となった展開を図ることとし、そのた

めの地域職員派遣事業などを検討し、行政内部における仕組みづくりを進める。 



- 96 - 

 

そのうえで、行政サービスの総合化（全体的な雪対策、保健・福祉・医療・消防との連携等）や各

分野が相互に連関した総合的な施策を推進するとともに、既存の集落における組織と連動し、きめ細

かな対応ができる仕組みづくりに努め、より効果的なサービス提供に結びつけていく。 

 また、地域づくりを推進するうえで、その先導役となるリーダーが重要であることから、その育成

に向け、20 代から 30 代を主な対象とした研修制度の創設や地域づくり研修会への参加を促してい

く。 

 

事業の目標（成果指標） 基準値 目標値（R7） 

移住者数 38 人 56 人 

まちづくり人財育成事業修了者

数（累計） 
25 人 100 人 

 

３ 持続的発展計画 

本計画において、集落の整備に関する持続的発展計画を次のとおり定める。 

事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

9 集落の整備 (2) 過疎地域持続的発展特別事業    

   集落整備    

    地域づくり支援員導入事業 町 地域おこし協力隊 

（１節掲載） 

    集落活動維持保全事業 町 緑のふるさと協力隊 

（１節掲載） 

    ワカモノプロジェクト 町 （１・12 節掲載） 

    地域職員派遣事業 町 （12 節掲載） 

  (3) その他    

    駐在員設置事業 町  

    ふるさとづくり総合助成事業 町  

    地域資源活用域学連携事業 町 （１節掲載） 

    移住定住促進事業 町 （１節掲載） 
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第 10 節 地域文化の振興等 

  

１ 現況と問題点 

本町には、先人たちが自然と向き合った生活の中で、その意志と努力によって育まれてきた独特の生

活文化や生活技術である「ぶな文化」が残されている。それは、例えば、山に入って山菜やキノコを採

り、それを調理、保存することや、マタギに代表される狩猟の技術と規律、様々な樹種の性質を巧みに

使った木地づくりやつる細工に見る木地文化などであり、こうした自然との営みの中から豊作や豊猟を

祈願する舟渡の獅子踊りや古田歌舞伎に代表される農民芸能が生まれてきた。これらの地域文化や伝統

は効率性が追い求められる都市的な価値観とは対極にある貴重な価値観を有するものである。 

しかし、情報通信の発達や地域間移動の拡大、社会における価値観の多様化などによって、集落を取

り巻く環境と住民の生活様態は大きく変化を遂げており、少子高齢化による地域の担い手の減少が進む

中、こうした農山村の文化には、徐々に衰退し、受け継がれないまま姿を消したものもある。 

一方で、環境問題に直面した世界の価値観が、近代における自然を支配する論理から自然と共存する

論理へとシフトしており、それに伴い、我が国における国土保全や食料生産などの多面的な機能を有す

る農山村は、他には代替することのできない重要な役割があり、その貴重な価値観を守りながら、後世

に残していくべきものとして、評価されてきている。 

さらに、住民が主体的に取り組むまちづくりの場においては、その地域に根ざした独自のまちづくり

の方法、すなわち、地域資源の発見と活用の手法が求められており、それは必然的に地域固有の歴史と

文化を見直すことと結びついている。「ぶな文化」が様々な要因により失われつつあるという危機意識

を持ちながら、新たな時代の要請に応えていくため、積極的に地域文化や伝統を後世に受け継いでいく

努力をすることが現代に生きる私たちの使命である。 

 

２ 対策 

豊かな人間性や自然と共にある暮らしに裏付けられた「ぶな文化」の知恵と技を次世代に継承してい

く過程において、人と人のつながりや、共に支えあう関係性を再び構築し、持続可能な地域社会の形成

に結びつけていく。さらに、知恵と技の継承は、自らが住む地域を学び、理解することにも通じるため、

故郷に熱い情熱と誇りを持ち、新しい時代を担う人財の育成や教育の基盤にしていくことが必要とされ

ている。 

また、本町ではそれぞれの集落において、様々な生活文化を有しており、その文化性を評価していく

という視点を持ちながら、その展開を図っていくことで、「ぶな文化」の存在を誇りとして、ブランド

化することにより、地域間の交流や産業の振興にもつなげ、地域文化や伝統を継承できる持続可能な仕

組みをつくっていく。 

加えて、文化財の所有者や管理者が高齢化しており、文化財の保全活動が困難になっていることや無

形文化財の継承が困難となりつつあることから、地域文化や伝統の担い手としての人財育成への取り組

みや、無形文化財を記録として保存していくことを検討していく。 

「ぶな文化」を発信していく中心拠点として、本町の魅力ある地域文化や伝統を継承していく仕組み
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をつくることが必要である。このため、閉校となった旧伊佐領小学校を「歴史民俗資料館」として活用

し、郷土学習や生涯学習の場として利用していくことで、歴史に対する理解や郷土への愛着を深めるこ

とにより、地域に住む人々が関わり合いながら、本町の将来を担う人財の育成を進めていく。 

 さらに、地方創生を推進していくために、文化や教育、子育てなどの複合的な機能を有する地域づく

りの拠点として「次期総合センター」を整備する。この拠点を活用し、人財の育成や交流を活発化させ、

地域コミュニティ活動などの展開を支えながら、地域が一体となって、「ぶな文化」の継承に取り組むこ

とができる場をつくっていく。 

 

（１）地域文化継承のための担い手づくり 

「ぶな文化」とは、縄文の時代から受け継がれてきた生活文化や生活技術、マタギの狩猟に見る山

の規律、落葉広葉樹の森と木地師の文化、山の神信仰と暮らし、これらを培ってきた豊かな自然、独

特な産業構造など人々の暮らしを支えてきた有形、無形、静的、動的な文化の総称である。 

これまで受け継がれてきた「ぶな文化」を評価、保存し、次世代に継承していくために、地域の中

だけでなく、協働人口を始めとする地域外の人々と協働しながら地域づくりや地域文化の継承に関わ

ることのできる仕組みづくりを進め、その仕組みを中心に地域文化や伝統の継承のみに留まることの

ない、新たな文化の創造に結びつけていく。 

  

（２）歴史民俗資料や文化財の管理 

  生活文化や生活技術の継承にあたっては、それを物語る残された貴重な資料を後世に引き継いでい

く必要がある。また、人口減少が進む集落にあって、集落の成り立ちや歴史を動画なども含めてアー

カイブとして記録していくことが重要である。このため、「歴史民俗資料館」の取り組みの中で、こ

れまで収集した民俗資料などとあわせて、新たな資料の収集を進めながら、魅力のある農山村の暮ら

しや文化を展示できる場をつくり、地域内外へ効果的に発信できる方法を検討していく。 

  

（３）「ぶな文化」発信拠点の整備 

現在も残る貴重な生活文化や歴史を、本町固有の地域資源として発掘し、豊かな自然と文化の魅力

を地域内外へ発信すると共に、教育活動や交流活動を中心として、人財の育成や交流を通じ、地域文

化や伝統を後世に継承していく地方創生の拠点として「歴史民俗資料館」及び「次期総合センター」

の整備を推進していく。 

  

事業の目標（成果指標） 基準値（R1） 目標値（R7） 

学校や自治公民館等と連携して

実施する講座数 
２件 ５件 

民俗資料館入館者数 60 人 140 人 
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３ 持続的発展計画 

本計画において、地域文化の振興等に関する持続的発展計画を次のとおり定める。 

事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

10 地域文化の振興等 (1) 地域文化振興施設等    

   地域文化振興施設    

    歴史民俗資料館整備事業 町 （８節掲載） 

    次期総合センター建設事業 町  

  (2) 過疎地域持続的発展特別事業    

   地域文化振興    

    地域資源活用域学連携事業 町 （１・９節掲載） 

    ソーシャル人財育成事業 町 （１・12 節掲載） 

    ぶな文化継承事業 町 調査研究、仕組みづく

りと発信など 

  (3) その他    

    文化財保護事業 町 （８節掲載） 

    生涯学習講座開設事業 町 （８節掲載） 

    文化振興事業 町 （８節掲載） 

    文化財補修事業 町 （８節掲載） 

 

４ 小国町公共施設等総合管理計画との整合 

地域文化の振興等に関する施設は、歴史民俗資料館と次期総合センターの整備を計画している。公共

施設等総合管理計画の基本方針を踏まえ、歴史民俗資料館は、旧校舎を活用することとし、次期総合セ

ンターについては複合的な機能を有する施設として、適正な規模による整備を進めていく。 
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第 11 節 再生可能エネルギーの利用の推進 

      

１ 現況と問題点 

小国町は広大な森林をはじめ、豊かな自然環境を有しており、その中には水資源、森林資源など自然

エネルギーの資源が豊富に温存されている。この資源を有効に活用することにより、再生可能エネルギ

ーの利用推進を図っており、特に木質バイオマスエネルギーの熱利用導入を積極的に進めてきたところ

である。 

平成18年度においては、地球温暖化の原因となる化石燃料から、森林資源を活用した木質バイオマス

エネルギーへ転換するための方策を取りまとめた「小国町木質バイオマス利用計画」を策定し、翌19年

度、その計画を基に「公共施設における木質バイオマスエネルギー導入事業」として事業化している。

これは、それまで重油ボイラーを熱源として温水供給していた役場庁舎の暖房、駐車場等の消雪につい

て、木質チップボイラーに転換し、温室効果ガスの削減に取り組んだものである。また、木質チップボ

イラーの燃料を間伐材や林地残材等を利用した木質チップとし、町内事業者によるその生産体制の整備

もあわせて進めたことから、未利用資源の活用に加え森林保全や新たな産業振興にもつなげていくこと

ができる取り組みとして展開してきた。 

 

（役場庁舎・木質チップボイラー／木質チップ使用実績／重油使用実績） 

 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

木質チップ使用量（ｔ） 387.85 533.72 475.97 586.53 761.70 752.46 

重油使用量（ｋｌ） 250 160 232 212 246 186 

        

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

木質チップ使用量（ｔ） 839.18 770.91 675.79 808.33 675.32 631.19 

重油使用量（ｋｌ） 138 114 120 140 166 54 

（資料：総務課資料） 

※平成19年度以前の重油使用量：平均332kl 

 

さらには、平成26年度に開校した新小国小学校においても、暖房、給湯に利用する熱源として木質チ

ップボイラーを整備したほか、道の駅にペレットストーブ、薪ストーブを導入し、公共施設における木

質バイオマスエネルギーの利用促進を図っている。加えて、一般住宅におけるペレットストーブ等の燃

焼機器の設置に対し継続的な支援を行い、広く利用が図られるようその拡大にも努めてきたところであ

る。 

一方、その他の再生可能エネルギーの利用については、太陽光発電システムの導入を進め、役場庁舎、

小国小学校、道の駅にその設備を設置している。 

他にも民間事業者が中心となり、再生可能エネルギーに関するイベントやシンポジウムを開催するな

ど、町民における意識の向上や気運の高まりが見られるようになっている。その他、民間事業者等によ

る新たな水力発電施設の整備が計画、実施されており、現存する施設とあわせ、水資源を活用した再生



- 101 - 

 

可能エネルギーの導入促進が図られている。 

その後においても、公共施設における再生可能エネルギーのさらなる導入に向け、平成27年度に再生

可能エネルギー導入可能性調査を実施し、具体的な公共施設を対象に木質バイオマスエネルギー等の活

用手法、エネルギーシミュレーション、コスト等の分析、検討を進めているほか、町内における小水力

発電のポテンシャル調査等もあわせて整理している。また、平成29年度には、木質バイオマスエネルギ

ーの賦存量を改めて調査し、それを基にした持続的な森林マネジメントを目指した活用方法等を検討し

ている。 

しかしながら、整備事業費や管理経費の捻出、効果が実感しにくい等の要因から、こうした調査を踏

まえた実際の取り組みには至っておらず、その具体化が課題となっている。特に、木質バイオマスエネ

ルギーのさらなる活用に向けて重要となる、全体的な森林利用の方向性や推進方法等にかかる調整には

時間が必要である。さらに、一般住宅におけるペレットストーブ等の設置についても、その数は減少傾

向にある。ただ今後、脱炭素社会の実現を目指していくためには、これまで検討してきた、実現可能な

取り組みを中心に着実に進めていくことが求められる。町内では燃焼機器の販売等を手がける事業者が

精力的な活動を展開しており、こうした関係者等と緊密に連携しながら、多様な手法によって、本町の

地域資源を最大限に生かした再生可能エネルギーの一層の利用推進を図る必要がある。 

 

２ 対策 

国では、2020 年 10 月、2050 年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする目標を掲げ、現在、脱

炭素社会の実現を目指し政策推進を図っている。2020 年以降の地球温暖化対策の国際的枠組みを定め

た、2016 年発効の「パリ協定」を受け、同年日本では中期目標として、2030 年度の温室効果ガスの排

出を 2013 年度の水準から 26％削減することが目標として定めたが、その後 2021 年 4 月には、46％削

減と目標数値を大幅に引き上げるとともに、同年５月には 2050 年カーボンニュートラル宣言を基本理

念とした改正地球温暖化対策推進法を成立させ、そのための工程表を策定するなど、取り組みを加速化

させている。 

こうした状況を含め、これまでの実績や実施してきた調査などを踏まえ、小国町において再生可能エ

ネルギーのさらなる利用推進、普及拡大を図ることにより、地域における脱炭素の実現に近づけていく。

そのためには、本町における再生可能エネルギーの導入目標を定め共有化を進めるとともに、効果の「見

える化」を図ることが重要である。また、目標を定め地域において一層の利用推進に取り組むには、民

間と行政がさらに連携できる体制の整備とあわせ、町民や民間事業者等との合意形成が不可欠であり、

それを円滑に進めるための戦略づくりを展開しながら、自然や環境にやさしい、小国らしい暮らしのあ

り方を提案する一体となった取り組みにつなげていくこととする。 

一方で、再生可能エネルギーの普及拡大には、地域経済の活性化、産業振興等に結びつくことが背景

として求められることも認識しながら、未利用資源等の具体的な活用策を検討、明らかにするとともに、

必要に応じた町内事業者等の活動支援や一般住宅への再生可能エネルギーの導入促進、再生可能エネル

ギー施設の導入促進地域設定の検討などを行い、地域内での循環を目指した事業展開に努める。 

脱炭素を図るために取り組む再生可能エネルギーの導入促進は、本町の魅力向上と地域の価値を高め

る要素になることから、2050 年のカーボンニュートラルを目指す「ゼロカーボンシティ宣言」（※）も

視野に入れ、新たな時代のまちづくりにおける重要施策の一つとしての取り組んでいくこととする。 
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（※）ゼロカーボンシティ宣言・・・2050 年に温室効果ガスの排出量または二酸化炭素を実質ゼロにすることを目指す

旨を公表した地方自治体。2021 年２月時点で全国 289 自治体（33 都道府県、174 市、３特別区、61 町、18 村）

が表明している。 

 

事業の目標（成果指標） 基準値（R2） 目標値（R7） 

ペレットストーブ・薪ストーブ

設置件数（一般住宅） 
５件 10 件 

公共施設に設置した木質バイオ

マスエネルギー設備（累計） 
４ ５ 

 

３ 持続的発展計画 

本計画において、再生可能エネルギーの利用の推進に関する持続的発展計画を次のとおり定める。 

事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

11 再生可能エネルギー

の利用の推進 

(1) 再生可能エネルギー利用施設    

   公共施設等における木質バイ

オマスエネルギー導入事業 

町  

    地域再エネ施設整備事業 町・民間  

  (2) 過疎地域持続的発展特別事業    

   再生可能エネルギー利用    

    地域循環共生圏創造事業 町 地域内エコシステム構

築 等 

    地域再エネ導入戦略策定事業 町  

    地域再エネ事業運営体制構築

事業 

町  

  (3) その他    

    小国の住宅総合支援事業 町 木材利用促進助成、ペ

レットストーブ等補助 

（５節掲載） 

 

４ 小国町公共施設等総合管理計画との整合 

 再生可能エネルギーに関する施設については、建物の新規整備との位置付けだけでなく、既存施設

に付帯する設備整備も検討する。いずれの場合も、公共施設等総合管理計画の考え方を踏まえ進めて

いくこととする。 
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第 12 節 その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

   

１ 現況と問題点 

（１）白い森まるごとブランド構想の推進 

小国町には、生きるための知恵と技、そして資源があふれている。季節に応じ、気候と向き合いなが

ら、農地を耕し、山野の恵みを利用し、また食物を採取し、そして暮らしの道具を作ってきた。また、

白い森が培う豊かな水資源を活かして誘致した中核企業は、80 年以上の歴史を有する世界トップレベ

ルの先端技術産業として町内経済を牽引している。このように、小国の先人たちは、その時の自然との

つきあい方や、その場面に応じた知恵と技の組み合わせによって、農山村の新しい可能性を広げてきた。

本町が有する森、水、土、動植物、それらを最大限に活かして生産されている地場産品や工業製品も、

さらには風土に根ざした暮らしの技や文化、そしてそれらを生み出し、受け継いできた小国の人財など

も、すべて価値のある地域資源として広く内外に発信する、「白い森まるごとブランド構想」をまちづく

りの基本理念に、選んでもらえる取り組みを展開することとしている。これにより、外部からの評価を

獲得し、町全域に人財や活力を呼び込む潮流を生み出すとともに、町民である自分たち自身が白い森の

国の誇りを再認識し共有することで、「白い森おぐに」に暮らすことの価値や幸福感を高めていくこと

につなげるものである。 

町ではこのブランド構想に基づいて、平成 29 年４月、組織機構の改正により「白い森ブランド戦略

室」を設置し、当室を中心に多様な地域資源のブランド化にかかる施策を戦略的に進めている。 

まずは“白い森”を広く認知できるようロゴマークを設定し、各種物品や多様な場面で活用しながらブ

ランドイメージの定着を図ったほか、ブランド化に必要な“白い森”の商標登録やブランドストーリーの

構築を進めた。また、認知度の向上や、町民によるブランド化の取り組みへの支援、白い森ブランドの

商品、サービスの拡充などを効果的に展開するため、地域総合商社を設立し、「白い森まるごとブランド

構想」実現の中心的な機能を有する組織として活動している。さらには、地域総合商社と役割分担しな

がら、地域資源を活用した新たなお土産品、特産品などの開発に加え、町内外におけるイベントへの出

展、参加などを通じた PR、町内事業者や町民が稼ぐ力を養うための講座、創出塾の展開など、ブラン

ド構想の推進に努めている。 

こうした取り組みにより、認知度の高まり、町民による活動の活発化など着実に効果が表れている。

一方、地域資源のさらなる活用、事業者間の連携強化などに関してはまだ課題があるため、今後その対

策が求められる。また、「白い森まるごとブランド構想」では産業分野を超えたブランド化の推進も目指

しているため、具体的な取り組みや手法の整理と連携体制の構築などを図り、「地域価値」を高めるまち

づくりにつなげていく。 

 

（２）With コロナ時代のまちづくりと SDGs の推進 

2019 年の終わりごろに発生した新型コロナウィルス感染症は、瞬く間に世界中に感染が拡大するパ

ンデミックを引き起こすとともに、地球規模において人々の生活、経済活動、医療などに衝撃的な危機
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をもたらしており、未だにその猛威がおさまっていない状況である。ワクチン接種により一定の収束は

想定されるものの、感染拡大防止を図るための新しい生活様式は未知のウィルスへの対応も含め今後も

必要とされ、私たちの生活、仕事などは全般的に大きな転換期を迎えている。 

 こうしたニューノーマルを意識した行動が求められる現在にあって、まちづくりを着実に前進させる

ためには、的確に対応できる柔軟性をもちあわせることが重要であり、新たな生活様式に照らし合わせ

ながら、これまでの取り組みを改めて検証することが大切となる。そのうえで、変容を受け入れ、その

時々にあわせた対応を図りつつ、さらに新たな手法や技術も活用し、進むべき方向を目指していくこと

とする。 

 一方、新型コロナウィルス感染症によって分断された人と人のつながり、都市と地方の関係、さらに

固定化された関わりなどの問題点も指摘されている。以前と同じ状態に完全に戻すことはできないとし

ても、その努力を続けることは必要であり、こうした考え方をまちづくり施策に反映させていくことも

重要な視点として整理できる。 

 また、With コロナ時代における地方創生に向けた取り組みにおいては、国連が定めた SDGs（持続可

能な開発目標）の理念を踏まえた持続可能なまちづくりに努めることも効果的な方策とされている。

SDGs には、健康、福祉、産業、経済、社会、環境などにまたがる 17 の目標と 169 のターゲットが設

定されており、それぞれを読み解きながらまちづくり全般をはじめ町民生活、経済活動などに落とし込

むことで、現状の課題相互の連関性を認識するとともに解決の新たな視点を与えてくれる。 

 一方で、SDGs という言葉の認知度は向上していると考えられるが、本町内に限らず、その内容や意

味、意義などについて十分に浸透しているとはいえないのが実態である。したがって、SDGs に向けた

行動、活動等に関する継続的な情報発信等により理解を深める努力を図り、それを基盤に SDGs の実践

や具体的な取り組みのデザインにつなげていくことが重要である。 

 

（３）男女共同参画の推進と結婚支援 

平均寿命の伸び、高学歴化や社会的自立意識の高まりなどによって、ライフスタイルが変化しつつあ

り、就業や社会活動などにおいて、女性の社会参画が進んでいる。特に本町では共働き率が高く、少子

高齢化の進行に伴い、生産を支える人口の割合が減少していく中で地域社会における女性の役割はます

ます重要なものになっている。住民生活の全般にわたって、女性と男性がともに活躍できる場所や機会

を創っていくことが、地域社会の持続的な発展に貢献していくための環境整備が必要である。 

また、人口減少・少子高齢化の進行に歯止めをかける為、結婚を望む方々に対する出会いの機会拡大

に努めていくことも重要である。 

 

（４）持続可能な行財政運営 

人口減少社会、超高齢社会の中、住民ニーズの多様化、業務の複雑化などにより、行政サービスの質

を維持、向上させるには、これまで以上に内部の業務改善や人財育成などに取り組むことが求められる

が、現在においてはそれだけにとどまらず、町民や地域、民間事業者等との連携、協働が不可欠となっ

ている。 

 また、人口減少、少子高齢化の進展に加え、近年の防災対策・危機管理等の新たな行政需要の拡大は

財政制約を一層厳しくしており、これに新型コロナウィルス感染症対策の影響と相まって財政運営はさ
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らに難しさを増していくことが想定される。こうしたことを踏まえ、より効率的で効果的な事業実施と

創意工夫による財政負担の軽減が求められており、重大な課題となっている。 

 一方、これまで整備してきた本町の社会資本、公共施設等は老朽化が進行し、これから集中的な更新

時期を迎える中、限られた資源として有効活用するため、平成２８年度において、長期的な視点で公共

施設等のあり方を整理した「小国町公共施設等総合管理計画」を策定している。現状を鑑み現在保有す

る全ての公共施設等を管理、運営することは困難であるとの認識に立ち、今後見込まれる状況変化や利

活用の実態などを十分に把握しながら、本計画の基本理念や方向に基づいた、公共施設等の適切かつ的

確な管理が必要である。 

 

２ 対策 

（１）白い森まるごとブランド構想の推進 

これまで取り組んできた、認知度向上の取り組みや、稼ぐ力の醸成を図るための白い森まるごと塾の

開催、白い森ブランドの商品開発、販路拡大、サービス向上などを継続しながら、地域総合商社が中心

となって、白い森ブランドがもたらす地域経済の好循環システム創出に努めていく。 

また、資源の魅力化にあたっては、本町と関わりのある大学の学生や小国高校生など若い世代の参画

も想定しながら、より深い考察と分析を通じた多様な可能性を見いだし、楽しみに満ちた白い森ブラン

ドの商品やサービスに磨きをかけていくこととする。事業者による連携強化に向けては、町内事業者が

地域外の個人や事業者とともに新たなビジネスプランを構築することができるよう支援を図り、さらに

多面的な取り組みを可能とする体制づくりを進めていく。 

「モノ」のブランド化に加え、「コト」のブランド化を図ることは、小国の人々の知恵と技、そしてそ

の暮らしそのものを価値の高い資源として生かすことである。そこで、商品開発による「モノづくり」、

事業者や町民の活動を活発化させ稼ぐ力を引き出す「ヒトづくり」を進めながら、小国での体験、経験

や小国の人々との関わりから経験価値を高める「コトづくり」につなげていくことが重要となる。こう

した考え方に基づいて、小国の自然に触れる、人に触れる、暮らしに触れるなど、これまで以上に深く

ニッチな体験事業を企画するなど、具体的な取り組みを広く発信し、小国ファンとなる関係人口の拡大

を図りながら、「コト」のブランド化を含めた「白い森まるごとブランド構想」によるまちづくりの将来

の姿である、「自然を愉しみ みんながわくわくする 白い森の国おぐに」を目指していく。 

 

事業の目標（成果指標） 基準値（R2） 目標値（R7） 

白い森ブランドロゴ町内産品利

用申請件数（累計） 
9 件 20 件 

 

（２）With コロナ時代のまちづくりと SDGs の推進 

新型コロナウィルス感染症防止対策によって休止や中止となった取り組みを含め、まちづくり事業の

展開において、ニューノーマルを前提とした推進方向や実施方策を整理するとともに、コロナ渦で中止

せざるを得なくなった地域活動や町民の活動等に対してその再開に向けた支援のあり方を検討する。 

さらには、新型コロナウィルス感染症の影響により多大な影響を受けた町内経済の早期回復と活性化
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を図るため、関係団体等との連携を強化し必要な取り組みを進める。 

 SDGs にかかる考え方をさらに深く広めていくために、身近な体験や経験から知る、また楽しみなが

ら学ぶ講座等を設定することとし、個人による実際の行動につながるような取り組みを中心に、それを

先導する人財育成なども含めた展開を図っていく。加えて、本町が優先的に取り組む目標と考え方を整

理するとともに、事業者の取り組みを促進する施策の整理や認知度をさらに向上させる情報発信に努め

るほか、町民や民間による、SDGs を活用した地域づくり、まちづくりの提案事業などの検討も進める

こととする。さらには、これまで取り組んできた小国の自然環境の保全にかかる事業なども、SDGs の

考え方と歩調を合わせて、新たな課題への対応も含め進めていくこととする。 

 こうした取り組みとあわせ、「SDGs 未来都市」（※）のエントリーを図り、SDGs に関連づけた実践

により、中長期的な見通しに立った持続可能なまちづくりを目指すことで地方創生に結びつけていくも

のとする。 

 SDGs の重要な理念の一つである、「誰一人取り残されない」持続可能なまちづくりを、町民、民間、

行政などが一体となって進めることで、町民の幸福として「ウェルビーイング」の実現を目指すことが

可能となる。本町のような農山村にはそのポテンシャルを有しており、またこうした役割を果たすこと

が求められている。 

  

（※）SDGs 未来都市：地方創生 SDGs の達成に向け、優れた SDGs の取り組みを提案する地方自治体を「SDGs 未来都

市」として選定し、成功事例の普及を促進している。 
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（３）男女共同参画の推進と結婚支援 

 男女共同参画社会の形成に向けて、男女がお互いに尊重し、ジェンダー平等の考えに基づき義務と責

任を分かちあいながら支えあう意識の高揚を図るなどの施策を展開しながら、特に女性の活躍による社

会の活性化や地域における身近な男女共同参画などを重視することで、農山村における女性の役割の重

要性を再確認し、それが各分野にわたる視点であることを認識した施策の展開を図る。 

さらに、結婚減少や晩婚化が進展しているが、男女の出会いの場の創出への支援や結婚活動に関する

情報提供などを推進する。 

こうした取り組みにより、女性と男性がともに活躍できる場を増やすとともに、結婚の促進により少

子化の抑制を図り、地域の活力を取り戻し、地域や集落の持続可能性の維持を目指す。 

 

（４）持続可能な行財政運営 

社会経済情勢が目まぐるしく変化し、地方自治体を取り巻く環境も大きく変容している。こうした環

境変化に対応し、多様な行政ニーズに応えていくため、行政の取り組みだけでなく、産学官の連携・交

流、町民や民間との協働によるまちづくりを推進するとともに、本町と関わりを有する外部人財である

「協働人口」とも力を合わせ課題に立ち向かう、多様な人々による「協働・連携・交流」をさらに促進

し、将来的にはまちづくり施策の展開を担う「新たな公共」の構築を目指す。このため、地域住民と町

職員などが一体となって課題解決を目指す仕組みづくりを進めるほか、町民と行政が協働して取り組む

事業などの継続、拡大や、地域の若者による地域づくり活動等の支援、地域づくり手法等を学ぶ機会の

設定など、多彩な主体によるまちづくり施策の構築と推進に努める。 

時代に即した行政サービスの提供と健全で効率的な行財政運営を進めるため、費用対効果を踏まえた

事業展開や投資の最適化、コスト管理の徹底などマネジメント強化に力を入れる一方、その基盤となる

職員の資質向上と、新しい時代や人財育成に向けた研修の充実を図る。さらには、行政事務執行のさら

なる効率化と町民の利便性向上を目指して、自治体 DX の推進や RPA の導入、包括的外部委託導入の

検討を行うとともに、財源確保に向け継続して事務事業の工夫、改善や使用料等の見直し、広告収入や

ふるさと納税、企業版ふるさと納税の確保などのほか、クラウドファンディング等新たな財源の検討な

どに取り組むこととする。さらに、施設の整備手法について、公共施設等総合管理計画に示す通り、従

来の整備手法のほか、「PPP/PFI（※）」など民間活力を活用した整備手法を検討し、改修・更新コスト

や管理運営コストの縮減を図る。 

 社会経済のボーダレス化や道路交通網の整備、情報化の進展に伴い、町民の行動や経済活動の範囲は

一層広域化、多層化していることから、引き続き近隣自治体との広域連携を図り、共通する行政課題に

対応するため、置賜定住自立圏形成協定に基づいた施策の展開を進める。 

 

（※）PPP/PFI：公民が連携して公共サービスを行う手法を PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ：公

民連携）という。PPP のうち、代表的な手法のひとつが PFI（プライベート・ファイナンス・イニシアテ

ィブ）で、公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に、民間の資金とノウハウを活用し、公共サービ

スの提供を民間主導で行うことで、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図る手法。  
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３ 持続的発展計画 

本計画において、その他地域の持続的発展に関し必要な事項に関する持続的発展計画を次のとおり定める。 

事業計画（令和３年度～７年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

12 その他地域の持続的発

展に関し必要な事項 

(1) 過疎地域持続的発展特別事業    

   白い森みらい創生事業 町・民間 （１・２節掲載） 

    地方創生テレワーク推進事業 町・民間 （１・３節掲載） 

    ワカモノプロジェクト 町 （１・９節掲載） 

    ソーシャル人財育成事業 町 （１・10 節掲載） 

    自治体ＤＸ推進事業 町 （３節掲載） 

    地域職員派遣事業 町 （９節掲載） 

  (2) その他    

    白い森まるごとブランド構想推進事業 町・民間  

    新型コロナウィルス感染症防

止対策協力金交付事業 

町  

    SDGs 推進事業 町  

    結婚支援事業 町 （６節掲載） 

    職員研修事業 町  

    男女共同参画推進事業 町  

    やまがたハッピーサポートセ

ンターへの参画 

町  

    行政事務改善事業 町  

    下水道公営企業会計適用事業 町 （5 節掲載） 

    簡易水道公営企業会計適用事

業 

町 （5 節掲載） 

    白沼老人憩いの家解体事業 町  

    ふるさと納税事業 町 （１節掲載） 

    企業版ふるさと納税活用事業 町 （１節掲載） 
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事業計画（令和３年度～７年度） 過疎地域持続的発展特別事業分 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

1 移住・定住・地域間交

流の促進、人材育成 

(4) 過疎地域持続的発展特別事業    

  移住・定住 移住定住促進事業 町 移住・定住の促進によ

り定住人口の確保を図

り、将来的な人口規模

の維持に資する。 

    地方創生テレワーク推進事業 町・民間 サテライトオフィスの

開設及び運営支援は、

テレワークによる新し

い人の流れを創出する

ことに繋がり、協働人

口の拡大に資する。 

（３・12 節掲載） 

   地域間交流    

    地域資源活用域学連携事業 町 大学等との域学連携事

業の継続的な実施によ

り、協働人口の拡大に

資する。 

（９節掲載） 

    白い森みらい創生事業 町 食や環境などのテーマ

で参加者が町民とふれ

あう事業を展開するこ

とにより、協働人口の

拡大に資する。 

（同節・12 節掲載） 

   人材育成    

    ワカモノプロジェクト 町 若者が地域課題に主体

的に取り組むためのス

キルを身につける機会

を創出し、次世代を担

う人財の育成を図り、

地域コミュニティの維

持に資する。 

（９・12 節掲載） 

    ソーシャル人財育成事業 町 地域資源を魅力化し、

協働人口の拡大を図る

ため、地域プロモーシ

ョンを実践できる人財
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の育成を図り、地域の

持続的発展に資する。 

（10・12 節掲載） 

    地域づくり支援員導入事業 町 地域に積極的に関わる

若い外部人財（地域お

こし協力隊）の確保・

育成により、将来にわ

たる地域の持続的発展

に資する。 

（９節掲載） 

    集落活動維持保全事業 町 地域に積極的に関わる

若い外部人財（緑のふ

るさと協力隊）の確保・

育成により、将来にわ

たる地域の持続的発展

に資する。 

（９節掲載） 

    白い森みらい創生事業 

 

町 町民による自発的な活

動を支援し、協働人口

の拡大、経済効果への

波及を図り、地域の持

続的発展に資する。 

（同節・12 節掲載） 

    アート活用地域活性化事業 町 アートスキルを持った

人財の確保、育成を図

り、アートを活用した

地域の持続的発展に資

する。 

    小国町保小中高一貫教育支援

事業 

町 子どもたちが、地域に

愛着を持ち、次代を担

う人財として心豊かで

健やかな成長を図って

いくことで、地域の持

続的発展に資する。 

（８節掲載） 

２ 産業の振興 (10) 過疎地域持続的発展特別事業    

   商工業・6 次産業化    

    地域商業サービス支援事業 町 移動販売事業を支援す

ることで、集落の維持

に資する。 
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    小国いきいき街づくり公社支

援事業 

町 商業施設の維持を支援

し、町内経済の活性化

を図ることで、地域の

持続的発展に資する。 

３ 地域における情報化 (2) 過疎地域持続的発展特別事業    

   デジタル技術活用    

    自治体 DX 推進事業 町 DX の推進により、業

務の効率化を図り、行

政サービスの更なる向

上に資する。 

（12 節掲載） 

    地方創生テレワーク推進事業 町・民間 サテライトオフィスの

開設及び運営支援によ

り、過疎地域であって

も暮らしや仕事の環境

において情報格差のな

い社会の実現に資す

る。 

（１・12 節掲載） 

4 交通施設の整備、交通

手段の確保 

(9) 過疎地域持続的発展特別事業    

  公共交通    

    公共交通運行事業 町 日常生活における移動

手段の確保、利便性を

高めることにより、地

域の持続的発展に資す

る。 

    公共交通再編事業 町 公共交通と地域住民の

協働のもと、利用しや

すい地域内交通システ

ムを実現することが、

地域の持続的発展に資

する。 

6 子育て環境の確保、高

齢者等の保健及び福

祉の向上及び増進 

(8) 過疎地域持続的発展特別事業    

  児童福祉    

   福祉医療給付事業 町 子育て世代の経済的負

担の軽減等、子育てし

やすい環境を整備する

ことで、子どもの健や

かな成長と、定住者の

確保に資する。 
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   高齢者・障害者福祉    

    障害者居宅生活支援事業 町 誰もが住み慣れた地域

の一員として生活でき

る地域をつくること

は、地域の持続的発展

に資する。 

    支えあいほっとライン事業 町・民間 社会福祉協議会と連携

し取り組むことで、誰

もが住み慣れた地域で

安心して生活でき、住

民が主体となって地域

をつくることは、地域

の持続的発展に資す

る。 

    介護職なかま創出事業 町 介護における多様な人

財を確保し、誰もが住

み慣れた地域で安心し

て生活できる地域をつ

くることは、地域の持

続的発展に資する。 

    高齢者等暮らし応援事業 町 高齢者にとって最も不

安要素となる冬期間の

除雪に対する支援を行

うことで、安心して生

活できる地域をつくる

ことは、地域の持続的

発展に資する。 

7 医療の確保 (３) 過疎地域持続的発展特別事業    

   自治体病院    

    総合的な医療確保対策事業 町 医療水準を低下させる

ことなく、総合的な地

域医療を確保すること

が住民の安心に繋が

り、定住者の確保に資

する。 

   その他    

    人工透析患者送迎事業 町 人工透析療法を必要と

する方が、住み慣れた

地域で安心して生活で

きることは、定住者の



- 113 - 

 

確保に資する。 

    

小児インフルエンザ予防接種

事業 

町 子どもの予防接種を支

援することで、安心し

て生活できる環境の提

供に努め、定住者の確

保に資する。 

8 教育の振興 (4) 過疎地域持続的発展特別事業    

   義務教育    

    要保護及び準要保護児童就学

援助事業 

町 就学が困難と認められ

る児童の保護者へ支援

することで、安心して

子育てができる教育環

境の整備と、児童の健

やかな成長に資する。 

    要保護及び準要保護生徒就学

支援事業 

町 就学が困難と認められ

る生徒の保護者へ支援

することで、安心して

子育てができる教育環

境の整備と、生徒の健

やかな成長に資する。 

   その他    

    小国町保小中高一貫教育支援

事業 

町 子どもたちが、地域に

愛着を持ち、次代を担

う人財として心豊かで

健やかな成長を図って

いくことで、地域の持

続的発展に資する。 

（１節掲載） 

9 集落の整備 (2) 過疎地域持続的発展特別事業    

   集落整備    

    地域づくり支援員導入事業 町 地域に積極的に関わる

若い外部人財（地域お

こし協力隊）の確保・

育成により、将来にわ

たる地域の持続的発展

に資する。 

（１節掲載） 

    集落活動維持保全事業 町 地域に積極的に関わる

若い外部人財（緑のふ

るさと協力隊）の確保・
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育成により、将来にわ

たる地域の持続的発展

に資する。 

（１節掲載） 

    ワカモノプロジェクト 町 若者が地域課題に主体

的に取り組むためのス

キルを身につける機会

を創出し、次世代を担

う人財の育成を図り、

地域コミュニティの維

持に資する。 

（１・12 節掲載） 

    地域職員派遣事業 町 地域と行政が一体とな

った展開を図り、集落

整備や集落機能の維

持、保全に資する。 

（12 節掲載） 

10 地域文化の振興等 (2) 過疎地域持続的発展特別事業    

   地域文化振興    

    地域資源活用域学連携事業 町 大学等との域学連携事

業の継続的な実施によ

り、地域資源の発掘等

を推進し、受け継がれ

てきた文化の次世代へ

の継承に資する。 

（１・９節掲載） 

    ソーシャル人財育成事業 町 地域資源を魅力化し、

協働人口の拡大を図る

ため、地域プロモーシ

ョンを実践できる人財

の育成を図り、地域の

持続的発展に資する。 

（１・12 節掲載） 

    ぶな文化継承事業 町 地域内外の人々と協働

しながら、これまで受

け継がれてきた文化の

次世代への継承に資す

る。 

11 再生可能エネルギー

の利用の推進 

(2) 過疎地域持続的発展特別事業    

  再生可能エネルギー利用    
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    地域循環共生圏創造事業 町 再生可能エネルギーの

利用は、脱炭素社会の

実現に資する。 

    地域再エネ導入戦略策定事業 町 再生可能エネルギーの

利用は、脱炭素社会の

実現に資する。 

    地域再エネ事業運営体制構築

事業 

町 再生可能エネルギーの

利用は、脱炭素社会の

実現に資する。 

12 その他地域の持続的発

展に関し必要な事項 

(1) 過疎地域持続的発展特別事業    

   白い森みらい創生事業 町・民間 町民による自発的な活

動を支援し、協働人口

の拡大、経済効果への

波及を図り、地域の持

続的発展に資する。 

（１節掲載） 

    地方創生テレワーク推進事業 町・民間 サテライトオフィスの

開設及び運営支援によ

り、With コロナ時代に

おける持続可能なまち

づくりに資する。 

（１・３節掲載） 

    ワカモノプロジェクト 町 若者が地域課題に主体

的に取り組むためのス

キルを身につける機会

を創出し、次世代を担

う人財の育成を図り、

地域コミュニティの維

持に資する。 

（１・９節掲載） 

    ソーシャル人財育成事業 町 地域資源を魅力化し、

協働人口の拡大を図る

ため、地域プロモーシ

ョンを実践できる人財

の育成を図り、地域の

持続的発展に資する。 

（１・10 節掲載） 

    自治体ＤＸ推進事業 町 DX の推進により、業

務の効率化を図り、行

政サービスの更なる向
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上に資する。 

（３節掲載） 

    地域職員派遣事業 町 地域と行政が一体とな

った展開を図り、集落

整備や集落機能の維

持、保全に資する。 

（９節掲載） 
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SDGs（持続可能な開発目標）と各節の関連性 

 

① 貧 困

② 飢 餓

③ 健 康 と 福 祉

④ 教 育

⑤ ジ ェ ン ダ ー

⑥ 水 ・ 衛 生

⑦ エ ネ ル ギ ー

⑧ 働 き が い と 経 済 成 長

⑨ 産 業 と 技 術 革 新

⑩ 格 差 是 正

⑪ 住 み 続 け ら れ る ま ち

⑫ 持 続 可 能 な

　 　 　 生 産 と 消 費

⑬ 気 候 変 動

⑭ 海 洋 資 源

⑮ 陸 上 資 源

⑯ 平 和 と 公 正

⑰ パ ー ト ナ ー シ ッ プ

1
移
住
・
定
住
・
地
域
間
交
流
の
促
進
、

人
材
育
成

2
産
業
の
振
興

3
地
域
に
お
け
る
情
報
化

4
交
通
施
設
の
整
備
、
交
通
手
段
の
確
保

5
生
活
環
境
の
整
備

6
子
育
て
環
境
の
確
保
、

高
齢
者
等
の
保
健
及
び
福
祉
の
向
上
及
び
増
進

7
医
療
の
確
保

8
教
育
の
振
興

9
集
落
の
整
備

1
0
地
域
文
化
の
振
興
等

1
1
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
の
促
進

1
2
そ
の
他
地
域
の
持
続
的
発
展
に
関
し
必
要
な
事
項


